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第1は じめに

本訴 訟 にお い て原 告 らは，本 件事 故 の発 生 につ いて被告 東 京電 力 に故意 又

はそれ に匹敵 す る重 過失 があ り，被 告 東京 電 力 の行 為 の悪 質 性 を踏 ま え る と，

原 告 らの慰 謝 料額 が増額 され るべ きで あ る と主張 す る。

かか る原 告 らの 主張 に対 しては ，既 に答 弁 書，被 告東京 電 力準 備書 面 （3），

同 （5） ， 同 （6） ，同 （9） ， 同 （11） ， 同 （12） ， 同 （15） 等 に

お いて反 論 した とお りで あ るが，本 準備 書 面 で は， その後 の原 告 らの主 張や

各種 専 門家 の意 見 ，被 告東 京 電力 の元役 員 らに係 る刑 事尋 問調書 ，本件 と同

種 訴訟 で あ る前 橋 地裁 判 決 に対す る控 訴 審 で あ る東 京 高裁 で 実施 され た今

村 文彦 教授 （以下 「今 村 教授 」 とい う。） の尋 問結果 ， さ らには令和 元年9

月19日 に下 され た被 告 東 京 電 力 の 元役 員 らに係 る刑 事 判 決 等 を踏 ま え て

主 張 を補 充 し，過 失論 に関す る被告 東 京 電力 の 主張 を改 めて整 理 して主 張す

る。

具体 的 に は，次 項 「第2」 に おい て は，本 訴訟 にお け る過 失 評価 の基本 的

観 点 ，す な わ ち，法律 上 求 め られ る結 果 回避 のた めの措 置 を講 ず る義務 の有

無 や 内容 につ い て は，予 見 可能性 を基礎 付 け る科 学的知 見 の成 熟度 や信 頼度

の程度 に よって 大 き く左 右 され る もので あ り，本訴 訟 で原 告 らが主張 して い

る よ うな結果 回避 措 置 （本件 事故 後 に本 件 事故 を踏 ま えて各地 で取 られて い

る津 波対 策 と言 い替 え る こ とも可能 で あ る。 ） を，本件 事 故前 の時点 で他 の

優 先度 の よ り高 い 地震 対 策 等 を差 し置 い て 実施 す べ き法 律 上 の義 務 が あ っ

た とい えるた め には ，それ を基礎 付 け る予 見 可能性 の程度 も具体 的 な科学 的

根 拠 に基 づ くもので あ り，かつ 損害 発 生 の危 険 が具体 的 で あ り切 迫性 を有 す

る もので あ る必 要 が あ る こ とを論 じる。

そ の上 で， 「第3」 におい て は，地震 本 部 が平 成14年7月 に公表 した三

陸 沖か ら房 総 沖 に 関す る長 期評 価 の 見解 につ いて は， 当時 の通説 的評 価 に従

って海溝 寄 り領 域 の津 波発 生確 率 を示 そ うとす る と， あま りに確 率 が下 が っ
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て 国民 に対 す る警 告 の 意 が な くな っ て しま うとい う防 災 行 政 上 の見 地 に基

づ い て評価 が示 され た もので あ り， 国民 に 日々の備 えを促 す とい った ソフ ト

面で の対策 に は活用 で き る と して も，それ を超 えて沿岸 部 にお け る構造 物 の

ハ ー ド面 で の 対策 に取 り入 れ る こ とが で き る よ うな も の で は な か った こ と

につ い て， ま た， そ の次 の 「第4」 で は，被告 東京 電 力 を含 む電 気事 業者 ら

が ，そ の よ うな性 質 の長期 評価 の見解 につ いて ，直 ち に本 件 原発 の津波対 策

に具 体 的 に取 り込 む の では な く，設 計想 定 を超 え る対 策 （シ ビア ア クシデ ン

ト対策 ） の検 討 に活 用 され る こ とが期 待 され て いた確 率論 的安 全評価 の中 に

取 り入れ てそ の研 究 を進 めてい た こ と，平成18年9月 の新 耐震 指針 策 定 に

伴 う耐震 バ ックチ ェ ッ クにおい て も， 地震 学 ・津 波学 の専 門家 の意 見等 を踏

ま えた社 内検討 の結 果 ，長期 評価 の見解 に基 づ く津波 を確 定論 的津 波評価 の

対象 と して考 慮す るか ど うか につ い て は，そ のた めに必 要 とな る波源 モデル

も策 定 され てお らず ，専 門家 間の科 学 的知 見 も定 ま って い ない こ と，従前用

い て きた 土木 学会 が策 定 した 「津波 評価 技 術」 につ い て は，長 期評 価 の見解

の公 表 後 にお い て も，既 往津 波 に対 して も余裕度 の ある想 定津 波 を設 定す る

もの と考 え られ て い る こ とな どを踏 ま えて， その取扱 い につ い ては改 めて 専

門機 関で あ る土木 学 会 に審議 を委託 し， 同学会 で の見解 の整理 を踏 ま えて適

切 に対 応 す る こ とと した もので あ るが ，長 期評価 の見解 の性 質や 当時の科 学

的知 見 に関す る客観 的 な事 情 を総合 す れ ば， この よ うな被 告東 京 電力 の対応

はそ の時 点 にお い て何 ら不 合理 な もの で はな く，原 告 らが主 張す る よ うに被

告 東京 電 力 が津 波対 策 を意 図的 に放置 した もの で も全 くな く，被 告東 京電 力

の対応 に過 失又 は重 過 失 が あ った と評 価 で き ない こ とを論 じる。

さ らに， 「第5」 で は，かか る被告 東 京電 力 の主 張 を補 強 す る事 情 と して，

上記 の とお り被 告東 京 電 力 を含 む 電 気 事 業者 か らの審 議 委 託 を受 けた専 門

機 関で あ る土木 学会 が， 専 門的 な審 議 を経 て，本件 事 故 直前 の時 点 にお いて

は， 平成20年 試 算 の前提 とな った 「海溝 寄 りの どこで も明治 三 陸地震 と同

程 度 の津 波 地震 が発 生 す る」 との長 期 評 価 の見解 につ い て支 持 して お らず ，
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同領 域 につ い て は北 部 と南部 とに 区別 し，福 島 県沖 を含 む南部 では ，仮 に津

波 地 震 が 発 生 す る と して も北部 に比 べ て す べ り量 が 小 さい とい う方 向で議

論 が進 め られ て いた の で あ るか ら （丙B114の4・ 指 定弁護 士提 示 資料1

73～174） ，本件 事 故発 生 当時 にお い て，長 期評 価 の見解 が一義 的 に確

立 され た 科学 的知 見 で あ り，被告 東京 電力 の結果 回避 義務 を基礎 付 け るか の

よ うな原 告 らの 主張 は， そ の前 提 を欠 くもの で あ る ことを明 らか にす る。

そ の上 で ， 「第6」 で は，本件 事故 前 の 時点 で は地震 対策 が全 国的 に急 務

とな って お り，そ う した 客観 的状 況 の も とで ，他 の安 全 対策 を差 し置 い て ，

さ らに は既 存 施 設 の津 波 対 策 の基 本 は まず もっ て 防潮 堤 や 防 波 堤 を用 い て

敷 地 高へ の：津波 の遡 上 自体 を防 ぐ とい う ドライ サイ トコ ンセ プ トの 考 え方

を採 用せ ず に，原 告 らが 主張 してい る，本 件事 故後 に各地 の原 発 で緊急 措置

と して 取 られ て い る よ うな敷 地 高へ の遡 上 を前提 と した事 故 対 策 を本件 事

故 前 の 時 点 で 講 じるべ き法 律 上 の 義務 を基 礎 付 け るに足 りる津 波 の具 体 的

予見 可能 性 ，切 迫性 は なか った こ とを論 じる。

最 後 に， 「第7」 で被 告東京 電 力 の主 張 の ま とめ を述 べ ， 「第8」 で被 告

東 京 電力 の過 失 の有無 を適 正 に評 価 した と考 え られ る裁 判例 を列 記 す る。
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第2本 訴訟における過失評価の基本 的観 点

1求 め られ る予見 可能 性 の程 度 につ い て

一般 に過 失 とは ，損 害発 生 の危 険 を予見 し得 た に もかか わ らず ，その結 果

を回避 す べ き義 務 に違 反 して適 切 な措 置 を講 じなか った こ とをい う （遠藤 浩

編 「基本 法 コン メ ンタール債 権 各論2〔 第4版 〕新条 文対 照 補訂 版 」35頁 ，

我妻 榮 ほ か編 「我妻 ・有 泉 コン メ ンタール 民法 一総則 ・物 権 ・債 権 一第4版 」

1334頁 ）。

ここで， 求 め られ る結果 回避 義務 とは，予 見可能 性 の程度 と相 関 関係 にあ

り，損 害発 生 の危 険 が具体 的 かつ切 迫 性 を もって予 見 され て い る よ うな場合

には， そ う した危 険 を阻止 す るため の具 体的 かつ 即効性 の あ る対応 が 求 め ら

れ ，それ を怠 っ た時 に は 「適切 な措置 」 を講 じなか った と され る。 これ に対

し，予 見 可能性 の程度 がそ こま で具 体的 で はな く， 「理 論 的 には否定 で きな

い」 とい った抽 象 的 な もの に留 ま る場合 には， それ に対 して如何 な る措置 を

講 じるか もあ る程 度行 為者 の裁 量 に委 ね られ る。 と りわけ本 訴訟 では，原 告

らは本件 事 故 の発 生 につ いて 被 告 東 京 電 力 に故 意 又 は それ に匹 敵す る ほ ど

の重過 失 が あ った と主 張 し，それ を元 に慰 謝 料 の増額 を主張 して い るの で あ

るか ら， そ の よ うな主張 が認 め られ るた めに は，原告 らに おい て ，被 告東京

電力 に本 件 事 故 以 前 の 時点 にお い て相 当程 度 に具 体 的 かつ 切 迫性 を もった

損 害発 生 の危 険 の予 見 可能性 が あ り， かか る予 見 に導 かれ て一 定 の一 義 的 な

「適切 な措置 」 を採 る こ とが法 的義務 にま で高 め られ てい る こ とを根 拠 と し

て ， か か る措 置 を講 じな か っ た こ とが違 法 に な る との 点 につ い て 明確 に主

張 ・立 証す る必 要 があ る。

被告 東京 電 力 は， 平成14年7月 に地 震本 部 が公表 した長 期評 価 の見解 に

つ いて，直 ち に本件 原 発 の津 波対 策 に確 定 的 ・具 体 的 に取 り込 む ので はな く，

「津波 評価 技 術 」 の後継研 究 と して 検討 が 開始 され た確 率論 的 津波評 価 手法
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の 中で研 究 を進 めて きた。 また ，平成18年9月 の新 耐震 指針 策 定 に伴 うバ

ックチ ェ ックにお い ては ，被 告東 京 電力 の社 内検討 にお い て，長期 評価 の見

解 を ど う取 り扱 うか が問題 に なった ものの ，被 告 東京 電 力 は，地震 学 ・津 波

学 の専 門家 の意 見 等 を踏 ま えて社 内検討 を行 った結 果 ，長 期評 価 の見解 を直

ちに取 り入 れ るので は な く，そ の取扱 いにつ い て専 門機 関 で あ る土木 学会 に

審議 を委託 し， 同学会 で一 定 の コンセ ンサ ス を得 た 上 で対応 す る方針 を とる

と ともに ， その審 議 状 況 を見つ つ ， 社 内 で 「津波 対 策 ワー キ ング グル ー プ 」

を組織 し，非 常用海 水 ポ ンプ が設置 され てい るO．P． ＋4メ ー トル 盤 で の

津 波対 策 や ，主要 建屋 の あ るO．P． ＋10な い し13メ ー トル盤 で の防潮

堤 設置 ，原発 立 地点 沖合 の防波 堤設 置 な どの検討 を進 めてい た。

これ に対 し，原 告 らは，被 告 東京 電 力が長 期評 価 の見解 を直 ちに津波 対策

に確 定 的 に取 り入れ て ，本件 事 故後 に各地 で採 られ て い る よ うな各 種津 波 対

策 を講 じていれ ば本 件事 故 を防 ぐこ とがで きた のだ か ら，被告 東京 電 力 には

結 果 回避 義務 違 反 が あ る と主 張す る。 そ のた め，本 訴 訟 の最 大 の争 点 は ，地

震 本 部 が平 成14年7． 月に示 した長 期評 価 の見解 が ，被 告東 京 電力 を して本

件事 故後 に各地で とられ てい るよ うな津波対策 を本件事故前 の時点 で採 る

こ とを法的 に義務付 ける程 度の予見可能性 を基礎付 けるものであったか否

か とい う点 にあ る。 言 い替 えれ ば，被 告東 京電 力 におい て ，長期 評価 の 見解

につ い て ，確 率 論 的津 波評 価 と して研 究 を進 め るこ とと し，長期 評価 の見解

に基 づ く津 波 につ い て確 定 論 的 津 波 評 価 にお い て 考 慮す べ き との科 学 的知

見 の コ ンセ ンサ スが得 られ てい ない状況 の下で ， この点 につ い て専 門機 関 で

あ る土 木 学 会 に審 議 を委 託 して 同学 会 で の 専 門 的 な 知 見 の整 理 を踏 ま え て

適切 に対応 す る と した こ とが，被 告東 京 電力 の一 義 的 な法律 上 の義務 に違反

した もので あ り，重過 失 を基礎 付 け る事 情 に 当た る のか否 か ，が 問題 なの で

あ る。

この点 ，本件 事故 に 関す る千葉 地裁 平 成29年9月22日 判 決 は， 国の過

失判 断 に関す る部 分 で は あ るが， 「違 法性 の考慮 要 素 た る結 果 回避義 務 との
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関係 で ，予 見 可能性 の程 度 は 当然 に影 響 し得 る」 ， 「仮 に，専 門研 究者 間 で

正 当な見解 と して通説 的見解 とい え るまで の確 立 した知 見 に基 づい た，精度

及 び 確 度 が 十 分 に信 頼 す る こ とが で き るほ どに高 い試 算 が 出 され た の で あ

れ ば，設 計 津波 と して考慮 し，直 ちに これ に対す る対策 が と られ るべ き であ

る が， …予 見 可能 性 の程 度 が上 記 の程 度 ほ どに高 い もの で な いの で あれ ば，

当該知 見 を踏 ま えた今後 の結 果 回避措 置 の 内容 ， 時期等 につ いて は，規制行

政 庁 の専 門 的判 断 に委 ね られ る とい うべ きで あ る」 と説 示 してお り，上記 で

論 じた ところ と同 旨をい うもので あ る と考 え られ る。 ま た，令和 元年8月2

日に下 され た本件 事 故 に 関す る名 古屋 地 裁判 決 にお いて も， 「予見 可能性 が

認 め られ た か ら とい って直 ちに結果 回避 義務 が生 ず る もの では な く，予見 可

能 性 の程 度 に よって ， 求 め られ る結 果 回避 義 務 が 異 な る とい うべ きで あ る。

す なわ ち，精 度及 び確 度 の高 い知見 に基 づ い た試 算 が 出 され た場合 には，直

ち に結 果 回避 措 置 を採 る こ とを法 的 に義 務 付 け る こ とが で き る一方 で ，規 制

行 政 庁や原 子 力 事業 者 が投 資 で き る資金 や 人材 等 は有 限で あ る以 上，精度 及

び確度 のそれ ほ ど高 くな い知見 に基 づ く試 算 しか得 られ な い場合 には，直 ち

に結果 回避i措置 を採 る こ とを法 的 に義務 付 け る こ とはで きず ，今後 の結 果 回

避 措 置 の 内容 ，時期 等 につ い て は，規 制 行政 庁 の専 門的判 断 に委 ね られ る と

い うべ きで あ る。 」 と して， 同様 の説示 を して い る。 ま た， この点 につ い て

は ，令 和 元年9． 月19日 宣告 の被 告東 京 電力 の元役 員 らに係 る刑 事 判決 にお

い て も，過 失 を基礎 付 け る予 見可能 性 の程 度 につ い て， 「個 々 の具 体 的 な事

実 関係 に応 じ，問われ てい る結果 回避 義務 との 関係 で相 対 的 に，言 い換 えれ

ば 問題 となってい る結果回避措置 を刑罰 をもって法的に義務付 けるのに相

応 しい 予見 可能 性 と して，どの よ うな もの を必 要 と考 え るべ きか とい う観 点

か ら，判 断す る のが相 当で あ る」， 「結 果 の重 大 性 を強 調す るあま り，そ の

発 生 メカ ニズ ムの全 容解 明が今 なお 困難 で， 正確 な予 知 ，予測 に限界 の あ る

津波 とい う 自然 現象 にっ いて ，想 定 し得 る あ らゆ る可能性 を，そ の根拠 の信

頼性 や 具 体性 の程 度 を問 わず に考 慮 して必 要 な措 置 を講 じる こ とが 義務 付
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け られ る とすれ ば，法 令上 ，原 子力 発電 所 の設 置 ，運転 が認 め られ て い るに

もかか わ らず ，原子 力 発電 所 の運転 はお よそ不 可 能 とい うこ と とな り，原子

力発 電所 の設 置， 運転 に携 わ る者 に不 可能 を強 い る結 果 とな る」 ， 「津 波襲

来 の可能 性 があ る とす る根 拠 の信 頼性 ，具 体性 の程度 につ いて は，結 局 の と

ころ， 前記 の よ うな本 件 にお け る結果 回避i義務 の 内容 ，性 質等 を踏 ま え，原

子炉 の安全 性 につ い て の 当時の社 会通 念 を中心 と して ，平成23年3月 初 旬

の 時点 ま で にお いて ， どの よ うな知 見が あ り，本 件発 電 所 の安全 対策 と して

どの よ うな取 組 が行 われ ，本件 発 電所 が どの よ うな施 設 として運 用 され て き

た の か な ども考慮 した上 で ， これ を決 す るほか ない とい うべ きで あ る。 そ し

て ，上 記 の社 会通 念 は， 法令 上 の規制 や それ を補 完 す る国 の安全 対策 にお け

る指針 ，審 査 基準 等 に反 映 され てい る と考 え るほ か ない ので あ るか ら，そ の

よ うな法 令 上 の規 制 や それ を補 完す る指針 ，審 査基 準等 にお いて ，原 子 炉 の

安 全性 確 保 が どの よ うに考 え られ てい た のか を検 討 してい く こ とにな る。 」

と説示 して い る。

そ こで ， 以下 で は， こ うした 予見 可能性 の程 度 に よって 求 め られ る結果 回

避 義務 の程度 も変 わ り得 る とい う観 点 に即 して，本 件 事故 前 の時 点で津 波対

策 や津 波 評価 手 法 が どの よ うに考 え られ てい た のか， 日本海 溝 寄 り領 域 にお

け る地震 や 津波発 生 の可能性 につ いて どの よ うに考 え られ て い たの か，それ

ら との 関係 で長 期評 価 の 見解 が どの よ うな意 味 を持 つ もの で あ った の か を

明 らか に して い く。

2本 件事故 当時の津波評価や：津波対策の在 り方 について

（1）原子力発電所の安全評価 手法の考 え方 について

原子力発電所の安全評価手法には，確定論 的安全評価手法 と，確率論的

安全評価手法 とい う2っ の考 え方がある。
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この うち，確 定論 （決 定論 ） 的安 全評 価 手法 とは， 一 定 の事 故 発 生原 因

を確 定 的 に想 起 し （これ を 「設 計基 準 事象 」 とい う。 ） ， それ に対 して原

子力 発 電所 が どれ だ け十分 な余裕 を もって安全 対策 が講 じられ て い るか と

い う見地 か ら安全 性 を評価 す る手 法 で あ る。 これ に対 して確 率 論 的安全 評

価 手法 とは ，どん なに確 定論 的 安全評 価 手 法 に基 づ く対 策 を講 じてい て も，

それ を上 回 る事象 （これ を 「シ ビア ア ク シデ ン ト」 とい う。） が発 生 す る

可能性 が常 に あ るた め ，そ の よ うな事象 の発 生 に よ り過 酷 事故 に至 るまで

の過程 を想 定 し得 る 限 り分 岐 させ （これ を 「ロジ ックツ リー 」とい う。），

分岐 ライ ン ご とに確 率計 算 を行 い ，それ が一定 範 囲 内 に納 ま って い るか ど

うか を評 価 す る とい う手 法 で ある。

確 定論 的 津波 評価 に基 づ き設 計基 準事 象 に対 す る対策 を講 じるの に対 し，

それ を超 える シ ビア ア クシデ ン トの発 生 に備 えて確 率 論 的評 価 を行 い， ア

クシデ ン トマ ネ ジ メ ン ト策 を講 じる こ とにな る。

（2） ドライ サ イ トコ ンセ プ トに つ い て

ところで ，本件 原 発 の敷 地 は大 き く分 けて2つ に 区分 す る こ とが で き，

原 子 炉停 止 時 の冷 却 に用 い られ る非 常用海 水 ポ ンプ が設 置 され てい るO．

P． ＋4メ ー トル盤 と，原子 炉建 屋 や ター ビン建屋 とい った 主 要建屋 が存

す るO．P． ＋10な い し13メ ー トル盤 があ る。

この うち，O．P． ＋4メ ー トル盤 につ い て は， 万一 非常 用海 水 ポ ンプ

が被 水 して も直 ち に原 子 炉 の冷 却機 能 を喪 失す るわ けで は ない が ，電源 設

備 等 の あ るO．P． 十10な い し13メ ー トル 盤 ま でひ とたび 津波 が遡 上

して しま うと，影 響 範 囲 が余 りに広 大過 ぎて 対策 は 困難 とな る （この点，

た とえ事前 の想 定 に基 づ き個別 に物 理 的離 隔や 水密 化 措 置等 を講 じて いた

と して も， 自然現 象 で あ る津波 は大 き な不確 定性 を伴 う以 上 ， どこまで機

能 す るか は未知 数 で あ る。） 。
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そ の た め，O．P． 十4メ ー トル盤 と10な い し13メ ー トル盤 とで は

津 波 防護 の思想 が 全 く異 な ってお り，前 者 で は非 常用海 水 ポ ンプ な どを防

護 す れ ば足 りるの に対 し，主要 建屋 の あ る敷 地 高 につ い て は，防潮 堤 や 防

波 堤 な どに よ りまず もっ て敷 地高へ の津 波 の遡 上 自体 を防 ぐ とい うのが津

波対策 の基 本 と され てお り，これ を 「ドライ サ イ トコ ンセ プ ト」とい う （丙

B11， 丙B12， 丙B77の1・10頁 ，34～35頁 等 ）。

なお ， かか る基 本 思想 は本件 事故 後 に策 定 され た新 規 制基 準 にお いて も

変 わ りはない 。す な わ ち，新規 制基 準 の うち基 準津 波 に対す る安 全性 につ

い て定 めた設置 基 準規 則5条 の審査 ガイ ドで は，以 下 の とお り外 郭 防護1，

外郭 防護2及 び 内郭 防護 か らなる3段 階 の津 波 防護 策 を求 め てい る （甲A

270・134～135頁 ， 丙A88・28～32頁 ） 。

①外郭防護1

重要 な安全機能 を有す る設備等 （耐震Sク ラスの機器 ・配管系）を内

包す る建屋及 び重要な安全機能 を有す る屋外施設等 は，基準津波に よる

遡上波 が到達 しない十分高い場所に設置す るか，敷地が基準：津波に よる

遡上波が到達す る高 さにある場合には，防潮堤等の津波防護施設及 び浸

水防止設備 を設置す ることによって，基準津波 による遡上波の地上部 か

らの到達又は流入 を防止する。

②外郭防護2

外郭防護i1を もって して も発生す ることを否 定 し切れ ない取水 ・放水

施設及び地下部な どか らの漏水 によって，重要 な安全機 能に影響が生 じ

ないよ うに対策 を講 じる。

③ 内郭防護

外郭防護 のほか，地震 ・津波の影響 で設備等 が損傷す ることによる保

有水や津波の溢水に対す る対策を講 じる。
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この よ うに，本 件 事 故後 に策 定 され た 新規 制基 準 にお い て も，設 計基 準

津波 に よる敷 地 高へ の地 上部 か らの 到達 や建 屋 内へ の流 入 につ い て は，重

要建 屋 を設計 基 準 津波 よ りも高 い位 置 に設置 す るか， 防潮 堤等 に よって敷

地 高へ の津波 の遡 上 自体 を防 ぐとい う外 郭 防護1を 基本 と し，そ の よ うな

対策 を講 じて いて もなお発 生 し得 る取水 ・放水 口等 を通 して の地 下部 な ど

か らの漏 水 や ，地 震 ・津 波 に よ る配 管損 傷 等 に伴 う建屋 内で の溢水 につ い

ては ，それ ぞれ 外 郭 防護2な い し内郭 防護 に よって防 ぐ とい う考 え方 が と

られ てい る。新 規 制 基準 で は， 防潮 堤等 の設置 を抜 き に して設 計 基準 津波

に よ る敷地 高 へ の地 上部 か らの到 達 や建 屋 内へ の流 入 を水 密化 のみ に よっ

て防 ぐ とい う考 え方 は もち ろん， そ うした敷 地高 へ の遡上 に備 えて建 屋全

体 を水 密化 す る とい っ た思想 は一 切 とられ てい ない ので あ る。

原告 らは，本 件 事故 前 に公 表 され てい た長期 評価 の見解 を踏 ま えれ ば，

防潮堤 や 防波 堤設 置 の よ うに時 間や 費 用 をか けて津波 対策 を講 じてい る余

裕 な どな く， 本件 事 故後 に各地 で 緊急 措 置 と して取 られ て い る よ うな津 波

の遡 上 を前提 に した対策 ，具体 的 には主 要建 屋 開 口部 の水 密 化 や電源 設備

の水密 化 ，高 所配 置 ，可般 式設備 の導 入 等 を講 じるべ きで あ った と主 張 し

て い る （原 告 ら準 備 書面 （33） ， 同 （79） ，同 （80） 等）。 しか しな

が ら， そ の よ うな原 告 らの主 張 が認 め られ るため に は，原告 らの依 拠す る

長 期 評価 の見解 が ，上 記 の よ うな ドライ サ イ トコンセ プ トか らは必ず しも

導 かれ ない津 波 遡 上対 策 （ウェ ッ トサ イ トを前提 に した対策 ） を被 告東 京

電力 に即座 に義務 付 け るほ どに科 学 的合 理 的根 拠 を伴 うもの で あ り，そ の

よ うな対 策 を直 ち に採 る こ とを法 律 上 の義 務 とす るだ けの津波 襲 来 の切 迫

性 を基礎 付 ける もの で あった とい える必要 があ る。

3原 子力発電所 の安全対策 が全体 のバ ランスや優先度 を考慮 して総合 的に

構築 され る必要 があること

14



また ，い うまで もな く，原子 力発 電所 の安全 性 は単 に津 波 に対 して だ け確

保 され て いれ ば よい とい うもので は ない。地震 や火 災 ， 人 的 ミス等 の他 の事

故要 因 に 対 して も十分 な安全 性 を備 えてい る必要 が あ る。

そ して ，潜在 的 に事 故 原 因 とな り得 る要 因 は多数 想 定 し得 る ところ，原 子

力事 業者 が特 定 の原子 力 発 電所 に投 下 し得 る物 的 ・人 的資源 には限 りが あ る

か ら，優 先度 や 緊急性 を考慮 せ ず に特 定 の対策 に不 必要 に物 的 ・人 的資源 を

注 力す る こ とは，か え って発 電 所全 体 の安全 性 を害す る結 果 とな りかね な い。

また ，特 定 の事故 対策 が他 の事 故対 策 に とって マイ ナ ス に働 く とい うこ とも

あ り，た と えば本 件結 果 回避 措 置 の一 っ に挙 げ られ て い る非 常用電源 等 の上

階設置 は ，確 か に対津 波 との 関係 で は安 全性 向上 に資 す るか も しれ な い が，

他 方 で重 量 物 を強 固 な敷 地地盤 面 か ら分 離 して設置 す る こ とにな るた め，耐

震 性 の観 点 か らは脆 弱 性 を増加 させ る こ とに な る。 そ のた め，原 子力発 電 所

にお い て どの よ うな安 全 対策 を講 じるか は， 当該原 子 力発 電所 の立地 点 にお

け る個 別 具 体 的状 況や ，想 定 され る各 リス ク要 因の切 迫 性等 を踏 ま え，全 体

的 なバ ラン スや優 先度 を考慮 して総 合 的 に判 断 され る必 要 が あ る （丙B11，

丙B12） 。

そ して ，特 に 日本 で は津波 よ りも地震 の被 害 が圧 倒 的 に多 く，昭和56年

に策 定 され た 旧耐震指 針 にっ いて は ，平成7年 の 阪神 ・淡 路大震 災 を機 に平

成13年 か ら改訂 作 業 が行 われ て お り，平 成18年9E19日 には， それ ま

で の地 震 学 及 び地 震 工 学 に関す る新 た な知 見 の蓄積 や 耐 震 設 計 技術 の著 し

い進 歩 を反 映 し， 旧耐 震 指針 を全 面 的に見 直す との趣 旨か ら新 耐震 指針 が策

定 され てい た。 そ して ， 当該 新 耐震 指針 に基づ く耐 震 バ ックチ ェ ックが進 め

られ る中， 平成19年 に は新潟 県 中越 沖 地震 が発 生 し，一 部 の原子 力発 電所

で想 定 を超 え る地震 動 が確 認 され た こ とで ，耐 震性 の再検 討や 対策 が急務 か

っ最優 先 事 項 となって い た。

した が って ，原告 らの 主張 が認 め られ るため には ， こ うした本件 事故 前 の

外 的環境 の 中で，長 期評 価 の 見解 が被 告東 京電 力 を して 地震 対策 に優先 して
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原告 らの主 張す る よ うな津 波 対策 の措 置 を義務 付 け るほ どに科学 的 ・合理 的

根拠 を伴 うもの で あ り，かつ津 波襲 来 の切迫 性 を示す もので あ った とい える

必 要 が あ る。

第3本 件事故前の地震 ・津波に関す る知見の状況

1福 島県 沖海 溝 寄 り領 域 で は大規模 地震 ・津 波 が発生 す る とは考 え られ てい

なか った こ と

本件 事 故前 の時 点 にお いて ， 日本海 溝 寄 り領 域 で はマ グニチ ュー ド9ク ラ

ス の大地 震 は起 きな い と考 え られ てお り，特 に東 北地 方南 部 で は，津波 地震

も含 め てマ グニチ ュー ド8ク ラスの地震 も起 き ない と考 え られ てい た。 この

こ とは ，以 下 に述 べ る とお り地震学 に関す る地震 地体構 造 論 ，比較 沈 み込 み

学 ，ア スペ リテ ィ ・モ デル の考 え方 ，津 波 地震 の発 生 メカニ ズ ムに 関す る考

え方 か ら裏付 け られ てい た。

（1） 地震 地 体構 造 論

地球 の表 面 は数十 枚 の プ レー トで覆 われ て お り，かか るプ レー トは絶 え

ず移 動 してい る。 プ レー ト同士が ぶつ か る と，重 い海側 のプ レー トが軽 い

陸側 のプ レー トの下 に歪 み を生 じ させ なが ら沈 み込 ん でい くが ，陸側 のプ

レー トが歪 み に耐 え きれ な くなって上 側 に跳 ね返 る と地 震 が発 生す る。

こ うした地震 発 生 の メカニ ズ ムか ら，特 定 の領域 で発 生す る地震 の規模

や性 質 は， 当該 領 域 の地 体構 造 （プ レー トの沈 み方 ，海 底構 造 ，堆積 物 の

有無 な ど） に よって基 礎付 け られ ，過 去 に地震 が発 生 した領 域 で は 同 じよ

うな地 震 が繰 り返 し発 生 し，既往 地震 が確認 で きて い ない領域 であ って も，

地 体 構 造 が近 似 して いれ ば 同 じよ うな地 震 が 発 生 す る可 能性 が あ る と考
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え られ て い る。 これ を 「地震 地 体構 造論 」 とい う。

地 体構 造 の近似 性 は ，既往 地震 と同種 ・同規模 の地 震 が発 生 し得 る地理

的範 囲 を把握 す るの に重要 な役 割 を果 た し， この点 につ い ては佐竹 健治 教

授 （以下 「佐 竹 教授 」 とい う。） も 「地 体構 造 の 同一性 ・共通 性 を根拠 付

けるデー タが な い のに ，別 の領 域 区分 にお ける既 往 の 断層 モデル を単純 に

移 して数 値 解析 を して も，精 緻 な解 析 とは な らず ，解 析 結果 を原 子 力施設

の対 津波 設 計 の基 準 に用 い る こ とはで き ない」 （丙B100・3頁 ）， 「地

震 地体構 造 の知 見 を十分検 討せ ず して ，既往 津 波 の発 生履 歴 が確認 で き な

い領 域 に合 理 的 な波源 を設 定 す る方 法 は ない 」 （同） として い る。 ま た ，

今村 教授 も，東京 高裁 で実施 され た証人 尋 問 にお いて ， 「 （既 往 が存在 し

ない場 所 に新 た な波源 を設 定 して い く場 合 ，そ うい っ た地震 地体構 造 の 同

一性 とか を見 ない で ， えい っ と決 めて しま う， これ とい うのは根 拠 は あ る

んで しょ うか ，との質 問 に対 し）か な り乱暴 なや り方 に なって しま う」 （丙

B101の1・8～9頁 （頁数 は右 下 の通 し頁 に よる （以 下 同 じ）。） と

してい る。

（2） 比 較沈 み 込 み学

プ レー ト境 界 にお いて ，下側 に沈み 込 む海側 のプ レー トが比較 的若 い プ

レー トで あ る場合 に は，高温 で軽 く浮 力 が 強 く働 くた め，上側 の陸側 プ レ

ー トとの固着 が強 く，歪 み を解 消 す る際 の力 も大 き く働 い て大規 模 地震 が

発 生 しや す い。 これ に対 し， 下側 に沈 み 込む海 側 の プ レー トが 比較 的古 い

プ レー トで あ る場 合 には，海 水 に冷 却 され て重 くな るため ， 固着 も弱 く，

大規模 地 震 は発 生 しに くい と考 え られ て い た。 そ して ，チ リ沖 や ア ラスカ

沖 な どは若 い プ レー トが沈 み込 ん で い るた め，固着 が 強い分 大 規模 地震 が

発 生 しや す い の に対 し，マ リア ナ海溝 な どは古 い プ レー トが沈 み込 ん でい

るた め，大規 模 地震 は発 生 しに くい と考 え られ てい た。 この よ うに， プ レ
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一 トの沈 み 込 み 状 況 を比 較 す る こ とで 地震 の発 生 傾 向 を把 握 し よ うとす

る考 え方 を 「比 較 沈 み込 み 学」 とい う。

そ して， 日本 海 溝 寄 り領域 は，マ リア ナ海溝 型 の沈 み込 み 帯 に近 い と考

え られ てお り，沈 み込 んで い る海 側 プ レー トの年 代 に照 ら して も， マ グニ

チ ュー ド9ク ラス の 巨大 地震 は発生 しな い と考 え られ て いた （以上 ，丙B

23・6～7頁 ） 。

（3） ア ス ペ リテ ィ ・モ デ ル

他 方 で，1980年 代 には，同 じプ レー ト境 界 の 中で もプ レー トの固着

状 況 は一様 で は な く， ア スペ リテ ィ （ 「ごつ ごつ 」 ， 「ざ らざ ら」 あ るい

は 「凸凹」 の意 ） が あ る場所 で は摩 擦 が 大 き くな って 固着 が強 くな り， 巨

大地震 が発 生 しや す く，逆 にそ うした アスペ リテ ィが ない場 所 で は，普段

か ら滑 らか にす べ っ て 歪 み が 蓄積 され て い ない た め大 規 模 地 震 は起 こ り

に くい とい う 「ア スペ リテ ィ ・モ デ ル 」 の考 え方 が提 唱 され た。 そ して，

か か る考 え方 は多 くの プ レー ト間地 震 の発 生 傾 向 と合 致 す る もので あ っ

た こ と，小規模 地震 の観 測 結果 に よって も裏付 け られ た こ とか ら，広 く受

け容 れ られ てい る状 況 に あった。

そ して，東 北地 方 太 平洋 沖 では マ グニチ ュー ド9ク ラス の大地 震 を発 生

させ るよ うなア スペ リテ ィは存在 せず ，三 陸 沖か ら宮城 県沖 に か けてはマ

グニ チ ュー ド7．5ク ラス の地震 を発 生 させ る可 能性 の あ るア スペ リテ ィ

まで は確 認 され てい た が ，福 島県 沖で はそ の よ うな アス ペ リテ ィす ら存在

しない と考 え られ て い た。

実際 ，1990年 代 末 か ら2000年 代 初 頭 にか け てのGPSデ ー タの

解 析 か ら，東 北地方 中央 部 か ら南 部 に か けて の領 域 で は， 陸地 が毎年2c

m程 度 短縮 して お り， これ が全 てプ レー トの沈 み込 み に伴 う上盤 プ レー ト

の圧迫 に よ るもの で あ る と考 え る と，宮城 県 か ら福 島県 沖 に か けての領域
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が ， ほぼ100％ 固着 して い る とい うこ とに な る。 しか しなが ら，仮 に こ

の よ うな固着 が長期 に亘 って続 い てい る とす れ ば ，陸 地 は100年 間 に2

メー トル も短 縮 す るはずで あ るが ，実際 に はそ の よ うな結 果 は確認 され て

お らず ， む しろ陸地 が伸 張 してい る結果 が得 られ てい た。 この ことは，仮

に一 時 的 に プ レー ト境 界 間 の 固着 が強 ま って 歪 み の エ ネ ル ギー を蓄 えた

と して も，そ れ は100年 以 内の再 来 間隔 で生 じるマ グニ チ ュー ド7な い

し8弱 の地震 に よっ て解 消 され て い る こ とを示 唆 してい た。 （以上 ，丙B

23・9～12頁 ，丙B7）

（4） 津 波 地震

他 方 で， 地 震 の規模 が小 さ くて も大 きな津波 が生 じる地震 を津 波地 震 と

い い， 少 な く とも1896年 に三 陸沖 で発 生 した明治 三 陸地 震 は かか る津

波地 震 に あ た る と され てい る。

しか し，津 波 地震 の発 生 メカニ ズ ム につ い て は様 々 な議 論 が あ り，本件

事故 後 の現 在 で も確 立 した定説 まで は ない状 況 で あ るが， 平成8年 に谷 岡

勇一 郎 教授 （以 下 「谷 岡教授 」 とい う。 ） と佐 竹 教授 が発表 した 「津 波 地

震 は どこで起 こるか 明治 三 陸津 波 か ら100年 」 と題 す る論 文 （丙B2

1） で は，津 波 地震 は海 底 に起伏 が あ り堆 積 物 （付加 体 ） が入 り込 む よ う

な特定 の条 件 が揃 っ た場 所 で のみ 発 生す る との見解 が示 され てい た。 そ し

て ， そ の後 の平 成11年 に独 立行 政 法人海 洋研 究 開発 機i構 （JAMSTE

C） が行 った 日本海 溝 の構 造探 査 調査 や ， それ を踏 ま えて平成14年12

月 に鶴 哲 郎博 士 らが発 表 した論 文 （丙B19の1～2） に よ り， プ レー ト

境 界付 近 に低 速 度領 域 の存 在 が確認 され るな ど谷 岡 ・佐 竹論 文 の考 えが裏

付 け られ た こ とか ら，多 くの地震 ・津 波 学者 が 上記 見解 に賛 同 してい る状

況 に あ った。

そ して ，上 記 のJAMSTECに よる海 底構 造 探査 調 査 に よれ ば， 日本
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海溝 寄 り領 域 で は北 部 と南部 で 地質 構造 に違 い が あ り，福 島県沖 を含 む南

部領 域 では津 波地 震 を引 き起 こす と され てい た海 底構 造 が存在 しな い こ と

が実 地調 査 を もっ て確認 され てい た こ とか ら （丙B18） ， 当該 領域 で は

津 波 地震 につい て も発 生す る とは考 え られ てい な か った。

2土 木学会に よる 「津波評価技術」 の策 定

（1） 「津波 評価 技術 」 につい て

平成5年 に北海 道 南西 沖 地震 が発 生 し，沿岸 部 に大規模 な：津波被 害 が発

生 した こ とで，津 波 防 災 に対 す る関心 が高 ま り，国 の関連7省 庁 （国 土庁 ，

農 林水 産省 構 造 改善 局 ，農 林水 産省 水 産 庁 ，運輸 省 ，気 象庁 ，建 設省 及 び

消防 庁） に よる津波 対 策 の再検 討 が行 われ ，平 成9年3月 に 「地域 防 災計

画 にお け る津波 対策 強 化 の手 引 き」 （い わ ゆ る 「7省 庁 手 引 き」 ， 甲A2

3） が 取 りま とめ られ た。 また ， 同年 に は，農 林水 産省 構 造改 善 局， 農林

水産 省 水産 庁 ，運輸 省 港 湾局 ，建 設省 河 川 局 の4省 庁 に よ り，7省 庁 手 引

き を取 り込 む形 で 「太 平 洋沿 岸部 地 震津 波 防 災計 画手 法調 査報 告 書」 （い

わゆ る 「4省 庁 報告 書 」 ， 甲A25の1～2） が取 りま とめ られ た。

7省 庁手 引 きで は，津 波対 策 に あた っ て は既 往 最 大津波 のみ な らず 想 定

最 大津 波 を も考慮 す べ き と したが ，他 方 で 当該 手 引 きは あ くまで沿岸 部 に

お け る津 波 高 の傾 向 の概 略 的把 握 を 目的 として い た に留 ま り， 津波 対策 の

設 計条 件 に直接 用 い る こ とが で き る よ うな手 法 ま で は提 示 してい なか っ た。

そ こで ，被告 東京 電 力 を含 む 電気 事業 者10社 は ，原子 力発 電 所 にお け る

設 計想 定：津波 の評価 方 法 につ い て統一 的 な基 準整 備 を行 うた め， 平成11

年 に専 門機 関で あ る土木 学会 に対 し電力 共通 研 究 として安 全性 評価 技術 の

体系化 及 び標 準化 に係 る研究 を委託 した。

これ を受 けた土木 学 会 は，原 子 力 土木 委員 会 に新 たに津 波評 価部 会 を設
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置 し，約3年 に亘 る審 議 を経 て ，平 成14年2月 に 「原 子 力発 電所 の津 波

評価 技術 」 （甲A26の1～3） （ 「津 波評価 技術 」） を取 り纏iめた。

この 「津 波 評価 技術 」 は，既往 最 大 津波 を再現 す る断 層 モデル （波源 モ

デ ル） を設 定 した上 で， その 断層 パ ラ メー タ を合 理 的範 囲内 で変化 させ た

数 値計 算 を多数 実施 し （パ ラ メー タス タデ ィ） ， その結 果 得 られ る想 定津

波 群 の 中か ら，評価 地点 にお け る影響 が最 も大 きい津 波 を設 計想 定津波 と

して選 定す る こ とに よ り，十 分 な裕 度 を もった設計 想 定 津波 が得 られ る仕

組 み とな って い る。 この点 ，津 波想 定 の 不確 か さを考 慮 す るた め の方 法 と

して ，算 出結 果 に一 定 の補 正係 数 を乗 じる とい う考 え方 もあ り得 るが， 津

波 につ い て は地震 とは異 な り過 去 の発 生 例 が少 ない た め定 量 的 な補 正係 数

を設 定す る こ とが 困難 で あ り，そ の よ うな補 正係 数 を設 定 す る ことはむ し

ろ解析 手 法 自体 を非科 学 的 ・工学 的 に しか ね ない （丙B45・17～18

頁， 丙B123・59頁 ， 乙A157・63～64頁 ）。 そ こで， 「津波

評 価 技術 」 で は ，そ の よ うに算 出結 果 に一 定 の補 正係 数 を乗 じるので はな

く，解析 段 階 でパ ラ メー タス タデ ィを多数 回実施 す る こ とに よ り，そ の結

果導 か れ る算 出結 果 が 十分 な裕 度 を もった値 とな る よ う設 計 され てい るの

で あ る。 この点 につ いて は， 「津 波評 価 技術 」 の巻頭 言 にお いて も 「提 案

され た手法 の特長 は ，津波 予測 の過 程 で介在 す る種 々 の不 確 定性 を設計 の

中に反 映 で き る こ とで ある」 （甲A26の1・i頁 ）と され てお り，実 際 ，

同技術 を用 い て算 出 され る想 定津 波 は ，上 記パ ラメー タス タデ ィを経 る こ

とに よ り評価 対 象 地 点 にお け る過 去 （既 往 ）最 大 津波 に対 して平均 的 に2

倍 程 度 の裕 度 を持 つ こ とが確認 され て い る （甲A26の2・1－7頁 ， 甲

A26の3・2－209頁 ）。

か か る 「津 波評 価 技術 」 は， 津 波評 価方 法 を体 系化 した唯一 の基 準 で あ

り， 国内 の原 子 力発 電 所 にお け る津波 に対す る安 全性 評 価 は，本件 事故 後

の現在 に至 るまで 同手 法 に基づ き行 われ て い る。 国際原 子 力機 関 （IAE

A） も，本件 事 故後 の平成23年11Eに 発 表 した 「IAEASafetyStandard
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“MeteorologicalandHydrologicalHazardsinSiteEvaluationfor

Nuclearlnstallations（No．SSG－18） ”」 に お い て ， 「IAEA基 準 に適 合 す

る基 準 の例 」 と して 参 照 した り （乙A6・113～119頁 ） ， 米 国 原 子

力 規 制 委 員 会 （USNRC） が 平 成21年 に 作 成 した 報 告 書 に お い て 「津

波 評 価 技 術 」 の 手 法 を 引 用 し 「世 界 で 最 も進 歩 して い る ア プ ロー チ に数 え

られ る 」 と紹 介 され る等 （乙A7・59頁 ） ， 国 際 的 に も十 分 な 科 学 的 合

理 性 を有 す る と され て い る。

（2） 「津波 評価 技 術 」 は既往 地震 だ けを考慮 す る もの で はない こ と

か か る 「津波 評価 技 術 」 は， 「7省 庁 手 引 き を補 完す る もの」 （甲A2

6の1・iii頁 ） と して策 定 され てお り，7省 庁 手 引 き と同様 に既往 最 大津

波 のみ な らず想 定 最大 津 波 を も考 慮す る こ とが想 定 され て い る。ここで 「想

定最 大 津波 」 とは ，具 体 的 には 「プ レー ト境 界付 近 に将 来発 生す る こ とを

否 定 で きな い地震 に伴 う津 波 」 をい い，そ の想 定波源 は 「地 震 地体構 造 の

知 見 を踏 ま えて設 定 」す るこ と とされ てい る （甲A26の2・1－31頁 ，

同1－32頁 ） 。す な わ ち，津波 評価 部会 で は， 「津 波評価 技 術 」 の策 定

に あた り，それ まで の知 見 の進 展 状況 （到 達 点）につ いて レ ビュー を行 い ，

た とえ既 往 地震 が確 認 で きない領 域 で あっ て も， い わ ゆ る地震 地 体構 造論

に基 づ き，既往 地 震 が確 認 で き る領 域 と地 体構 造 （プ レー トの沈 み 方，海

底 構 造 ，堆 積 物 な ど） が近 似す る領 域 にお い て は， 同様 の地 震発 生 の可 能

性 が あ る もの と して， 既往 地震 と同様 の波 源 モデ ル を設 定す る事 が求 め ら

れ て い るの で あ る。 実 際 ， 「津 波 評価 技術 」 で は ， 日本 海東 縁 部 の領域 に

つ い て ，過 去 に地震 の発 生記録 が確 認 で き る領域 のみ な らず ，発 生履歴 の

ない領 域 も含 めて 同一 の地震 地体 構造 を有 す る もの と して， 当該領 域全 域

で北海 道 南 西沖 地震 の波源 モ デル が設 定 され てい る （甲A26の2・1－

61頁 ，丙B101の1・88～90頁 ）。また ， 「津 波評価 技 術 」では，
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波源 設 定 に用 い る領 域 区分 につ いて 平成3年 に公 表 され た いわ ゆ る萩 原 マ

ップ を参 照 してい るが， 当該 マ ップ は あ くまで 地震 学上 の観 点 か ら策 定 さ

れ た もので あった こ とか ら， 同マ ップ をそ のま ま用 い るので は な く， 地震

地体構 造 の 同一性 等 を踏 ま えて よ り詳 細 な領 域 区分 図 を作 成 して い る （甲

A26の2・1－32頁 ） 。

他 方 で， 福 島県 沖海 溝 寄 り領 域 につ いて は， 上記1の とお りそ の時 点 で

は明治 三 陸地 震 が発 生 した 北部領 域 と地体構 造 の 同一性 を有す る とは考 え

られ てお らず ， ア スペ リテ ィ もない と考 え られ て い た こ とか ら， 同地 震 の

波源 モ デル が設 定 され る よ うな こ とは なか った。

なお ，津 波 評価 部会 で は波 源 の検 討 自体 が され て い ない との指 摘 もあ る

が， そ の よ うな事 実 はな く， 同部会 にお い て 当時の知 見 の到 達 点 を レビュ

ー し
，そ れ を踏 ま えて上記 の よ うな地 震 地体構 造 論 に基 づ く波源 の設 定 を

行 って い る。 この こ とは，津波 評価 部 会 の議 事録 ， 特 に第3回 の議 事録 に

は 「津 波 波源 の一般 的特性 並 び に地域 別 波源 の特 徴 につ い て ，資料 一6に

従 って既往 文 献 の レビュー と電共研 成 果 の説 明が あ った」 （甲A594の

3・4頁 ） とあ る こ とや ，第5回 の議 事 録 に も 「1896年 明治 三陸津 波

につ い て は も う少 し痕 跡 高 の信 頼 性等 を調 べ た方 が よい」 （甲A594の

5・5頁 ） とい った細 かい指 摘 もな され てい る こ とか らも確 認 で きる。今

村 教授 も 「過 去 ，又 は 当時 の研 究 の レビュー は しま した 」 （丙B101の

1・75頁 ） ， 「 （当 時の津 波 の到 達 点 とい うの は確認 した けれ ども， そ

こか ら先 ，起 きて いな い領 域 で ど うい う地 震 が想 定 で き るか とい うの は，

これ か ら先 ，第H期 以 降で検 討 す る とい う話 に なっ た とい う趣 旨で よい か

との質 問 に対 し）そ の とお りです。」 （同88頁 ） と証 言 してい る。また ，

同証 人 は刑 事 事件 の証人 尋 問手続 で も， 「 （示 され てい る以 外 の ところに

基 準 断層 モデ ル を設 定す る とい う知 見 は ，そ の審議 が され てい た 当時 には

なか った と伺 って よろ しい です か ， との弁 護 人 の質 問 に対 し） 「はい，議

論 で き る よ うな， なか なか ，情 報 とか デ ー タ とい うのが 十分 にそ ろっ てな
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か った と思い ます 。 」 （丙B77の1・47頁 ） と証 言 して い る。 そ う し

た 当時 の最 新 知 見 の レビュー を踏 ま えた波源 設 定 の検 討 を超 えて， それ 以

外 の領 域 に波源 を設 定 す るだ けの知 見が揃 って い なか った た めに， 引 き続

き第H期 以 降の後 継研 究 と して課題 とされ た もの で あ る。

3長 期評価策定の経緯について

他方 で， 平成7年1月 に発 生 した 阪神 ・淡 路 大震 災 を契機 に，地震 に関す

る正確 な情 報 ・評価 を国 民 に提供 す る必 要性 が高 ま り，同年6．月，総 理府 （現 ・

文部 科 学省 ） に地震 調 査研 究 推進 本 部 （地震本 部 ） が設 立 され た。

地 震本 部 は，平成11年4月 に活 動 の指 針 として 「地震 調 査研 究 の推 進 に

つ いて 」 （甲A191） を策 定 し，地震 に関す る総合 的 な評 価 の一環 と して，

活 断層 や海 溝型 地 震 の評 価 等 の長期 評価 を実施 し， これ らの調査研 究 結果 を

踏 ま えて 強震 動評 価 を行 い ， それ らを集 大成 した もの と して ，全 国 を概観 し

た地 震 動 予 測 地 図 を作 成 す る こ と を当面 推 進 す べ き地 震 調 査研 究 の 第一 に

掲 げた。 そ して ， かか る全 国地 震動 予測 地 図 の作成 に向 け，平成16年 度 を

期 限 と して，地震 調 査委 員 会 におい て， 日本全 国98の 活 断層 と海 溝型 地震

を対象 とす る長 期評 価 の検 討 ・公 表 を順 次行 っ てい っ た。

かか る長 期評 価 は ，上記 活動 指針 にお いて 「全 国 を大 ま かに概観 した もの

とな る と考 え られ ，そ の活 用 は 主 と して 国民 の 地震 防 災意識 の高揚 のた め に

用 い られ る もの とな ろ う。 」 （甲A191・9頁 ） と され てい るこ とか らも

明 らか な とお り，必 ず しも原 子 力発 電所 の よ うな既存 施 設 にお け るハ ー ド面

での対 策 に直 ちに用 い られ る こ とを 目的 と して策 定 され た もので は な く，主

と して 国民 に対 して知見 の議 論 状 況 を広 く周 知 し，地震 防災意識 を高 め る こ

とを 目的 とす る もので あ った。 ま た ，約5年 間 で合 計98も の活 断層 と海 溝

型 地震 の検討 ・評 価 を行 わ な けれ ば な らない とい う過 密 スケ ジ ュー ル もあ り，

そ の内容 は上記 の とお りあ くま で 「全 国 を大ま か に概観 した もの 」に留 ま り，
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十分 な情報 が な く評 価 が 困難 な場合 には ，必 ず しも科 学 的合 理 的知 見 に基 づ

くもの で はなか っ た と して も，専 ら国民 の防災意 識 の 向上 とい う観 点で一 旦

評価 を示 してお き，次 の評 価 に移 る とい うこ ともあ った。 この こ とは，地震

本 部 の政策委 員 会 （長 期評 価 等 の成 果 物 に基づ く施 策 立案 ，公 表業務 等 を担

ってい る。 ） にお い て長年 要職 を歴 任 して きた長谷 川 昭東 北 大学名 誉教 授 も

「公表 内容 の信 頼 性 に は差 が あ ります の で，公 表 され る情 報 の受 け手側 が，

そ の公 表 内容 を防災 対策 に取 り入れ るに 当た って は， その信 頼性 の程度 を踏

ま えた上 で， どの よ うな対策 に結び付 け るか を独 自に検討 す る こ とに な りま

す。 」 と述べ て い る とこ ろで あ る （丙B71・10頁 ）。

4三 陸沖か ら房総沖にか けての長期評価 の見解 について

地震本 部 は ，地震 動 予 測地 図作成 に 向けた長 期評 価 の一環 として ，平成1

4年7月31日 に 「三 陸 沖 か ら房総 沖 にか けて の地震 活動 の長期 評価 につ い

て」 （甲A24の2） を公表 した。 同評価 では ，三 陸沖 北部 か ら房総 沖 にか

けての 日本 海溝 寄 りの領 域 （全 長800キ ロメー トル） を一 括 りに して ， 当

該 領域 で過 去400年 に津 波 地震 が3回 発 生 して い る と し， した がっ て 当該

領 域 の どこで も明治 三 陸地 震級 の津 波 マ グニ チ ュー ド8．2前 後 の津波 地震

が発 生す る と推 定 した。 また ，そ の発生 確 率 につ い て，過 去400年 間 に3

回発 生 してい るか ら400÷3で133年 に1回 の頻度 と し， ボア ソン過 程

に基づ き30年 以 内 の発 生確 率 を20パ ーセ ン ト程度 ，50年 以 内 の発 生確

率 を30パ ーセ ン ト程 度 と した （な お，本 訴訟 で はかか る見解 を単 に 「長期

評 価 の見解 」 と呼 ん で い る。 ）。

か か る長 期評 価 の 見解 は，上記1で 述べ た よ うな 当時 の 日本海 溝寄 り領域

にお ける地震 ・津 波 に 関す る通説 的 見解 に 明 らか に齪 酷 す るもので あ ったが ，

そ の具体 的根拠 は何 ら示 され てい なか った。 とい うの も， 実際 には，そ もそ

も 日本 海溝 寄 り領 域 で は過 去 の地震 デー タや 歴 史資 料 が 乏 しく，既往 の津 波
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地 震 と して特 定 され て い た の は1896年 の明 治 三 陸 地震 のみ で あ っ た と

ころ，か か る既往 地震 のみ に基 づ い て確 率計 算 を行 うと警告 として意 味 の あ

る数値 に な らなか っ たた め，専 ら国民 の防 災意識 高 揚 とい う防 災行政 上 の観

点 か ら， 三 陸 沖 か ら房 総沖 まで の広 大 な 日本 海 溝 沿 い の領域 を一 括 りに し，

当時 は ま だ 良 く分 か って い な か っ た1611年 の慶 長 三陸 地 震 と1677

年 の延 宝房 総 沖地 震 も明治 三 陸地 震 に 「押 し付 け」 て （甲A192の5・5

頁） ， それ ら と同規 模 の津 波地 震 が 日本海 溝 寄 り領 域 の どこか で起 こる と仮

定 して ボ ア ソ ン過 程 に基 づ き発 生 確 率 を計 算 した とい うもの で あ っ た か ら

で あ る。 なお ， ここに い うボア ソン過 程 に基 づ く発 生確 率 の計算 が非常 に大

雑 把 な もので あ る こ とは，佐 竹 教授 が 「ボア ソン とい い ます のは ， どこで起

きたか分 か らない ，要す るに どこで も一緒 にす る とい うこ とで，例 えば簡 単

な例 で言 い ます と，20世 紀 以 降 に世界 でマ グニ チ ュー ド9の 地震 とい うの

は5回 起 き てい ます。 です か ら，約100年 に5回 です か ら，平均 繰 り返 し

間隔 は20年 にな ります。 この20年 を基 に今 後30年 間 の確 率 とい うの を

計 算す る と，77パ ーセ ン トぐ らい に な ります。 そ の ときには ，世界 の どこ

で もそ れ が起 き る可 能 性 が あ る とい うこ とを仮 定 す る と70パ ーセ ン トに

な ります 。 た だ，一 方 で，世界 の どこで もマ グニ チ ュー ド9の 地 震 が今後3

0年 間 に起 き る確 率 が70パ ーセ ン トとは普 通 は誰 も思 わ な い。 です か ら，

ボ ア ソ ン とい うのは ，そ の よ うな仮 定 を して確 率 を 出す とい うこ とで ご ざい

ます 。 」 （乙A157・71頁 ） と証 言 してい る ところで あ る。

この よ うに，長期 評価 の見解 は ，専 ら国民 の防 災意 識 高揚 とい う防 災行 政

上 の観 点 か ら必 ず しも 当時 の科 学 的合 理 的 考 え方 に 基 づ かず に示 され た も

ので あ り， この こ とは，長 期評 価部 会海 溝 型 分科 会 にお ける実 際の議 論 の経

過 か ら も容 易 に読 み 取 るこ とが で き る。 す な わ ち，平成14年5月14日 に

開かれ た長 期 評価 部 会第12回 海 溝型 分 科会 で は，三 陸沖 か ら房 総 沖 にか け

て の津 波 地震 に 関 して議 論 が な され ，事 務 局 が 「メカ ニズ ム は分 か らない け

れ ども，3回 大 きな津 波 が発 生 して 三 陸 に大 きな被 害 を発生 させ て い るわ け
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だ か ら，警告 と して はむ しろ3回 とい うほ うを。 」 との考 えを示 した の に対

し，佐竹 教授 が 「今 は震 源 が ど こか とい う議論 を してい る。 三陸 に津波 を起

こ した とい う意 味で議 論 す るな らば，チ リ津波 を入れ な けれ ば な らない理屈

に なる。 だか ら，被 害 とい う目で見 るな らまた別 な扱 い を しな けれ ばな らな

い。 」 ， 「1回 とい う可 能 性 だ って あ るので は ？」 との指 摘 を した とこ ろ，

主査 で あ る島崎 邦彦 教授 （以下 「島崎教 授 」 とい う。 ） は 「次 善 の策 と して

三 陸に押 し付 けた。 あま り減 る と確 率 が小 さ くな って警 告 の意 が な くなって ，

正 し く反 映 しない の では ない か， とい う恐 れ もあ る。」 と し］，最 終 的 に 「津

波 地震 で はな い， とい う強い意 見 もあ るが，津 波 地震 に して ，規模 が小 さい

と3－2に さ らり と書 くのみ とす る。」と総括 して議 論 を切 り上 げて い る （丙

B103の3・ 通 し頁288～289頁 ）。 そ こで は， 地震 学 ・津波 学 の観

点 よ りも専 ら地 震 発 生 確 率 と して 警告 の 意 味 を 出す こ とが優i先 され た こ と

が窺 え る上 ，当該議 論 の後 半で は，阿部 勝 征教 授 （以 下 「阿部 教授 」とい う。）

か ら 「1953年 は ど うす るのか ？ あ と2回 しか議 論 す る時間 がな い」 な

ど と先 を急 ぐよ うな コ メン トも確 認 で き （同289頁 ），委 員 らが前述 した

よ うな過 密 ス ケ ジュー ル の 中で， あ くま で 「全 国 を大 まか に概観 」す る とい

う見 地 か ら議 論 を重 ね て いた こ とも読 み取 れ る。

この 時 の議 論 の経 過 につ い て佐竹 教授 は， 「1611年 と1677年 につ

い て は場 所 が よ く分 か らな い と。場 所 が よ く分 か らない の で， どこかで起 き

た とい うこ とで， どこで も起 きる とい うよ りは， どこか で起 きたか ら一っ に

ま とめ る よ うに した の が現状 です 。 」， 「400年 間 に3回 とい うこ とで確

率 を出 した んです けれ ども，それ が例 えば2回 とか1回 だ と確 率 の値 は大 き

1な お
，島 崎教 授 は， 千葉 地裁 で 行 われ た証 人尋 問 にお い て， かか る 「次 善 の策 と して三 陸に

押 し付 けた。 あ ま り減 る と確 率 が小 さ くなって警 告 の意 がな くなって ，正 しく反 映 しな いの で

は ない か ， とい う恐れ もあ る。」 との コ メン ト部 分 につ い て， 「これ は ，事 務 局 がそ うい う意識

を持 って いた とい うこ とで ， こ うい う意識 は 当然 困 ります 。」 （甲A141の2・63頁 ） な ど

と， あた か も事務 局 が行 っ たか の よ うに証言 して いた が ，刑 事 事件 記 録 の 開示 に よ り， 当該 コ

メ ン ト部 分 がま さに主査 で あ る島崎 教授 本 人 に よって な され た もので あ るこ とが明 らか にな っ

た。
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く変 わ っ て しま い ます。 そ の よ うに確 率 あ るい は評 価 とい うのは ，かな りの

不確 定性 が あ る ものだ とい うふ うに感 じま した。 」 ， 「津波 の数 を減 らす と

確 率が小 さ くな っ て しまい ます ので，防 災的 に警告 の意 味 が な くなって しま

うとい うこ とで ， これ は科学 的 とい うよ りは防災行 政 的 な意 味 の発言 だ った 」

と証 言 して い る （甲A186・38～39頁 ）。 先般 下 され た被 告東京 電 力

役員 の刑 事 事件 にお け る無罪 判 決 にお いて も， 上記 の よ うな議 論 の経過 を子

細 に分析 ・検討 した上 で， 「 「長期評 価 」 の海 溝i寄 り領 域 に 関す る審議 経過

をみ る と，過 去 の地震 のデー タが ない又 は少 な いた め よ く分 か らない所 につ

いて は，震 源 の 特 定 よ りも津波 被害 に対 す る警告 を優 先 させ ，た とえ仮置 き

で あ って も何 らか の数 字 を示 す べ き で あ る との 考 慮 が 働 い た と考 え られ る

場 面 も見 受 け られ る。 」 と明確 に説 示 して い る。

なお ，長 期 評価 の見解 には ，海 溝 沿 い領 域 の プ レー ト間大 地震 に関 し 「同

じ構 造 を もつ プ レー ト境界 の海 溝付 近 に， 同様 に発 生 す る可能 性 があ る とし，

場 所 は特 定 で き ない と した」 との記 載 もあ るが （甲A24の2・19頁 ） ，

ここにい う 「同 じ構 造 」 とは ，大局 的 に見 て単 に一 方 の プ レー トが他 のプ レ

ー トの下 に沈 み 込 ん でい る とい う，プ レー ト間 で あれ ば 当然 に 当ては ま る趣

旨の記 載 で しか な く，それ を超 えて地震 地体 構造 上 の近 似 性 ま では基礎 付 け

られ ない （甲A186・23頁 ， 丙B101の1・15頁 ）。 実 際，か か る

長 期評 価 の 見解 策 定 に あた って は，佐竹 教授 も千葉 地裁 の証人 尋 問手続 で 明

確 に証 言 して い る とお り地 体構 造 の 同一 性 等 に 関す る議 論 は一 切 行 われ て

お らず （甲A186・24～27頁 ） ，長期 評価 部 会 の部 会長 と して長期 評

価 の見 解 を取 り纏 めた 島崎 教授 も 「議 論す るま で もない 」 （甲A141の2・

31頁 ） ， 「構i造につ い て は言 及 してお りませ ん」 （甲A141の2・56

頁） と して ，議 論 の祖 上 に は上 が ってい ない こ とを事 実 上認 めてい る。

5長 期 評 価 の 見 解 が 原 子 力発 電所 の津 波 対 策 に直 ち に 取 り入れ るこ とが で

き るよ うな もの で はな か った こ と
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こ う した長 期評 価 の見解 の策 定経 緯 か ら，海 溝 型分 科会 の上位 組織 に あた

る地震調 査 委員 会長 期 評価 部会 では ，平 成14年6月26日 に行 われ た会合

におい て ，吉 田明夫 気 象庁 地磁 気観 測所 長 か ら 「気 にな るの は無 理 に割 り振

った ので は ないか とい うこ と」 との疑 義 が呈 され た の に対 し，同部 会 の部会

長 で あ り，海 溝型 分 科 会 の主査 と して長 期 評価 の 見解 を取 り纏 めた 島崎教授

自身 が， 「400年 に3回 と割 り切 った こ と と，それ が一様 に起 こる と した

所 あた りに 問題 が残 りそ うだ」2な どとコメ ン トし，その科 学 的根拠 が乏 しい

こ とを 自認 して い る （丙B103の3・ 通 し頁315頁 ）。

また ， かか る地 震 調 査 委員 会 内部 で の疑 義提 起 のみ な らず ， 対外 的 に も，

当時，地震 学 会会 長兼 地 震予 知連 絡会 会長 の要職 にあ った大 竹政 和東 北 大学

名 誉 教授 が ，地震 本 部 地震調 査 委員 会 の会長 で あった津 村健 四朗博 士 （以 下

「津 村博 士 」 とい う。 ） に対 し 「格 段 に高 い不確 実 性 を もつ こ とを明記 すべ

き」， 「相 当 の不 確 実性 を もつ 評価 結果 を， その ま ま地震動 予 測 に反 映す る

のは危 険 で あ る」とい っ た警鐘 を鳴 らす 意 見書 を提 出す るな ど （丙A236） ，

地震 本部 内外 か ら次 々 と疑義 が呈 され た。

こ うした こ とか ら，結 局，長 期評 価 の見解 は，地 震本 部 内部 で は 「国民 の

地震 防災意 識 の高揚 」 とい う目的 を達成 す る とい う観 点 の限 りで 是認 され る

に留 ま り，対外 的 に も， 冒頭 に 「デー タ と して用 い る過 去 地震 に関す る資料

が十分 にな い こ と等 に よる限界 が あ る こ とか ら，評 価 結果 で ある地震 発 生確

率や 予想 され る次 の地震 の規模 の数値 に は誤 差 を含 ん でお り，防 災対 策 の検

討 な ど評価 結 果 の利 用 に あた って は この点 に十 分留 意す る必 要 が あ る。」（甲

A24の2・1頁 ） との 「なお 書 き」が 事後 的 に追記 され るに至 った。また ，

地震本 部 にお いて長 期 評価 等 の成果 物 に基 づ く施 策 立案 ，公 表業 務等 を担 っ

て い る地 震本 部 政策 委 員会 も，ま だ全 ての長 期評 価 が完 了す る前 の平成15

2こ の点について も，従前は発言主体が明 らかになっていなかったが，刑事記録が開示 されたこ

とに より発言主体が島崎部会長兼海溝型分科会主査であった ことが明 らかになった。
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年8月 に 「『成果 を社 会 に活 かす部 会 」』 の検討 状況 報 告」 を公 表 し，長 期

評 価 に は様 々 な精度 の ものが含 まれ てお り，そ の精度 が どの程度 か に よって

活 用 の仕 方 が変 わ るの で ，情 報 の精 度 を外部 に分 か りやす く示 す た め，A，

B… の よ うに評 価結 果 の信 頼性 を示す 指標 を付 す方 針 を採 用 した （丙A17

1・3頁 ）。 また ，調査 研 究成 果 は公 的機 関，個人 ，企 業等 ，活 用 主体 に応

じて活 用 方 法 が異 な り，活 用 主体 ご との特 徴 を踏 ま え る必 要 が あ る旨の注意

喚起 もな され た （同6頁 ）。 そ の上 で，三 陸 沖か ら房 総沖 にか けての長 期評

価 の見解 につ い て は，発 生領 域及 び発 生確 率 の いずれ につ い て も 「C」 との

自己評価 が付 され た （丙A25・8頁 ） 。

さ らに， 地 震本 部 が 平成11年4月 以 降 に行 って い た一 連 の長 期 評価 は ，

前述 した とお り，最 終 的 には 「全 国 を概観 した 地震動 予 測地 図」の作 成 を 目

的 として行 われ て いた が ，地震本 部 が平 成17年3月 にそれ まで の長 期評 価

を取 り纏 めて策 定 した 地震 動予 測 地 図に おい て も，三 陸沖 か ら房 総 沖 にか け

ての長期評価 の見解 は，確 定論的手法に基づ く地震予測地図では基礎資料 と

して取 り入 れ られず ，確 率論 的 な地震予 測 にお ける一知 見 と して採 用 され る

に留 ま っ た （丙A227の1～3） 。 この よ うに，長期 評価 の見解 につ い て

は， 地震 本部 自身 ，国 民 の防 災意識 を高 め るの に足 るだ けの発 生確 率 を示す

といっ た 防災行 政 上 の 目的 を超 えて ，原 子 力発 電所 を含 む 沿岸 部 にお ける既

存施 設 の 津 波 対 策 に直 ち に取 り込 む こ とま で は想 定 して い な か った もの で

あ る。

とこ ろで，今 回発 生 した本件 地震 につ い て は，あ たか も長 期評 価 の見解 が

予測 した とお りの結論 に なっ たか の よ うな指摘 もあ るが， その よ うな指摘 は

事 実 に反す る。今 回発 生 した地震 は， あ くまで 北寄 りの三 陸沖 で最初 の巨大

地震 が発 生 し， それ に連 動 して 沖合 の海 溝 沿い で津 波地 震 が発 生 し，そ の岩

石破 壊 が余 りに大 きす ぎ た た め に よ り南 方 の福 島 県 沖海 溝 沿 い に ま で伝 播

した とい うもので あ って， 明治 三陸 地震 と同様 の津波 地震 が福 島県 沖海溝 沿

い領 域 で発 生 した もの で は ない （乙A157・69頁 ，丙B101の1・8
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2頁 ）。 また ， そ の 規模 も長期 評 価 の 見解 が予 測 した 内容 とは全 く異 な る。

実 際 ，地震 本 部 も本 件 地震 発 生 当 日に発 表 した 「平成23年 （2011年 ）

東 北地方 太平 洋 沖地 震 の評 価 」 （丙A23） にお いて ， 「今 回の地震 の震源

域 は，岩 手県 沖 か ら茨城 県沖 まで の広範 囲 にわ た ってい る と考 え られ る。 地

震調 査委 員会 で は，宮城 県沖 ・そ の東 の三 陸沖 南 部海溝 寄 りか ら南 の茨城 県

沖 ま で個 別 の領 域 につ いて は地震動 や 津波 につ いて評 価 してい たが， これ ら

す べ ての領域 が連動 して発 生す る地震 につ いて は想 定外 で あ った。」 と して

い る。 そ の意 味 で ，海 溝 寄 り領 域 の どこで も明治 三 陸地震 ク ラスの津 波地震

が発生 す る との長期 評 価 の見解 が理 学的裏 付 けの ない状 態 で あ るこ とは，今

日におい て も，平成14年 当時 と変 わ りは ない。

6ハ ー ド面 で の対 策 を想 定す る場 合 とソフ ト面 で の対 策 を想 定 す る場 合 と

で は，依 拠す る知 見 につ い て も 自ず と異 な って くる こ と

ところで，一 口に津波 対策 とい って も， 防潮 堤等 の津 波 防護施 設 を構 築 し

て ハ ー ド面 で の防 護 を行 うもの か ら， 国民 の防 災 意 識 を高 めて 日々 の備 え

（避難 用 品 の常備 や 避 難先 ・ル ー トの確認 な ど） を促 す よ うな ソフ ト面 で の

対策 ま で様 々 あ る。 この うち，ハー ド面 で の対 策 につ い て は，上記 第2・3

で述 べ た とお り，考 えつ く事象 に対 して手 当た り次第 に講 じれ ば よい とい う

もので は な く， 投 下 し得 る物 的 ・人 的 資源 には 限界 が あ る上 ，特 定の対 策 が

他 の対策 のマイ ナ ス に働 くとい う側 面 もあ り，全 体 のバ ランス を考 慮 しなけ

れ ば な らな い た め， 対 策 実施 を基礎 付 け る 自然 災 害 の科 学 的 合理 的 知 見や ，

そ の切迫 性 を考 慮 し，優 先 度 を付 けて実施 して い く必 要 が あ る。 これ に対 し

て ，国 民 の防災 意識 を高 め て ソフ ト面 で の対策 （日々 の備 え） を促 す とい う

場 面で は，理 学 的 に否 定 で きな い といっ た程 度 の知見 も含 めて警告 を発 す る

こ とが あ り得 る もの で あ る。

この よ うに ，ハー ド面 での対 策 を想 定す る場 合 とソフ ト面 で の対策 を想 定
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す る場合 とで は， 自ず と必要 とされ る知 見 の性 質や 精度 が 異 なって くるので

あ り，特 定 の知 見 につ いて 一般 防災 の 見地 か ら広 く取 り入 れ られ たか ら とい

って， その こ とか らハ ー ド面で の対 策 に も直 ち に取 り入 れ るべ き とい うこ と

には な らない。 この 点 につ い て は，今 村教 授 も，国民 の 防災意識 の高揚 に役

立 っ よ うな情 報 を発信 して ソフ ト面 で の津波 対策 を行 わせ る趣 旨で ，一般 防

災 の 見地 か らは取 り入 れ る こ とがで き るよ うな知見 で あ って も，既 存構 築 物

にお け る実 際 のハ ー ド面 で の安全 対 策 と して 取 り入 れ る こ とは難 しい と明

確 に証 言 してい る ところ であ る （丙B101の1・73頁 ）。

そ して，地 震本 部 が平 成11年4月 以 降 に実施 ・公 表 してい た 日本 全 国9

8の 活 断層 と海 溝型 地震 を対象 とす る長期 評価 につ いて は，既 に確 立 した知

見 を確 認 す る ものか ら，情 報量 が不 十 分 な場合 に 「国民 の地震 防災 意識 の高

揚」 とい う防災 行政 上 の見 地か ら理 学 的 に否 定 でき ない とい う程 度 の知 見 ま

で 幅広 く含 まれ てい た。 そ して， そ の 中で も地震本 部 が 平成14年7月 に公

表 した長期 評価 の見解 は，国民 の 防 災意識 を高 め る とい う専 ら防 災行 政上 の

見 地 か ら，警告 の意 を為す のに十 分 な確 率計 算結 果 が導 かれ る よ う，地震 地

体 構造 に 関す る 当時 の通 説 的見解 に反 して 日本海 溝 寄 り領 域 を一括 りに し，

北 部 領 域 で発 生 した 明治 三 陸 地震 に ま だそ の性 質 が 良 く分 か っ て い な か っ

た慶長 三 陸地 震 ，延 宝房 総沖 地震 も 「押 し付 け」 て確 率 計算 を行 った とい う

もの に と どま って いた。 原子 力発 電 所 に 限 らず ， 沿岸 部 の施 設 にお い てハー

ド面 で の津波 対 策 を講 じる にあた っ て は，一 定 の波 源 モデ ル に基づ き設 計想

定津 波 を設 定す る こ とにな る ところ ，長 期 評価 の見解 はそ の よ うな波源 モデ

ル も何 ら示 してい な か った。

本 件 の争 点 は， かか る長期 評価 の見解 が公表 され た こ とを前 提 として ，被

告東 京 電力 にお いて ，長 期評 価 の見 解 に基 づ く津波 を確 定論 的津波 評価 の対

象 と して 取 り上 げて ハ ー ド面 で の 津 波 対 策 を行 うこ とが法 的 な義 務 とな っ

て い た と評 価 され るの か否 か ，前述 の とお りの知 見 の性格 や専 門家 の認 識状

況 を基礎 と して ，確 率 論 的津波 評価 の観 点 か らの検討 を行 うとともに，長期
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評 価 の見 解 につ い て専 門機 関 で あ る土木 学会 にお い て知 見 の整 理 を委 託 し，

そ の結 果 を踏 ま えて対 応 す る とす る こ とが ，本 件事 故発 生以 前 の科 学 的知 見

の状況 に照 らして法律 上 の義 務違 反 に当た り，過 失又 は重過 失 を基礎 付 け る

もの で あ る と評価 され るの か否 か ， とい う点 にあ る ところ，上記 の事 情 に照

らせ ば ，長期 評価 の見解 の公 表 は ，被 告 東京 電 力 に対 して ，そ の よ うな一義

的 な法 律 上 の措 置 義 務 を基 礎 付 け る程 度 の予 見 可 能性 を提 示 した もの で は

な かっ た こ とが明 らか で あ る。

7垣 見 マ ップ につ いて

長 期評 価 の見解 が公表 され た後 の平 成15年 に は，地震 地体 構造 の最 新 知

見 として ，財 団法 人地震 予 知 総合研 究 振興 会 の垣 見俊 弘博 士 らが， 「日本 列

島 と周 辺海 域 の地震地 体構 造 区分 （丙B17， 以 下 「垣 見 マ ップ 」とい う。）

を公 表 した。

前述 した とお り，地震 につ い て は地 体構 造 （プ レー トの沈 み方 ，海 底構 造 ，

堆 積物 な ど） が近 似す る領 域 で は 同様 の地震 が発 生す る とい う地震地 体構 造

論 が支持 され てお り， 土木 学会 が策 定 した 「津 波評価 技 術 」 におい て もか か

る見解 を基礎 に してい るた め，垣 見マ ップ が示 した地震 地 体構 造 の最 新 の知

見 は極 め て重 要で あ る。

そ して， か か る垣 見 マ ップ が示 した地震 地体 構造 は，本 件事 故後 の新 規制

基 準 にお け る適 合性 審 査 にお い て も最 新 の知 見 と して取 り上 げ られ て い る

ところ （丙A237・43～55頁 ） ， かか る垣 見マ ップ にお いて も，福 島

県 沖 の領 域 にお け る想 定波 源 と して は， 「津波 評価 技術 」 と同様 に福 島県東

方 沖地 震 を最 も大 きな地震 と して挙 げて い るに留 ま る。 この よ うに，垣見 マ

ップ で は，長期 評価 の 見解 につい て地 震地 体構 造 上 の学術 的意義 す ら認 めて

い な い ので あ る。

これ に対 し，原 告 らは ， かか る 「垣 見 マ ップ 」が平 成6年 当時の領域 区分
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のまま で あ り，何 ら参考 にな らない とか ，そ の後 の津 波 地震 に関す る知見 の

進展 を何 ら反 映 させ て い ない と主張す る （原告 ら準備 書 面 （78）130頁

以 下） が ，今 村 教授 は証 人尋 問 にお いて 当時 （平 成15年 ） の知 見 の集 大成

と して公 表 され た と明確 に証言 してお り，かつ ，前述 した とお りか か る垣 見

マ ップ は本 件 事 故 後 の新 規 制 基 準 にお け る適 合 性 審 査 にお い て も最 新 の知

見 と して取 り上 げ られ て い る ところ，そ の間 に長 期評 価 の見 解 を踏 ま えた内

容 の改訂 は特 に行 われ て いな い ので ある。

8中 央防災会議 の専 門調査会報告について

中央 防 災会議 は， 内 閣 の重 要 政策 に 関す る会 議 の一つ と して， 内閣総理 大

臣 をは じめ とす る全 閣僚 ，指 定公 共機 関の代表 者 及 び学識 経 験者 に よ り構 成

され てお り， 防災 基本 計 画 の作成 や 防災 に 関す る重 要事 項 の審議 等 を行 って

い る機 関で あ る。 我 が 国の 防災 対策 は 中央 防 災会 議 の 定 め る防 災基本 計 画 に

基 づ き進 め られ てお り，長期 評価 を公 表 した地震 本 部 も，地震調 査研 究 に関

す る総 合 的 かつ基 本 的 な施 策 を立案 す る場合 には ， 中央 防 災会議 の意 見 を聴

か なけれ ば な らな い とされ て い る （地震 防災 対策 特 別措 置 法7条3項 ） 。

中央 防 災会議 は ，そ の議 決 に よ り特 定分 野 につ い て専 門的 に調 査 をす るた

め の専 門調 査 会 を置 く こ とが で き る とこ ろ （災 害 対 策 基 本 法 施行 令4条1

項 ） ，平成15年 に宮城 県 沖や 十勝 沖 で連続 して 地震 が発 生 し，特 に東 北 ・

北海 道 地 方 にお け る地震 防災対 策 強化 の必要性 が認 識 され た こ とか ら，平成

15年10月 ， 中央 防 災会議 は， 当該 地域 で発 生す る大規模 海溝i型地震 に対

す る対 策 を検討 す るため ，地震 学や 土木 工学 等 の 専 門家14名 か らな る 「日

本海 溝 ・千 島海 溝二周 辺海 溝型 地震 に関す る専 門調 査 会 」 （以 下 「日本海 溝 ・

千 島海 溝i専門調 査 会 」 とい う。 ） を設 置 した。

日本海 溝 ・千 島海 溝 専 門調 査 会 は，平成15年10月 か ら平成18年1月

まで の約2年3か 月 間，全17回 に亘 る審 議検 討 を行 っ た ほか，特 に津波 防
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災対策 の検討 に 当た って超 巨大津波 の取 り扱 い につ いて検 討す るた め，同調

査 会 内部 に笠原 稔 ・北 海道 大 学名誉 教授 （以 下 「笠 原 教授 」 とい う。） を座

長 とす る北海道 ワー キ ン グ グル ープ （以 下 「北海道WG」 とい う。 ） を設置

し，平成16年3． 月か ら平成17年7月 ま での 間，全5回 に亘 り検 討 が実施

され た 。

北海道WGで は，地 震 のみ な らず 津 波 につ い て も知 見 を有 す る谷 岡教 授 や ，

佐竹 教 授 らに よ り津 波 地震 に関す る議 論 が な され ，明治 三 陸地震 の よ うな津

波 地震 が 他 の領域 で も起 こ り うる とす る長 期評 価 の見解 につ いて ，地質構 造

や 堆積 物 の有 無等 を踏 ま えた詳 細 な検討 が され た結 果 ， 明治三 陸地震 の よ う

な：津波 地 震 は 限 られ た領 域 や特 殊 な条件 下 で のみ発 生 す る可能 性 が高 く，長

期 評価 の見解 は理学 的 には否 定 で きない ものの ，将 来 的 な津波 発生 の 可能性

を客観 的 合理 的 に基礎 付 け るもの で は ない とされ た （丙B59・8～9頁 ，

11頁 ） 。

こ うした過 程 を経 て ， 日本海 溝 ・千 島海 溝 専 門調 査 会 は ，平成18年1月

25日 に，北海 道WGで の検討 結果 を含 む それ まで の審議 結 果 を踏 ま えた専

門調 査 会報 告 書 （丙A26の1～2） を策 定 ・公 表 した。 そ こで は，福 島県

沖 海 溝 沿 い領 域 にお け る津 波 地 震 の 発 生 を前 提 とす る こ とま で は され てお

らず ，そ の結 果 ，本件 原発 が所在 す る福 島県 双葉 郡 大熊 町 な い しそ の周辺 の

津 波 高 さの想 定最 大 値 は5メ ー トル 前 後 と され る に留 ま った （丙A26の

2・65頁 ）。

平成18年2月20日 ，内 閣総理 大 臣 は， かか る 日本 海溝 ・千 島海 溝 専 門

調 査 会答 申 を踏 ま えて， 日本海 溝 ・千 島海 溝 周 辺海 溝型 地 震 に係 る地震 防 災

対策 の推 進 を 目的 とす る特別 措置 法 に基 づ き，本件 原発 が所在 す る福 島県双

葉郡 大熊 町及 び 同双葉 町 を含 めて地震 防 災対 策 の 「推 進 地域 」 と して指 定 を

行 った。 そ して， か か る 「推進 地域 」 の指 定 が な され た場 合 に は， 当該 地域

内で特 定 の施設 等 を管理 ・運 営す る者 は ，施設 ご とに対策 計 画 を作成 しな け

れ ば な らない とされ て いた とこ ろ （同法3条1項 ，5条1項 ，7条1項 ） 同
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法 にい う施 設 には原 子 力発 電所 も含 まれ るた め （同法 施行 令3条 及 び4条 ），

被 告東 京 電 力 は 中央 防 災会 議 が策 定 した 防 災対 策 推進 基 本 計 画 に基 づ き本

件原発 につ い て対 策計 画 を作成 した 。

この 点， か か る 日本海 溝 ・千 島海 溝 専 門調査 会 で は，時 間 的 ・財 政 的制約

の見 地 か ら既 往 地 震 が確 認 され て い る領 域 の み が検 討 対 象 と され た との指

摘 もあ るが， ま るで 逆で あ り， 実際 には，上記 の とお り北 海 道 ワー キ ング グ

ル ー プ にお け る詳 細 な検討 ・審議 が され た上で ，長期評 価 の見解 は将来 的 な

津 波発 生 の可 能性 を客観 的合 理 的 に基礎 付 け るもので は ない と して， 明確 に

防災対 策 の対 象 か ら除外 され るに至 った もので あ る。

9地 震 ・津波 学者 の専 門 的見解 につ い て

以 上 に述 べ て きた よ うな長期 評 価 の見解 の性 質 につ い て は， 当該見解 の策

定 に直接 関わ っ た者 も含 めて，地 震 ・津 波学 の専 門家 が一 様 に同趣 旨の見解

を述 べ て い る。

（1）津村健四朗 ・公益財 団法人地震予知総合研究振興会地震防災調査研究部

副主席研究員，東京大学地震研究所外来研究員

津村 博 士 は ，前述 の とお り平成14年7月 に地震 本部 が長 期評 価 の見解

を公 表 した 当時 ，地震 本 部地 震 調 査委員 会 の委 員長 を務 めて いた地震 学者

で あ る。長 期評 価 の 見解 は，地 震調 査 委員 会 の下 に組 成 され た長 期評 価部

会海 溝型 分 科会 で取 り纏 め られ ， 最終 的 に 同委 員会 の了 承 を経 て策 定 ・公

表 され て い る。

津 村博 士 は，本 訴訟 の た めに提 出 した意 見 書 （丙B13） にお いて ，以

下 の とお り述 べ てい る。
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・ 長 期 評価 の見解 に は相 当 の問題 が あ り，成 熟 した見解 とか，地震 ・津 波

の専 門家 の最 大公 約 数 的 な見解 ，つ ま り専 門家 の 間で コンセ ンサス を得 た

見 解 で あ った と言 えない もの であった （2～3頁 ）。

・ 地震 は， 同 じ場 所 で 同 じよ うな規模 で繰 り返 す とい う性質 を有 す る と考

え られ て い るた め，過 去 の地 震 の研 究 を行 うこ とが重 要 で あ り，過 去 の地

震 の研 究 に あた って は ，：津波 堆積 物調 査や海 岸 地 形 の調査 な どのほか ，可

能 な 限 り，デー タに基 づ い て，過 去の地 震 の活動 履 歴 を検証 す る と とも に，

歴 史資料 を検討 す る こ とで ，震源域 や発 生 周期 や 発 生状況 を把 握 して い く

必要 が あ る （3頁 ） 。

・ 長 期 評価 の 見解 は，過 去 の地震 デー タや歴 史資 料 が乏 しい とい う重 大 な

問題 点 があ った に もか か わ らず，過去 に津 波 地震 の発 生 が確認 され てい な

い 福 島県 沖や 茨 城 県 沖 の 日本海 溝 沿 い も含 め た 日本 海 溝 沿 い の領 域 が 単

に 陸側 の プ レー トに 太 平 洋 プ レー トが沈 み 込 ん で い る点 で構 造 が 同 じで

あ る とい う極 めて おお ざっ ぱ な根拠 で ，三 陸沖 か ら房総 沖 まで の広 大 な 日

本 海溝 沿い の領 域 を一 括 りに して，津波 地震 が発 生す る可能 性 が あ る と評

価 した。 この よ うな評 価 は ，地震 学の基 本 的 な考 え方 か らす る と異 質 で あ

っ た。 （3～4頁 ）

・ この よ うに，長期 評 価 の考 え方 にはか な りの 問題 が あ り，成 熟 した知 見

とか， 地震 ・津 波 の学 者 た ちの統 一的 見解 とか ，最 大公約 数 的見解 とは言

い難 い もので あ った た め， 自分 と して も，福 島 県沖 日本海 溝 沿 い等 にお け

る津波 地震 の発 生 可 能性 にっ いて は，確 信 を もっ て肯定 で き るほ どの評 価

内容 に はな って お らず ， 「そ うい う考 え方 はで きな くもない」程 度 の評価

で あ る と受 け止 め た。 た だ，発 生可能 性 を否 定 で き るだ けの根 拠 もまた な

か った た め，地震 調 査 委員 会 として も了承す るこ とと した。 （4頁 ）

・ 長 期 評価 の見解 にCと い う信 頼度 が付 され たの も， 同評価 の問題 点 に照

らせ ば 当然 の こ とで あ った。また ，長 期評 価 の前 文 の4段 落 には， 「なお ，

今 回の評価 は，現 在 ま で に得 られ てい る最新 の知 見 を用 い て最 善 と思 われ

37



る手法 に よ り行 った もので は あるが ，デー タ と して用 い る過 去 地震 に 関す

る資料 が十分 にな い こ と等 に よる限界 が あ るこ とか ら，評 価結 果で あ る地

震発 生確 率や 予想 され る次 の地震 の規 模 の数値 に誤 差 を含 んでお り， 防災

対 策 の検 討 な ど評 価 結 果 の利 用 にあ た っ て は この 点 に十 分留 意 す る必 要

が あ る。 」 とい う文 章 があ るが ，長 期 評価 につ いて は， そ の よ うな評価 も

で きな くは ない とい う程 度 の もので あ っ た し，地 震発 生確 率や 予想 され る

次 の地 震 の規模 の数 値 に誤差 を含 ん で い るこ とは 間違 い が なか った の で ，

自分 として もそ の追加 修 正 を了承 した。 （5頁 ）

・ 平成18年1月 に 中央 防 災会議 の 日本海 溝 ・千 島海 溝周 辺海 溝型 地震 に

関す る専 門調 査 会 か ら公 表 され た報告 書 では ，福 島県沖 日本海 溝 沿い 等 に

お け る：津波 地震 につ い て考慮 の対象 か ら外 され て い る。福 島県沖 日本海 溝

沿 い にお け る津 波地 震 の発 生可能 性 に つ いて は，過 去 の地震 に関す るデ ー

タや 歴 史資料 が乏 しい こ とに加 え， この領 域 で過 去 に津 波地震 の発 生 は確

認 され てお らず ， いわ ゆ る比 較沈 み 込 み学 か ら， この領 域 で は巨大地 震 が

発生 しに くい とい う考 え方 が支配 的で あ った。 そ の ため， 当時 の地震 学 に

お いて は ， この領 域 で大 規模 な津 波 地震 や 巨大 地震 が発 生す る切 迫 した危

険性 が あ るな ど と考 え る人 は ほ とん どい な か った と思 うの で ， この点 で，

中央 防 災会議 の判 断 は理解 で き る もの だ った。 （6頁 ）

・ 津 波 につ い て具体 的 な対策 を講 じるに は，想 定す べ き津波 の予 測 の根拠

とな る一定 の地 震 モデ ル を も とに，想 定 され る津波 の予測 を行 い ，防潮 堤

等 の構 造物 等 の設 計 ・設 置 を行 う必 要 が あ るが，津 波 だ けで な く地震 動 な

ど優 先 して対策 しな けれ ばな らない問題 もあ る こ と，対策 を講 じるた め に

必要 な資 金 が無 限 に あ るわ けで もない こ とか ら， 実 際 に対策 を講 じるか ，

対策 を講 じる と して どの よ うな もの にす るか な どについ て は， 当該 地震 や

津波 の発生 可能 性 の程 度 ，災害発 生 の根 拠 とな る知 見 の成熟 度 の程度 に も

照 ら して判 断す べ き もの で あ る。 あ らゆ る可能性 に対 して優 先度 な どを無

視 して対策 を講 じる こ とが現 実的 で ない こ とや ，長 期評 価 の見解 が成 熟 し
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て い ない 問題 の多 い知 見 に過 ぎない こ とな どか らす る と，長期 評価 の知 見

を取 り入 れ て津 波 対 策 を講 じて い なか っ た と して も必 ず しも不 当 とい え

る もので は ない。 （7頁 ）

（2） 佐 竹 健 治 ・東 大地震 研 究所 地震 火 山情 報セ ンター長 ，教授

佐 竹 教授 は，平 成14年7月 に地震 本 部 が長期 評価 の見解 を公 表 した 当

時 ，地震 本 部 地震調 査 委員 会長 期 評価 部会海 溝二型 分科 会 にお いて ，実際 に

長 期評 価 の見解 の取 り纏 めに 関わ った 地震 学者 で あ り，平成14年2月 に

土 木 学会 が策定 した 「津 波評 価 技術 」につ いて も，津波 評価 部 会 の委 員 と

して そ の策 定 に 関わ って い る。なお ，現 在 は地震 本 部 地震 調査 委員 会長 期

評 価 部会 の部会 長 を務 めてい る。

佐 竹教 授 は ，意 見書 を5通 提 出 してい るほか （甲A229， 丙B16，

丙B50， 丙B51， 丙B100） ，千i葉地裁 で 専 門家証 人 と して証言 を

行 って い る （甲A186， 乙A157） 。 また ，前橋 地裁 で専 門家 証人 と

して書 面尋 問に対す る回答 を行 って い る （丙B14の1～2） ところ，そ

の 中で一 貫 して以 下 の とお り述べ て い る。

・ 一 般 に福 島県沖 で大 規模 な地震 が起 こ る とい うふ うに は考 え られ てい な

か った。 これ は比較 沈 み込 み学 とい う考 え方 に基づ き，地 球 の沈み込 み 帯

の うちチ リ型 の沈み 込 み帯 とマ リアナ型 の沈み 込 み帯 の分 類 の うち，超 巨

大 地震 はチ リ型 の沈 み 込み 帯 のみ で起 き る と考 え られ て お り，福 島沖 はマ

リア ナ型 の沈み 込み 帯 に近 い と考 え られ てい た こ とか ら，大 きな地震 は起

き ない と考 え られ てい た。 ま た，GPSの 観 測 か らは，福 島 沖の海溝 付 近

で は固着 が弱 い とい うふ うに され てい た こ とか ら，そ の 点か らみ て も巨大

地 震 は起 き ない と考 え られ て いた。 （甲A186・37頁 ，44～45頁 ，

乙A157・73頁 ， 丙B16・6頁 ）
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・ 東 北地方 太 平洋 沖地震 の発 生 前 にお いて は，太 平洋 プ レー トは約1億3

千年 前 の年 齢 で ， 世 界 のプ レー トの 中で も最 も古 い もの の ひ とつ で あ り，

温 度 が低 く，密 度 が高 い た め，比較沈 み 込 み学 に基 づ く と，モ ー メ ン トマ

グ ニ チ ュー ド9ク ラス の 巨大 地震 は発 生 しな いで あ ろ うとの見 解 が 一般

的 で あっ た。 した が って ，太 平洋 プ レー トに属 す る どの 地域 にお い て も，

モー メ ン トマ グ ニ チ ュー ド9ク ラス の 巨大 地 震 が発 生 す る な ど とい う考

え方 は ， 日本 の み な らず ，世界 的 に見 て も統 一 的 な学説 や 知 見 と して は存

在 しな かっ た （丙B16・8頁 ）。

・ 日本 海溝 沿 い の 北部 か ら南部 にか けて の領 域 につい て は，海 溝軸 付近 の

地形 や 地質 を見 る と北 部 と南 部 で は詳 細 な地 形 あ るい は堆 積 物 の厚 さな

どにお いて違 い が あ り，その よ うな違 いが津 波 地震 の発 生 の有 無 に影 響 す

る と考 えて いた （甲A186・23～24頁 ， 甲A187・16頁 ）。

・ 鶴哲 郎 氏 らの論 文 で は，北部 と南 部 の堆積 物 の分布 状 況 の差 異 とい う観

測 事 実 を示 した 上 で ， プ レー ト境 界へ の カ ップ リング （固着 ） の違 い を示

唆 して い る として ，プ レー ト境 界地 震 の発 生 の地域 差 が存 す る ことの説 明

が で き る可能 性 が あ る と指摘 してい る。長期 評価 の策 定 に 当た った海 溝型

分 科 会 で は， 日本 海 溝 寄 りの 北部 と南部 の地形 の違 い につ い て はそ もそ も

議 論 を して い ない （甲A186・24～27頁 ） 。

・ 海溝 型 分科 会 の議 論 の 中で，福 島沖 で津波 地 震 が発 生す る とい う主 張 を

した委員 はい なか った と思 う （甲A186・38頁 ） 。

・ 慶長 三 陸地 震 と延 宝房 総 沖 地震 につ い ては起 きた場所 が よ くわか らない

の で， どこで も起 き る とい うよ りは， どこか で起 きたか ら一 つ にま とめ る

よ うに した とい うの が実 情 で あ る。 これ らの地 震 が どこで起 きたか わか ら

な いた め， 固有 地震 とみ なす こ とが で きない。 そ こでボ ア ソン とい う，地

震 が どこで 起 きて もお か し くない とい うモデ ル を使 うとい うこ とが長 期

評 価 の 中に明記 され て い る。 （甲A186・38頁 ，乙A157・69頁 ）

・3回 とい うとこ ろが結構 問題 で あ り，津波 の数 を減 らす と確 率 が小 さく
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な って しまい 防災 的 に警告 の意 味 が な くな って しま うとい うこ とで，防 災

行 政 的 な意 味 で の発言 もな され てい た。 た だ，慶長 三 陸 は三陸 で ない可 能

性 や 日本 海溝 で ない 可能性 も あ る，延 宝 も違 う可能 性 が あ る とい うこ とで ，

400年 間 に3回 とい う確 率 を出 した が，そ れが2回 や1回 で は確 率 の値

は大 き く違 って しま う。 そ の よ うなか な りの不確 定性 が あ る もの と感 じた。

（甲A186・39頁 ）

（3）今村文彦 ・東北大学災害科学国際研究所所長，教授

今 村 教授 は， 現在 ， 地震本 部 地震 調 査委 員 会津 波評 価 部会 の部 会長 を務

めて い る津 波 工学 の専 門家 で あ り， 平成14年2月 に土木 学会 が刊行 した

「津波 評価 技 術 」 につ い て も，津 波評 価 部会 の委 員 と してそ の策 定 に携 わ

って い る。

今村 教授 は ，本 訴訟 のた め に意 見 書 を2通 提 出 してお り （丙B30， 丙

B78） ，ま た ，東 京 高裁 で専 門家 証 人 と して証言 を行 って い る （丙B1

01の1） 。 さ らに，今 村教 授 は ，被 告東 京 電力 の 元役員 を対象 とす る刑

事 手続 におい て も専 門家証 人 と して証 言 を行 っ てい る （丙B77の1， 丙

B102） 。今 村 証 人 は， それ らの 中で以 下 の とお り述 べ てい る。

・ 想像 力 を働 かせ れ ば津波 の発 生位 置 や規 模 ，被 害 状 況 は無 限 に想 定す る

こ とがで き るが ，それ ら全 て に対応 で き る構造 安全 性 を持 たせ る こ とは物

理 的 にほ とん ど不可 能 で ある。 そ こで ，一般 に， あ る確 率以 上 で発 生す る

可 能性 の あ る津波 に対 して は主 に施 設 を設 計 ・施 工 して防御 す るハー ド面

での対 策 で ，それ 以 下 であれ ば非 常 時 の対応 訓練 な どで被 害 を軽減 す る ソ

フ ト面 で対 処 す る こ とに な る （丙B30・4～5頁 ，丙B101の1・7

3頁 ） 。

・ どこま で の知 見 を取 り入れ てハ ー ド面 で の対策 を講 じるべ きか につ い て
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は，既往 最 大津 波 だ けで な く，可能 最 大津 波 で あって も，津 波 の原 因 とな

る地震 の繰 り返 し性 や 切迫 性 ，規模 を考慮 し，理 学的根 拠 か ら発 生 が窺 わ

れ る とい う科 学 的 な コンセ ンサ スが得 られ てい る津波 で あ って ，かつ 具体

的 な根 拠 を もって波源 の位 置 が 特定 され ，波源 モ デル が提 案 され て い る も

の につ い て は ，ハ ー ド面 で の対 策 に取 り入 れ られ るべ きで あ る。 他 方 で ，

津波 に関す る知 見 の 中に は，単 に理 学 的 に発 生 可能性 を否 定 す るこ とがで

き ない とい う程度 の もの もあ り， そ う した津 波 につ いて は主 に ソフ ト面

（危 機 管理 上）で 対処 す る こ とにな る （丙B30・6頁 ，丙B101の1・

5頁 ） 。

・ 工学 で は ， ある構 造物 にハ ー ド面 での 対策 を講 じる こ との要 否 を判 断す

る際 ，そ の対 策 に よ り得 られ るベ ネ フィ ッ トとコス トの双 方 を構造 物 全 体

で総合 的 に考 え る必 要 が あ る。特 定 の対 策 が他 の面 でマ イナ ス に働 く こ と

もあ り， 一 面 的 な評 価 に基 づ く安 全 対 策 は 工学 的発 想 か らは導 か れ な い。

言 い替 えれ ば，津波 工学 の観 点 か ら既設 炉 でハ ー ド面 での対 策 を要 求す る

には ，理 学 的根拠 を もって そ の対策 の必 要性 が正 当化 で きな けれ ば な らな

い。 （丙B30・7頁 ，丙B101の1・26～28頁 ）

・ 国民 の 防災意識 の高揚 に役 立つ よ うな情 報 を発信 して ソフ ト面 で の津波

対 策 を行 わせ る趣 旨で ，一 般 防 災 の見地 か らは取 り入 れ るこ とがで き る よ

うな知見 で あ って も，既存 構 築物 にお け る実際 のハ ー ド面 での安 全対 策 と

して取 り入 れ るこ とは難 しい もの もあ る （丙B101の1・73頁 ）。

・ 訴 訟 にお い て 「津 波評 価技 術 」 が歴 史記録 の残 って い る既往 津 波 の み に

基づ い た安 全評 価 で あ るかの よ うな指 摘 が されて い る と聞い たが ，そ の よ

うな指 摘 は 「津 波評 価 技術 」 に対 す る理解 を欠 くもので あ る。確 か に 「津

波評 価 技術 」 で は歴 史記 録 等 が残 っ てい る既往 津波 を前提 に再 現性 の確 認

を行 うが ，既往 地震 の発生 が確 認 で きない領域 で あって も，既 往 地震 が確

認 で きる領 域 と地 震地 体構 造 上 の近似 性 が認 め られ る場 合 に は， 同様 の波

源 を設 定 して津波 評価 を行 うこ とと してい るもの で あ る。 （丙B30・1
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3～14頁 ，丙B101の1・5～8頁 ）

・ 長 期 評価 の見解 に 関 しては ，三 陸沖や房 総 沖 で発 生 した地震 の うち，津

波 地震 で あ る可 能性 が指摘 され た慶 長 三陸 地震 ， 明治 三 陸地震及 び延 宝房

総 沖 地 震 と同様 の 地震 が福 島 県 沖 の 目本 海 溝 沿 い で も発 生 す る こ とを想

定 した津 波 対策 をす べ きで あった とはい えず ，そ の まま設 計 に用 い るの は

難 しか った とい うのが 私 の結論 で あ る （丙B30・17頁 ，丙B101の

1・76頁 ，丙B77の1・87頁 ）。

・ 太 平 洋 沿岸 で は ，三 陸沖や 房総 沖 で は大規模 な プ レー ト間大 地震 の発生

が見 られ た ものの ，福 島沖 ・茨城 沖 で は，先 の津 波 評価 技術 で も記載 され

てい る1938年 の群 発 地 震 以外 に はプ レー ト間大 地 震 は見 られ な か っ

た。 この よ うに，三 陸 沖 ・房 総 沖 と福 島沖 ・茨城 沖 は実際 に 津波 が発 生 し

た とい う事 実又 は そ の周 辺 で は津 波 が起 き な か っ た事 実 につ いて顕 著 な

違 い が あ り，そ の理 由 は前者 で太 平洋 プ レー トと陸側 プ レー トの 固着 が強

い一 方 ，後 者 は 固着 が弱 い か らで あ る と考 え られ てい た。 ま た， この こ と

はGPS探 査 に よって も裏付 け られ て いた。過 去100年 間 に発 生 した地

震 に よ り沈 み込 ん だひず み が解 消 され た量 を計算 す る と，三 陸 沖で は5m

程度 の戻 りがあ るのに対 し，福 島沖 ・茨城 沖 は2～3m程 度 の戻 りにす ぎ

なか った。 これ は，福 島沖 ・茨 城 沖 はプ レー ト間の 固着 が弱 い た めひ ずみ

が 自然 に解 消 され る一方 ，三 陸沖 は固着 が強 い た めに 自然 にひず みが解 消

され ず ，大 きな地震 にっ な が ってい る と考 え られ て い た。 （丙B30・1

8頁 ）

・ 津 波地 震 につ い て は，平 成14年 当時 は も とよ り現在 で もど こで どの よ

うな条件 で発 生 す るのか必 ず しも明 らか に な って いな いが ，谷 岡教授 や 佐

竹 教授 が提 唱 した知 見 と して，津波 地震 の発 生 には海溝 沿 いの堆積 物 が影

響 す る とい う見解 が あ り， 当該 堆積 物 の堆積 状 況 は南 北 で違 い があ り，海

洋 研 究 開発機 構 が行 った音 波探 査 の結果 ， そ うした仮説 を裏付 け る理 学 的

知 見 が示 され てい た （丙B30・19頁 ，丙B101の1・14～16頁 ，
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79頁 ，丙B77の1・51～61頁 ）。

・ 同 じ日本海 溝 沿 い とはい え三 陸沖 はプ レー ト間 の固着 が強 いた め ，大 き

な地震 自体 が起 こ りや す く，谷 岡教授 や佐 竹 教授 が提 唱 して いた津 波 地震

の発 生 に影 響 を及 ぼ す とす る海 溝 沿 い の 堆 積 物 の量 が多 い一 方 で ，福 島

沖 ・茨 城 沖 は プ レー ト間 の 固着 が弱 い た め大 きな 地震 自体 が起 きに く く，

津波 地 震 の発 生 に影 響 を及 ぼす とす る海 溝 沿 い の堆 積 物 の量 も少 な い と

い う理 学的根 拠 に基づ く違 い が あった （丙B30・19～20頁 ， 丙B1

01の1・14～16頁 ，81頁 ）。

・ 南 部 の延 宝房 総 沖 地震 につ いて は， どこで どの よ うな メカ ニズ ムで起 き

た の か とい う地 震 地 体 構 造 の 同一性 を考 え る 出発 点 の部 分 が ま だ定 ま っ

てお らず ，理 学 的 に 同列 に論 じて よい か ，そ の解 析結 果 をそ の まま福 島県

沖海 溝 寄 りに持 ち上 げて よいか につ いて は さ らに議 論 が必要 で あ った （丙

B30・20頁 ，丙B101の1・11～12頁 ，22～24頁 ，81～

82頁 ） 。

・ 土木 学 会 に よる 「津 波評価 技術 」 の策 定 に あた って は， 当時 の知 見の到

達 点 を レ ビュー し， 同一 の地震 地体構 造 を有 す る 日本海 東縁 部 で は既 往 地

震 の発 生 が確 認 で き な い領域 も含 め て一 括 りに して波 源 モ デ ル を設 定 す

るな ど したが ，それ 以 外 の既往 地震 の発 生 が確認 で きな い領 域 につ い て は，

第1期 以 降 の 確 率 論 の後 継研 究 の 中 で 引 き続 き議 論 して い く こ と と され

た （丙B101の1・88～89頁 ） 。

・ そ の よ うな状況 下 ，長 期評価 の見解 は ， 日本 海 溝 の南 北 を一 つ の領域 に

扱 い ， 同領 域 の どこで も津波 地震 が起 き る可能性 が ある とした が，北 部 と

南 部 で は地質 構造 の違 い が確 認 され てお り，南部 の延 宝房 総 沖地震 につ い

て も当時 は まだ 羽鳥 先 生 の本 当に シ ンプル な波源 モデル しか な く，地震 地

体構造 の 同一 性 を考 え る出発 点 の部分 がま だ定 ま って い ない状況 で， これ

だ け の広 域 の と こ ろ に違 うタイ プ の地 震 を入 れ て過 去3回 起 こっ て い る

との評 価 につい て は違 和感 が あ った （丙B30乙 ・19頁 ，丙B101の
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1・14頁 ，25頁 ，丙B77の1・16頁 ，63頁 ，72～75頁 ） 。

・ 結 局 ，長 期 評価 の見解 は，従 来 なか った新 た な理学 的根 拠 を提 示す る も

の では な く， メカ ニズ ム的 に否 定 で きない とい う以 上 の理 学的根 拠 を示 し

て い なか った。 また ，津波 地震 が起 き る と して も，そ の規模 と してなぜ 明

治 三 陸 地震 と同程 度 の もの が 起 こ り うるの か とい うこ とにつ い て は何 ら

の具体 的根 拠 も示 して いな か った。 （丙B30・20頁 ）

・ これ らの こ とか ら， 自分 は，津 波 工学者 と して，歴 史 的 ・理 学 的知 見 が

十 分 に定 ま って お らず ，逆 に三 陸沖 と福 島沖 ・茨城 沖 との違 い を示唆 す る

理 学 的知 見 が存在 した津 波 地震 につ い て，既往 ：津波地 震 につ い て考慮 す る

以 外 に ，それ を超 えて 日本 海 溝 沿 いの どの地域 で も発 生 す る と取 り扱 うべ

き とは とて も考 え られ なか っ た し，多 くの専 門家 も同様 に考 えて いた。 つ

ま り，福 島 沖 ・茨 城 沖 で も三 陸沖や 房総 沖 と同様 の津 波 地震 の発 生 が否 定

で きな い とい うのは ，発 生 を うか が わせ る科学 的 な コンセ ンサス は得 られ

てお らず ， 単 に理学 的根 拠 を もって発 生 を否 定す る こ とがで き ないだ け の

津波 で あ って ，理 学的根 拠 か ら発 生 が うかが われ る とい う科 学的 コンセ ン

サ スが得 られ て い る津 波 で あ る とは考 え られ てい な か った。 （丙B30・

20～21頁 ）

・ 推 本 は あ くま で調査 研 究機 関で あ るた め，工学 的 な視 点 は考 えず科 学 的

な コ ンセ ンサ ス とは無 関係 に ，理 学 的 に発 生 す る こ とが否 定 で きな い もの

が あれ ばそ の 旨示す こ とにな るが ，実際 に防 災基 本計 画 を作 成 す る中央 防

災 会議 や ，原 子 力防 災対策 と して津 波評 価技 術 の検討 を行 う土 木学会 な ど

で は，工 学 的 な視 点 を取 り入 れ な けれ ば な らない。長 期 評価 の 中で科 学 的

な コ ンセ ンサ ス を得 られ てい な い よ うな見解 につ いて ， 中央 防災会議 にお

い て も決 定論 的 な津 波 評 価 技術 に お い て も採 用 しない こ とは 工学 的 には

当然 の こ とで あ った。 （丙B30・28～29頁 ）

・ 震 災以 前 の 時点 で， 防災意 識 の高揚や ソフ ト面 での対 策 とい った一般 防

災 の場 面 だ けで な く，既 存施 設 のハー ド面 で の対 策 に も長 期評 価 の見解 を
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確 定 論 的 に取 り入 れ るべ き との意 見 を述 べ て い た 専 門 家 の存 在 は認 識 し

てお らず ， また ，そ の よ うに取 り入 れ る こ とは難 しか った と思 う （丙B1

01の1・80～81頁 ） 。

・ 本件 事 故前 ，私 は，東 京 電力 か ら長期評 価 の 取 り扱 い に関 して相談 を受

けた こ とが あ り， 専 門家 と して学術 的観 点 か らア ドバ イ ス を した。 最初 に

東 京 電 力 の職 員 が私 の とこ ろに相談 に来 た の は平 成20年2月 の こ とで ，

当時， 電力 会社 で は耐 震バ ックチ ェ ックの作業 を進 めて お り，私 は ，耐震

バ ックチ ェ ック にお い て は委 員 と して 津 波 に関 す る審査 をす る こ とに な

った。 そ のた め ，東 京 電 力 の職 員 はバ ックチ ェ ック に関す る相 談 と して ，

バ ック チ ェ ック の 中 で推 本 の長 期 評 価 の 見解 を取 り込 む こ とに 関す る意

見 を求 めて きた。 私 は，バ ックチ ェ ックの前 提 として ，科学 的 な コンセ ン

サ スが得 られ て お らず ，単 に理 学 的 に可 能性 が否 定 で き ない よ うな もの も

含 め，様 々 な知 見 の影 響 を把握 してお くこ とは重要 な こ とだ と思 った ので ，

ひ とまず ，福 島沖 の海 溝 沿 い で も大地震 が発 生 す る可能 性 が理 学 的 には完

全 に否 定 しきれ ない以 上 ，波源 と して考慮 した 内部 的 な検討 を行 った らど

うか とい うア ドバ イ ス を した。 これ は，即座 に長期 評価 を取 り込 ん だ対策

をすべ きで あ る とい う趣 旨で はな く，長期評 価 を前提 と した試 算 くらい は

して ，そ の影 響 だ けで も把握 してお いた方 が よい ので はない か とい う趣 旨

のア ドバ イ スで あ った。 （丙B30・30～31頁 ，丙B101の1・7

9～80頁 ，丙B77の1・29頁 ，64～65頁 ，83～85頁 ）

・ も し，そ の際 に東京 電 力 の職 員 か ら 「長 期 評価 を決 定論 に取 り入 れ て対

策 をすべ きか」 とい うこ とを聞 かれて いた ら， 当時， 私 は，津 波 工学者 と

して長期 評価 の考 え方 は科 学 的 な コ ンセ ンサ ス が得 られ てお らず ，長期 評

価 の見解 を前提 に，三 陸 沖や房 総 沖 で発 生 した地震 の うち，津 波 地震 で あ

る可能性 が指摘 され た慶長 三 陸 地震 ，明治 三 陸地震 及 び延 宝房 総 沖地震 と

同様 の地 震 が福 島 県 沖 の 日本 海 溝 沿 い で も発 生 す る こ とを想 定 した津 波

対策 をすべ きで あ る とは考 えてい なか った ので ，現 時点 で はそ の必要 は な
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い ので は ない か と言 った と思 う。 実際 ， そ の後 に私 は，平成20年10月

に東京 電力 の職 員 か らバ ックチ ェ ッ クに 関連 して そ の よ うな こ とを聞 か

れ た際 ，そ の よ うに答 えてい る。 （丙B30・31～32頁 ， 丙B101

の1・80頁 ）

・ 「念 の た めに試 算 を して影響 を把握 して お くこ と」 と， 「具 体的 に対 策

を取 るこ と」 は別 問題 で あって ， この よ うな試 算 が あって も科 学 的 な コン

セ ンサ スが ない もので あ る以 上 ，直 ちに この試 算 を前 提 に した津波 対 策 を

すべ きで あっ た とは考 えて い ない。 それ で は，津波 工学 的 に， その よ うな

試 算 を把 握 した場合 に ど うす べ きで あ った のか と聞 かれ れ ば ，試 算 の前提

とした知 見 に科 学 的 な コ ンセ ンサ ス が ない以 上，複 数 の専 門家 に調査 検討

を依 頼 す る な ど して 科 学 的 な コ ンセ ンサ ス の 有無 を詰 め て い く作 業 をす

るべ きで ，そ の上 で試 算結果 の前提 とな る知 見 に科 学 的 な コンセ ンサ スが

得 られ た段 階 で具 体 的 な対策 の検 討 に入 ってい くべ きで あ る と思 う。 そ の

た め，試 算 結果 を把握 した東 京電 力 が ，直 ち に対 策 をす る とい う方 向に舵

を切 らず ，専 門家 に対 し， さ らな る調 査 検討 を依 頼 す る方 向で動 い たの で

あれ ば ，それ は先送 りで はな く，工 学 的 には正 しい行動 で あ った と評 価 さ

れ るべ きで あ る。 （丙B30・33～34頁 ， 丙B101の1・80頁 ，

丙B77の1・32～34頁 ，97～98頁 ）

・ 平成21年 度 か ら平成23年 度 に開催 され た第IV期 の土木 学 会津 波評価

部会 で は ，長 期 評価 の知 見 をそ のま ま取 り入 れ る こ とは して お らず ，南 北

は別 に扱 い ， さ らに延 宝房総 沖地震 につ い て も平成19年 以 降 に よ うや く

地 震地 体構 造 の 同一性 を検 討 で き るだ けの知 見 の進 展 が あ り，新 た に提 示

され た波源 モ デル を参考 に議 論 が進 め られ て いた。 具体 的 に は，延 宝房 総

沖地震 の波 源 は北 と南 で2つ に分 け られ ， この うち南 の波源 は 日本 海溝 で

は な くフ ィ リピン海 溝 で発生 して い るた め異 な るタイ プで あ り，そ のま ま

上 に持 って行 って 良い のか等 につ いて さ らな る議 論 が必 要 で あっ た。 （丙

B101の1・19～24頁 ，81～83頁 ，丙B77の1・87～88
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頁 ）

・ 土 木学 会 が ，長 期評 価 の 見解 を踏 ま えて 直 ち に 「津波 評価 技術 」 を改訂

す るの で は な く，平成15年 度 か ら17年 度 ま での第H期 ，及 び18年 度

か ら20年 度 まで の第 皿期 の確 率論 の研 究 の 中で これ を取 り入 れ ，そ う し

た研 究 の成 果 や 平成19年 以 降 の新 た な知 見 の進 展 や 科 学 的 知 見 の集 積

を踏 ま えて第IV期 の 「津 波評 価 技術 」 の見 直 しにフ ィー ドバ ック してい っ

た とい う流 れ は，正 にそ の よ うな ステ ップ を積 ん でい か ない と評価 もで き

な い わ けで ，合 理 的 かつ 必 要 な もの で あ った （丙B101の1・25頁 ，

79～80頁 ） 。

・ 東京 電 力 が 明治 三 陸地 震 の波源 モ デル を用 いて試 算 を した のは平成20

年 で あ るが， 土木学 会第H期 ，第III期 の よ うな検討 を踏 ま えて初 めて長 期

評 価 の見解 を考 慮 に入 れ る こ とがで き る よ うにな ったの で あ るか ら，遅 い

とは思 わ な い （丙B101の1・26頁 ） 。

（4） 松 澤 暢 ・東 北大学 教授 ， 同大 学 地震 ・噴 火 予知研 究観 測 セ ンター長

松 澤 暢 教授 （以下 「松 澤 教授 」 とい う。 ） は，長 期評 価 の策 定後 に地震

本 部 地震 調 査委員 会 長期 評価 部 会 の委 員 等 の要職 を歴任 して きた地震 学 者

で あ る。 なお ，震 災 後 に は 「なぜ 東 北 目本 沈 み 込み 帯 でM9の 地震 が発 生

しえた のか ？一われ われ は どこで間違 えた のか ？」 （丙B7） を執筆 して

い る。

松 澤 教授 は，本 件事 故 に関す る一連 の集 団訴訟 のた め に意 見 書 を提 出 し

てい るほか （丙B23） ，被 告 東 京電 力 の元 役員 を対象 とす る刑 事公 判 手

続 にお いて 専 門家証 人 と して証 言 を行 ってお り （丙B104の1） ， その

中で以 下の とお り述べ てい る。

・ 本件 事 故 以前 ，地震 の学界 では ，福 島第一 原 子力 発電 所 の敷 地 を超 え る
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よ うな津 波 の到 来 を予 見す る知 見 を示す こ とがで き てい なか った （丙B2

3・2～3頁 ） 。

・ 現在 か ら本 件 事故 以 前 を回顧 的 に見 てみ る と，東 電 が福 島第 一原子 力発

電所 にお け る津 波 対 策 を行 うき っ か け とな り得 た 地震 学 上 の知 見 と して

は， 巨大地震 と これ に伴 う巨大津波 に関す る知 見 ，地 震本 部 地震調査 委員

会 が 平 成14年7． 月に発 表 した長 期 評 価 で示 され た 日本 海 溝 沿 い の領域

にお け る津 波地 震 に関す る知 見 ，西暦869年 に発 生 した とされ る貞観 地

震 及 び これ に伴 う津 波 に 関す る知 見 の3つ が挙 げ られ る。 しか しなが ら，

これ ら3つ の知 見 は， いずれ も本 件事 故 以前 にお いて ，科学 的根 拠 に裏 打

ち され た成 熟 した知 見 とはい えず ， これ らの知 見 に基づ い て，東 電 に対 し

て ，対 策 を直 ちに講 じるべ き とか， 国 に対 して ，対 策 を講 じる よ う規 制権

限 を行 使 すべ き とい え るほ どの もので は なか った （丙B23・4頁 ）。

・ 比 較沈 み込 み 学 の研 究 に よって ，海 のプ レー トの年齢 が若 い ほ どプ レー

トの 固着 が 強 くて 巨 大地震 が起 こ りやす く，海 の プ レー トの年 齢 が古い ほ

ど固着 が弱 くて 巨大 地震 が起 こ りに くい とい う考 え方 が， いわ ゆ る3．1

1地 震 ・津波 以 前 の 地震 学会 で は通 説 的見解 に な って いた。 この比 較沈 み

込 み学 に照 ら して考 え る と，3．11地 震 ・津 波 が発 生 した領 域 での海 の

プ レー トの年代 は，1億2千 万年 よ りも古 く，マ グニ チ ュー ド9ク ラス の

巨大 地震 が起 き るほ ど海 の プ レー トが新 しくな く，そ の年 代 に照 らして最

大 で もマ グ ニチ ュー ド8前 半 ク ラ ス まで しか 発 生 しない と考 え られ て い

た。私 と しては ，プ レー トの年代 はそ こで発 生す る地震 の最 大規模 に影 響

す る とい う比 較 沈み 込 み学 の考 え方 は極 めて合 理 的 で あ り，デ ー タ もそれ

を示 してい る と考 え てい た。 また ，それ がや は り大多数 の専 門家 の見解 で

もあ った （丙B23・6～8頁 ， 丙B104の1・25～28頁 ）。

・3 ．11地 震 ・津 波 以前 に は，東 北太 平洋 沖 で は，普 段 か らゆ っ く りと

した 滑 り とそれ に伴 う活発 な 地震 活 動 に よ り滑 り欠損 を解 消 してい るの

に対 し，東 海 沖 ・南海 沖 で は滑 り欠損 を解 消 して い ない と考 え られ てい た。
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言 い換 えれ ば，東 北 太 平洋沖 で は，超 巨大 地震 を起 こす ほ どの滑 り欠損 は

蓄 え られ て い ない の に対 し，東海 沖 ・南海 沖 で は滑 り欠損 が蓄 え られ てい

る と考 え られ てい た。 この よ うに3．11地 震 ・津 波 以 前 の研 究状 況 か ら

は，東 北太 平 洋 沖 で は マ グニ チ ュー ド9ク ラス の超 巨大 地震 は発 生せ ず ，

起 こる と して もマ グニ チ ュー ド8ク ラスの地震 まで で ， しか もそれ が 起 き

るの はマ グニチ ュー ド7．5以 上 の地震 を起 こす ア スペ リテ ィが存 在 す る

三 陸沖 か ら宮城 県 沖 にか けて の領 域 が 中心 で あ り，福 島沖 で起 こる可 能性

は低 い と考 え られ てい た。福 島沖 の 日本海 溝 沿 い に 関 してい えば，過 去 の

地震 発 生 状 況 か ら見て も， ここにマ グニチ ュー ド8ク ラ スの地震 を起 こす

アスペ リテ ィが存在 す る こ とを示す 証拠 は全 くな か った。 そ のた め， この

領域 に 関 して い えば， その規模 の地震 す ら発 生 しない と考 えるのが 自然 な

状 態 に あ った。 （丙B23・12頁 ， 丙B104の1・12～42頁 ）

・ 津 波 地 震 の メカ ニズ ム につ いて は， まだ は っき りと したメ カニズ ム は分

か ってお らず ，全 ての津 波地 震 が 同一 の メカニ ズ ムで発 生す るのか も分 か

って い ない が ，津波 地震 が海 溝軸 付近 の浅 い ところで起 き る とい うこ とと，

極 め て ま れ に しか発 生 しな い とい うこ とは専 門家 の 間 で共 通 認 識 に な っ

てい た （丙B23・14頁 ，丙B104の1・64～78頁 ）。

・ 津 波 地震 が起 きない と言 い切れ ない か ら起 き る可 能性 が あ る とい う論理

は科学 的 とは言 い が た く，本 来 は 「不 明」 とす るのが 正 しか った。 それ で

もなぜ 調 査 委 がそ の よ うな見解 を示 した か とい うと，当 時の海溝 型分 科会

や 長期 評 価 部会 で は，長 期評 価 が対 象 としな い空 白域 を作 る よ りも，防 災

上の観 点か ら，信 頼 度 は低 くて も何 らか の評 価 を行 った方 が よい と考 えて，

海 溝 沿 い の領 域 は どこ も同 じ性 質 で あ る と仮 定 した もの と私 は理解 して

い る （丙B23・16頁 ， 丙B104の1・81～82頁 ）。

・ 日本海 溝 寄 りの領域 を一っ にま とめ る こ との科 学 的正 当性 を論 じた論文

は，少 な く とも3．11地 震 ・津波 以前 に見 た こ とが な か った し，調 査委

もそ の積 極 的根 拠 を述 べ てい なか った （丙B23・16頁 ，丙B104の
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1・92頁 ） 。

・ 領 域設 定 の問題 のみ な らず ，発 生確 率 につ い て も， かな り強 引 な論 理 に

よ り長期 評価 が 出 され て いた。 調査 委 は 日本海 溝 沿 い を一つ にま とめた上

で ， この領 域 で400年 に3回 津波 地震 は発 生 してい る こ とを根拠 に津 波

地震 の発 生確 率 を算 出 してい るが，平 成14年 か ら現在 に至 るまで ，地震

学 界 で 日本海 溝 沿 い の津波 地 震 と して コ ンセ ンサ ス が得 られ て い るの は ，

1896年 明治 三 陸津 波 だ けで ，1611年 慶長 三 陸 地震 と1677年 延

宝房 総 沖地 震 につ い て は，本 当に津波 地震 なのか は 明確 で は な く， また震

源 も よ くわ かっ てい な い。 この よ うに，調 査委 が前 提 とした400年 間 の

間 に3回 の津波 地 震 が発 生 した とい うこ と自体 ，地震 学会 の共通認 識 とい

える状 況 にはな く，そ の どれ か を外せ ば大 き く発 生確 率 の数 値 も変動 す る

よ うな もの だ った。 （丙B23・16～17頁 ）

・ この よ うに，長 期評 価 の 見解 は発 生領 域 と発 生確 率 の両方 につ いて科 学

的根拠 が極 めて 薄 弱 で あった こ とか ら，調査 委見 解 が公表 され た直 後 か ら，

これ を強 く批 判 した専 門家 も存 在 した。 私 自身 は ，調 査 委 が 防災上 の観 点

か ら 日本 海 溝 沿 い の領 域 をひ とま とめ に して確 率 を評 価 した こ とは理 解

で き る し，今 で もそ うすべ きで あ った と思 ってい る。 しか しな が ら， そ う

で あ る以上 ， この部 分 に関す る見解 は，十 分 な科 学 的根 拠 は伴 って いない

もの と して扱 う必 要 が あ る。 （丙B23・17頁 ）

・ 長 期評 価 が海 溝 寄 りの領 域 を一 括 りに して評価 した こ とにつ いて は，非

常 に乱 暴 な議論 だ とは思 っ たが ，そ うで も しない 限 り福 島沖 に評価 を付 け

る こ とが で きな い。確 率 をゼ ロにす るか，乱暴 で は あ るが仮 置 き の数 字 を

置 くか， そ の選 択 の段 階 で仮 置 き の数 字 を置 いた もの と理 解 して い る。 そ

の よ うな評 価 は決 して理 学 的 に正 しい とは 思わ ない が ，現 実 的 な解 と して

それ 以外 に評価 す る方法 が ない の であれ ば ，それ を仮 置 きの数 字 として採

用 す る しか ない だ ろ うと考 えた 。 （丙B104の1・85頁 ）

・ 調 査 委 見解 が 日本海 溝 沿 い の領 域 を一 つ にま とめて しま っ た こ とは， か
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な り強 引 な取扱 い で は あった が，評 価 の空 白域 を作 らず に全 て の領 域 につ

い て何 らか の評価 をす る とい うのは防 災上必 要 と考 え られ るので，評 価 の

仕 方 と して はや む を得 ない面 もあ った と思 う （丙B23・18頁 ） 。

・ 調 査 委 におい て も， 日本海 溝 沿 い福 島沖 で， 津波 地震 が発 生す る可能性

が高 い と考 えてい た人 はほ とん どい な かっ た と思 うし， ま してや津 波地 震

がい つ発 生 して もお か し くない （切迫 性 が あ る） と考 えてい た人 はい なか

っ た はず で あ る （丙B23・17頁 ）。

・ 三 陸 沖 か ら房 総 沖 に か けて の地震活 動 の長期 評 価 につ い て は，平成21

年3月 の一 部 改訂 時 に信 頼 度 が付 与 され ， 日本海 溝 沿 いの領域 にお いて ど

こで も津波 地震 が発 生 す る とい う調 査委 見解 につ い ては ，発 生領域 と発 生

確 率 に 関す る部分 の信 頼度 が 「C」 とされ た。 私 は，調 査委 見解 の元 とな

ったデ ー タの乏 しさか らす れ ば， その よ うな評価 が され た こ とは極 めて妥

当だ と考 えた。 （丙B23・18頁 ）

・ 海 溝 沿 い を全部 一 緒 くた に して 一つ のモ デル で検 討す る とい うの は余 り

に乱 暴 だ と思 った が ，一方 で何 らか の値 を出 さない と確 率 はゼ ロに なっ て

しま う。 取 りあ えず の仮置 きの数 値 は 出す ， で も仮置 きで あ る とい うこ と

は見 え る よ うに 出す とい うのが 多分 一番 い いだ ろ うと思 った。仮 置 きで 出

したつ も りが いつ の 間 にか一 人歩 き をす る とい うこ ともあ るた め，信 頼度

を付 け る とい う考 え方 は非 常 に良 い と思 った。結 果 的 に， と りあ えず 出す

けれ ども信 頼度C， とい うの は私 の感 覚 に非 常 に近 い評 価 だ った。 （丙B

104の1・91～92頁 ）

・ 調 査 委 見解 は，不 十分 なデー タを基 に した もの で あ り， それ は信頼 度 が

Cで あ る こ とや ，長 期評 価 本文 の記 載 か らも明 らか で あった ので ，少 な く

とも私 は， これ を新 た な知 見 と して取 り入 れ て，切 迫性 を もって対 策 を講i

じるべ き とまで は考 えて い なか った （丙B23・16～17頁 ）。

・3・11の 後 に長 期評 価 の第2版 が公 表 され てい るが ，3・11に つ い

て も取 りあ えず含 め よ うとなっ た位 に情報 量 が な く，信 頼度 を低 いま ま に
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留 め置 く 限 り更 に 細 か く分 け る 必 然 性 は な い と い うこ とで そ の ま ま に し

た （丙B104の1・109～110頁 ） 。

（5）阿部勝征 ・東京大学名誉教授，公益財 団法人地震予知総合研究振興会理

事，同会地震調査研究センター所長

阿部教授 は ，地震 学 の大家 で あ り， 長 期評 価 部会海 溝型 分 科会 の委 員 と

して， 同見解 の策 定 に も関わ った地震 学 者 で あ る。 また ，平成14年2月

に土木 学会 が策 定 した 「津波 評価 技術 」 につ いて も， 津波 評価 部会 の委 員

と して そ の策 定 に携 わ ってい る。

阿部教 授 は，被 告 東京 電力 の元 役員 の刑 事 責任 に 関す る捜査 手続 の過 程

で，検 察官 面前 調 書 （乙A158） にお い て以 下 の とお り述 べて い る。

・ 推 本 （被 告 東京 電 力 訴訟代 理 人注 ：地 震本 部 の こ と） が行 って きた長期

評価 を含 めた通 常 の 地震 予測 の考 え方 か らす る と，基本 的 には，過 去 に地

震 が 発 生 した領 域 で 繰 り返 し同 じタ イ プ の 地 震 が発 生 す る とい う考 え方

を前提 として ，評価 を行 う領 域 にお い て過 去 に発 生 した既往 最 大 の地震 を

も とに将来 的 な地 震 予測 を行 うのが一 般 的 で あった （乙A158・2頁 ）。

・ そ の点 で，長 期評 価 の 「三 陸沖 か ら房 総 沖 にか けての海 溝寄 りの領 域 の

どこで も津 波 地震 が 発 生す る可能性 が あ る」 との見解 は，過去 に津 波地 震

の発 生 が確 認 され て い な い福 島県 沖 や 茨 城 県 沖 の海 溝 沿 い の領 域 も含 め

て津波 地震 が発 生す る可能性 が あ る とす る点 で，従来 の地震予 測 に 関す る

考 え方 か らす る と，非 常 に特異 な評価 で あ った （乙A158・2頁 ） 。

・ 自分 と して は，推 本 の長期 評価 につ いて ，積極 的 に 「発 生 しない」 と言

え るだ けの根 拠 が ない こ とも確 か であ っ たた め，海溝 型 分科 会や 地震調 査

委員 会 の場 で反 対意 見 を述 べ るこ とは しなか った が，過 去 の地震 の発 生状

況や発 生 場所 が 明 らか になっ てお らず ，デ ー タ量 自体 も乏 しいた め，積 極
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的 に これ を支 持す る とい う立場 は取 っ てお らず ， 「そ うい う見方 もあ るの

だな」 と思 い なが ら議 論 に参 加 してい た （乙A158・4頁 ）。

・ 推 本 の長 期 評 価 にっ い て は ，想 定 され る地震 の発 生領 域 ，地震 の規 模 ，

地震 の発 生確 率 につ い て，根 拠 とな るデ ー タ量 を踏 ま えて信 頼度 をA，B，

C，Dに ラ ンク付 け して公 表 して い るが， 日本 海 溝 沿 いの津 波地震 の発 生

に 関す る信 頼度 は低 い ものに止 まって いた と記 憶 して い る （乙A158・

4頁 ）。

・ 推 本 の長 期評 価 の公 表 前 に，内 閣府 の防 災担 当 か らの 申入 れ を受 け，長

期 評価 の前 文 に，過 去 の地震 に 関す るデー タが 十分 で ない こ とに よ る限界

が あ る こ と等 を追加 す る修 正 が され たが ，実際 に 防災 計画 の策 定 を担 当す

る内閣府 側 の 申入れ は理解 で き るもので あ った。過 去 に地 震発 生 に関す る

デ ー タ が乏 し く精 度 が低 い地 震 予 測 にっ い て は， 中央 防 災会議 と して も，

地 方 公 共 団 体 や 民 間 事 業者 に対 す る説 明 が 困難 とな る面 は否 定 で き なか

った。 （乙A158・6～7頁 ）

・ 中央 防 災会議 の 「日本海 溝 ・千 島海 溝周 辺海 溝型 地 震 に 関す る専 門調 査

会 」 の委 員 と して，平 成18年1月 に公表 され た 専 門調査 会 報告 の策 定 に

も関与 した。 中央 防 災会議 と して 防災計 画 を策 定す る上 で ，福 島県沖海 溝

沿 い等 にお ける津 波 地震 の発 生 可能 性 につ いて 単 に 「発 生 しない とす る積

極 的 な根 拠 が ない」 とい うだ けで は，地 方公 共 団体 や民 間事 業者 に対 す る

説 得 的 な説 明 が困難 で あ る こ とは理 解 で きた。 そ のた め ， 中央 防災会議 と

して福 島 県 沖海 溝 沿 い等 に お け る津波 地 震 の発 生 につ い て は考 慮 の 対象

外 とす る方針 につ いて も，一つ の考 え方 と して理解 で きる と考 え， そ の方

針 を了承 した。 （乙A158・8～10頁 ）

・ 今 回 の東 北地 方太 平洋 沖 地震 の よ うに広 い領域 が連動 して ， しか もマ グ

ニ チ ュー ド9．0と い う巨大 地震 が発 生す る こ とは，推 本 の長 期評価 で も

想 定 して お らず ， 自分 を含 めて地震 学 の専 門家 も想 定 してい なか った。 こ

れ らの複 数 の領 域 が連動 して マ グニ チ ュー ド9．0と い う巨大 な地震 が発
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生 す る こ とに よ り，今 回 の よ うな 非 常 に 高 い 津 波 が 発 生 した と考 え られ る。

（乙A158・11～13頁 ）

（6） 首藤 伸 夫 ・東 北大 学名 誉 教授

首藤 伸夫 教授 （以 下 「首藤 教 授 」 とい う。） は，津 波 工学 分 野 の先駆者

で あ り，土木 学会 原 子 力 土木委 員 会津 波評 価部 会 の主査 と して， 「津波 評

価 技術 」 の取 り纏 め を行 っ た専 門家 で あ る。 ま た ，平成15年 か らは内 閣

府 中央 防災会議 の専 門委 員 も務 めてい る。

首藤 教授 は，本 訴 訟 のた め に意 見書 を提 出 して い るほ か （丙B45） ，

被 告 東京 電 力 の元役 員 を対象 とす る刑 事公 判 手 続 にお い て専 門家 証人 と し

て証 言 を行 って お り （丙B123） ，そ の 中で以 下 の とお り述 べ て い る。

・ 我 が 国の津波 対 策 は ，昭和35年 に発 生 した チ リ地震 津波 以 降 は構 造物

が主 体 となった津 波 対策 に変化 してい くが，平成5年 の北海 道 南西 沖地震

を契機 と して，構 造 物 のみ な らず ，防災 教育 や避 難 訓練 な どの ソフ ト面 を

組 み 入れ た総 合 防 災対 策 が考 え られ る よ うにな って い った （丙B45・5

頁 ，7頁 ）。

・ 「津波 評価 技術 」 の策定 にあ たっ ては ， 自身 が策 定 に関与 した 「津波 常

襲 地域 総合 防 災対策 指 針 （案 ）」 ， 「地域 防災 計画 にお け る津 波対 策 強化

の手 引 き」 （被 告東 京 電力 訴訟 代 理人 注 ：7省 庁 手 引 き） の考 え方 を踏 襲

し， さ らに高 い安全 性 が求 め られ る原子 力発 電 所 に沿 った もの にす る必 要

があ る と考 えた （丙B45・13頁 ）。

・ 「津 波評価 技 術 」 で は，最新 の地震 学 な どで想 定 され る最 大地震 に よる

津 波 も考慮 す るた め，基 準 断層モ デル の選 定 に 当た って は地震 学 に基 づ い

た議 論 が必 要 に な る こ とか ら，地 震学 の権威 で あ る阿部勝 征東 京 大学 教授

に も委 員 を して いた だ くな どしてお り，最 新 の地 震 学 の知 見 に基 づ いてモ
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デル の選 定 を して い る （丙B45・14頁 ）。

・ 私 は，津 波 の不 確 か さを表現 す る言 葉 として， 「津波 は倍 半分 の可能性

が あ る」 とい う言葉 を よ く使 うが， 「津波 評価 技術 」 で は， 当時 の国 の基

準 で あ る 「地 域 防 災計画 にお ける津波 対 策 強化 の手 引 き」 で も触 れ られ て

いな か ったパ ラ メー タス タデ ィの考 え方 を新 たに導入 す る こ とで ，そ うし

た不確 実性 をあ る程 度 は補 え る と考 えた。 不確 か さ を考 慮す るた めの手段

と して ，一 定 の補 正係 数 を掛 け る とい う考 え方 もあ るが ，そ もそ も津 波 は

過 去 の例 が 少 な いた め に説 得 力 の あ る補 正係 数 を示 す こ とが で き ない。

（丙B45・15～18頁 ，丙B123・59頁 ）

・ 「津波 評価 技 術 」 に 「本 手法 に よ り得 られ る最 大水位 上 昇 量 は，波源 の

不確 定性 に よる ば らつ き等 が 考 慮 で き る十 分 大 き な津 波 高 と して評 価 で

き る と考 え られ る。 」 と記 載 され てい る とお り， 当 時 も現 在 も，パ ラメー

タ ス タデ ィ で補 え る不 確 実 さが 合 理 的 な根 拠 を もっ て 事 業者 に津波 対 策

を求 め る こ とので き る津波水位 上 昇 の上 限値 で あ った （丙B45・18頁 ）。

・ 地震調 査 研 究推 進 本部 は研 究調 査 の方 向 を示す もの で あ り，災害対 策 の

方針 を決 め る もので は ない。 防災 対策 の実施 方針 を決 め るの は 中央 防災 会

議 であ る。 （丙B45・23頁 ）

・ 平成18年 の 中央 防 災会議 で対 象 とす る よ う求 め られ た 三 陸沖 の地震 は ，

三 陸沖北 部 の地震 ，明治三 陸 タイ プ地震 ，宮城 県沖 の地震 の三 つ であ った。

福 島県 沖 に 関 して， 中央 防災会議 報 告 書 に は 「⑩福 島県 沖 ・茨 城 県沖 の領

域 福 島県 沖 ・茨 城 県沖 の領 域 では ，M7ク ラスの地震 （1938年 のM

7．0，7．5，7．3な ど） が発 生 して い るが， これ らの地震 の繰 り返

し発 生 は確 認 され てい ない。 」 とのみ 書 かれ て お り，それ 以 上 の言及 は さ

れ て いな い。 した がっ て，私 は ，本 件 事 故 の政府 事故 調 査 ・検証 委員会 の

ヒア リン グで も同 じ事 を聞 かれ た が，長 期評価 が述べ る福 島沖 の津波 地震

に 関 して は 「中防会議 は福 島沖 での地 震 津波 を防災 の対象 とす べ き とは提

唱 してい な か った。 に もか かわ らず ，一 電 力会社 でそれ を防災 対象 に しよ
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うと考 えて も株 主総 会 を通 らなか った ので は ない か。推本 で は福 島県 沖 の

津 波 地震 の 可能性 に言及 して い るが， あ くまで研 究 を推進 す べ き として い

るだ けで， 防災 対策 を取れ と言 ってい るわ けでは ない。 」 と答 えた。 （丙

B45・23頁 ）

・ 長期 評価 の見解 は専 門家 の 間で もコンセ ンサ ス が得 られ てい なか っ た も

の で あ るか ら， この 見解 は確 定論 に取 り入 れ ，直 ち に対 策 を取 らせ る よ う

な説 得 力 の あ る見解 とは考 え られ て い なか った。そ のた め，我 々専 門家 は，

津波 評価 部 会 にお い て ， この 見解 をロジ ックツ リー の分 岐 として組 み入 れ ，

確 率論 の 中で評 価 す る こ とと した ので あ る。 （丙B45・23頁 ）

（7） 笠 原稔 ・北海 道 大 学名 誉教授

笠 原 教授 は ，地 震本 部 政策 委員 会 の委 員や 中央 防災 会議 の委 員 な どを歴

任 して きた地震 学 者 で あ る。 特 に平 成15年 か らは 中央 防災 会議 専 門調 査

会 北海 道 ワー キ ング グル ー プ の座 長 を務 め， 平成18年1月25日 に公 表

され た専 門調 査会 報告 書 （丙A26の1～2） の取 り纏 め に携 わ ってい る。

笠原 教授 は，本 件 事故 に関す る一 連 の集 団 訴訟 の た めに意 見 書 を提 出 し

てお り （丙B59） ， その 中で 以下 の とお り述 べ てい る。

・ 地 震本 部 は ，純粋 に理 学 分 野 にお け る学術 的見 地 のみ か ら理 学 的知 見 に

つ いて調 査 検討 を して い く もの なの で， 「理 学的 に否 定 で きな い」 とい う

レベ ル 以上 の知 見 で あれ ば ，すべ か ら く調 査検 討 の対 象 と して い くこ とが

地震 本 部 の委員 の役割 と して求 め られ て い るもの だ と思 ってい た し，地震

学者 として 「理 学 的 に否 定 で き ない 」 とい う レベ ル 以 上 の知 見 が あれ ば，

世 の 中 に提 示 す る必 要 が あ る と考 えて いた （丙B59・3頁 ） 。

・ 一方 ，理 学 的知 見 とい うもの は，多 くの資 料 が得 られ て精 度 の高 い もの

か ら，資料 が少 な く精度 が低 い ものま で数 多 くの知 見 が あった ので ，地震
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本部 が行 うのは ， あ くまで学 術 的観 点 のみ か ら理 学 的知 見 を提供 しつ つ ，

精度 や 可能 性 の 高低 に 関す る言 及 をす る とい うこ とま で で ，そ こか ら先 ，

実 際 に防 災 に 関す る意 思決 定 を行 うの は 中央 防 災 会議 の 役 割 とされ てい

た （丙B59・3頁 ）。

・ 津波 に対す る防 災対策 にお いて ， あ りとあ らゆ る津波 に対 してハ ー ド面

で の対策 を実施 す べ き とまで は言 わない し，現実 と して も全 て の津波 に対

してハ ー ド面 で の対策 が で き る とは思 ってい ない が，少 な く とも，津波 に

よ る死者 数 を最 小 限 に して い く とい うこ とを 目的 と して 津波 対策 を考 え

る場 合 には，記 録 が しっか りと残 って お らず ，具 体的 なモ デ ル が確 定 で き

な くて も，ひ とまず 防災 的 な警 告 だ けは出 してお い て，「とにか く逃 げ る」

とい うソフ ト面 で の対策 だ けは検討 させ て お くとい うのが 有用 で あ る （丙

B59・5頁 ）。

・ 長 期評 価 の見 解 は， 地震 本 部 が 理 学的 知 見 を基 に議 論 した 結果 として ，

「理 学 的 に否 定 で きない」 もの と して出 され た 見解 で あ る と認識 してい る

（丙B59・6頁 ）。

・ 自分 が座長 を務 め た北海 道WGで は ，谷 岡先 生 に委 員 に入 って も らい，

津波 地震 に 関す る当時 の知 見 と して， どの よ うな集 積 が あ り， 明治三 陸地

震 の よ うな津波 地 震 が他 の領 域 で も起 こ り うる とい う見解 につ いて ， どの

程度 の具 体的 な根 拠 が あ る と言 え るものか につ いて説 明 を して も らい，そ

の上 で委員 の間 で議 論 が行 われ た。 そ の際 は，委 員 の間 で ，三 陸沖 とそ の

他 の 日本 海 溝 沿 い の領 域 に お け るホル ス トグ ラベ ン構 造 や 堆 積 物 の集 積

モデル の違 いや ，近 年 の観 測結 果 につ い ての言及 が あ り， 明治 三 陸地震 の

よ うな津 波 地震 は，限 られ た領 域や 特殊 な条件 下で のみ 発 生す る可能 性 が

高 いの で はな いか とい う方 向性 で の意 見 が 出て，そ の方 向性 に異論 が なか

っ た。 （丙B59・8～9頁 ）

・ 北海 道WGで は，地震 本 部 が示 した津波 地震 に関す る見解 は ， 「理学 的

に否 定 で きな い」 とい うもので あ る こ とに 間違 い は ない もの の，それ以 上
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の 具 体 的 な根 拠 が あ る も の と い う意 見 は 出 され な か っ た （丙B59・10

～11頁 ）
。

（8）谷 岡勇市郎 ・北海道大学大学院理学研 究院附属地震火 山研究観測セ ンタ

ー長，教授

谷 岡教授 は， 中央 防災 会議 専 門調 査会 北海 道 ワー キ ン ググル ー プ の委員

と して平成18年1月25日 に公表 され た専 門調 査 会報 告書 （丙A26の

1～2） の策 定 に 関わ り，ま た， 平成21年 以 降 は地震 本部 の地震 調 査 委

員 会や 長期 評価 部 会海 溝型 分 科会 の委 員 を務 めてい る地震 学者 で あ る。

谷 岡教授 は，本件 事 故 に関す る一 連 の集 団訴 訟 の た めに意 見書 を提 出 し

て お り （丙B58） ， その 中で 以下 の とお り述べ てい る。

・ 地 震 学 の分野 で は，歴 史 資料 や堆積 物 調査 ，地質 調査 ，GPSな どの理

学 的根拠 に基づ き多 数 の仮 説 を立 て， それ らの仮説 が， その後 の堆積 物 調

査 や 現 実 の地震発 生 に よ り得 られ た新知 見 に よ り裏 付 け られ た り，逆 に否

定 され た りす るこ とで発 展 させ て きた （丙B58・2～3頁 ） 。

・ 本 件 地震 ま で， 自分 を含 む 多 くの地震 学者 が津波 地震 を研 究 し，様 々 な

仮 説 を提 唱 して きた が，総 じて ，明治 三陸 地震 の よ うな津 波地震 は， 限 ら

れ た 領 域 や 特殊 な条 件 が 揃 った 場合 に の み発 生 し うる とい う考 え方 が 大

勢 を 占めて いた。 それ だ け明治 三 陸地震 が他 のプ レー ト間地震 とは違 った

異質 な もの であ った た め，そ の メカニ ズ ム を解 明す るた めの材料 が少 な く，

一 般 化 が難 しい もの と理解 され てい たた め で ある。 かか る考 え方 は，仮 説

の段 階 で は あっ たが ，観 測 結 果 な どの科 学 的根 拠 に基づ くもので あ っ た。

（丙B58・10頁 ，14頁 ）

・ 本 件 地震 前 の理学 的根 拠 に基 づ いて 考 えた場 合 ， 明治 三 陸地震 の よ うな

津 波 地震 は， 限 られ た領 域 で のみ発 生す る可能 性 が 高い もの で， この よ う
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な地震 が福 島県 沖 で も発 生 す る とは正 直全 く思 えな かっ た し，本 件地 震 自

体 も， 明治 三 陸地震 の よ うな津 波地 震 が福 島県 沖 で発 生 した もので は ない

の で， 現在 で も， 明治 三陸 地震 の よ うな津 波地震 が福 島県 沖 で発 生 す る可

能性 が 高 い とは思 ってい ない （丙B58・18頁 ）。

・ 私 は，今 現在 ，地震調 査研 究推進 本 部地 震調 査委 員 会 で委員 を して い る

ので ，長期 評価 の見解 の存 在 は知 ってい る し，地 震調 査委 員 会 の立場 とし

て この見解 を出 した こ と 自体 は理 解 で き る。 なぜ な ら，地震 学 の分野 で は

津 波 地震 の メカニ ズ ムを含 め ，多 くの事 項 が未解 明で あ るの で，明治 三 陸

地震 の よ うな津 波地 震 にっ い て も 「この地域 で地震 は起 きな い」 と断言す

る こ とは で きない し， 可能性 が否 定で きない以 上 ，地震 調 査委 員会 の立場

で はひ とまず 防災行 政 的 な警告 をす るた め に も， 明治 三 陸地震 と同様 の地

震 が 三 陸 沖 北 部 か ら房 総 沖 の海 溝 寄 りの領 域 内 の どこで も発 生 す る可 能

性 が あ る とい う見解 を 出す 意 義 は あ る と思 うか らで あ る。 （丙B58・1

8頁 ）

・ もっ とも，そ の よ うな見解 が あ る と して も， 中央 防災会 議 な どで実 際 に

この 見解 に依 拠 した 防災 対策 を させ るべ きか と聞 かれれ ば，十分 な理 学 的

根 拠 が あ るのか を検 証 した 上 で判 断 してい く必 要 が あ るので ，実際 の防 災

対策 を して い く上 で， 明治三 陸 地震 と同 じよ うな津 波地 震 が福 島県 沖で発

生す る と考 え る こ とに は少 し無 理 が あ るの で は な い か と考 え る （丙B5

8・18～19頁 ） 。

（9） 島崎 邦彦 ・東 京 大学名 誉 教授

島崎教授 は ，平成14年7月31日 に地震 本部 が公表 した長 期評 価 の見

解 につ いて ，長 期評 価 部会 長 及 び海溝 型 分科 会 主査 と してそ の取 り纏 め に

携 わ った地震 学者 で あ る。

島崎教授 は，以 上 の各種 専 門家 の意見 に反 して ，長 期評 価 の見解 が策定
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され た 当時 の知 見 の状 況 として ， 日本海 溝 沿 い領 域 の どこで も明治 三 陸地

震 と同様 の津 波 地震 が起 こ り得 る とい うの が地震 学者 の統一 的 見解 で あ り，

多 くの学者 が賛 同 してい た ，か か る見解 を前 提 にす れ ば福 島県 か ら茨城 県

にか けて どこで も10メ ー トル を超 える とい うの が津波 の専 門家 の常識 で

あっ た と して い る （甲A141の1・31頁 ， 甲A141の2・16頁 ，

76頁 ）。

しか しな が ら，日本海 溝 寄 り領域 の どこで も大規 模 地震 が発 生す る とか ，

明治三 陸 地震 と同様 の津 波 地震 が起 こ り得 る との見 解 は地 震学 者 の統 一的

な もの で はな く， む しろ当該 領域 で はそ の地体構 造 か ら大 規模 地震 は起 こ

らず ，特 に海 溝 寄 り南部 で はマ グニチ ュー ド8ク ラス の地 震 も稀 に しか起

こ らず ，津 波 地震 も特 定 の領 域 で特 定 の条件 を満 た した場 合 にのみ発 生す

る との見 解 が通 説 的 で あ った こ と，そ うした 中で長 期 評価 の見解 は既 往地

震 に関す る情 報 が不 足 す る 中， 国民 の防災 意識 を促 す とい う専 ら防 災行政

上 の見地 か ら，海 溝 寄 り領 域 を一括 りに して発 生確 率 を求 めた にす ぎない

こ と，現 に海溝 型 分 科 会 で は 目本海 溝 寄 りの地体構 造 の 同一 性等 につい て

の議論 は一 切 され てお らず （甲A186・23頁 ，27頁 ，29頁 ） ， こ

の こ とは 島崎 教授 も 「議論 す るまで もない」 （甲A141の2・31頁 ），

「構 造 につ いて は言 及 してお りませ ん」 （甲A141の2・56頁 ） と し

て 自認 して い る こ とは繰 り返 し述べ て い る とお りで あ る。

実際 ， 島崎 教授 は ，海溝 型 分科 会 にお ける長 期 評 価 の策 定 に 向 けた議 論

の過 程 にお い て，海 溝 寄 りの どこで も明治 三陸 地震 と同規模 の津 波地震 が

起 き る とす る こ とにつ いて ， 「警 告 と して はむ しろ3回 とい うほ うを。 」

との事 務 局 の方針 に同調 す る形 で 「次 善 の策 と して三 陸 に押 し付 けた。 あ

ま り減 る と確 率 が小 さくなっ て警告 の意 がな くな っ て， 正 し く反 映 しな い

ので は ない か ， とい う恐れ もあ る。 」 （丙B103の3・ 通 し頁288～

289頁 ） とコメ ン トしてい る。 か か る発 言 に 関 して 島崎教 授 は ，千葉 地

裁 で行 われ た証人 尋 問にお い て， 「これ は，事 務 局 が そ うい う意識 を持 っ
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てい た とい うこ とで ，こ うい う意 識 は 当然 困 ります。」 （甲A141の2・

63頁 ） な ど と， あた か も事務 局 が不 適 当 な発 言 を行 っ た かの よ うに証 言

して いた が ，刑 事 事 件 記録 の 開示 に よ り，実 際 に当該 コメ ン トを行 っ たの

はま さに主 査 で あ る 島崎教授 本 人 で あ った こ とが明 らか に な ってい る。 ま

た， 島崎教 授 は， 自身 で ，そ の後 の長 期評 価 部会 に おい て ， 「400年 に

3回 と割 り切 った こ と と，それ が 一様 に起 こる と した所 あ た りに問題 が残

りそ うだ」 （丙B103の3・ 通 し頁315頁 ）な ど とコメ ン トして い る。

なお ，津 波 地震 の発 生 メカ ニズ ム につ い ては ，原 告 らが依拠 す る都 司嘉

宣博 士 （以 下 「都 司博 士」 とい う。） も含 めて谷 岡 ・佐 竹論 文 （丙B21）

が示 した付 加 体 モデ ル に一様 に賛 同 して い るが ， 島崎教授 のみ は唯 一 か か

る考 え方 に否 定 的 見解 を示 してお り （甲A141の2・59～60頁 ） ，

日本海 溝 沿 い領 域 の どこで も明治 三 陸地 震 と同様 の津波 地震 が起 こ り得 る

とす る論拠 と して ，本 件 事故前 は津波 地震 が固着 の弱 い とこ ろで起 き る 「ぬ

るぬ る地震 」 で あ って ，プ レー トの新 旧が固着 の大 小 を支配 す る 「比 較沈

み込 み帯 」論 はそ もそ も適用 され ない と してい た。 しか し，本 件地 震 が 強

い 固着 に もか か わ らず 津 波地 震 を発 生 させ た こ とか ら，現在 で は 「津 波 地

震 の発 生 メカ ニ ズ ムは不 明」 と述 べ るに至 ってお り （甲A3・ 政府 事 故調

最終 報告 書304頁 注8） ，既 に長 期評 価 の 見解 を基礎 付 け る理 学 的論拠

を 自 ら放 棄 してい る。

また ， 島崎 教授 は， あた か も今 回の本 件 地震 の発 生 が ま さに長期 評 価 の

見解 の とお りにな った か の よ うに主張す るが，事 実 に反す る。佐 竹教 授 や

今村 教授 も証 言 してい る とお り，今 回発 生 した地震 は， あ くまで北 寄 りの

三 陸沖 で最 初 の巨大 地震 が発 生 し，そ れ に連動 して海 溝 寄 りで沖合 の海 溝

沿 い で津波 地 震 が発 生 し，そ の岩石 破壊 が余 りに大 きす ぎたた めに よ り南

方 の福 島県 沖 海溝 沿 い にまで伝 播 した とい うもので あ って ， 明治三 陸地 震

と同様 の津 波 地震 が福 島県 沖海溝 沿 い領 域 で発 生 した もの で はない。また ，

その規 模 も性 質 も全 く異 な る もので あ る （乙A157・69頁 ）。 実 際 ，
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地震 本部 も前述 の とお り 「想 定 外 で あっ た。 」 と してい る （丙A23） 。

そ の意 味 で，福 島県 沖海溝 沿 い領 域 に長 期 評価 の見解 が 当て は ま るか否 か

は，本件 事 故後 の今 な お 明 らか にな って い ない とい うの が実情 で あ る （乙

A157・73頁 ）。

も とよ り， 島崎 教授 は 自身 の見解 に反 す る意 見等 につ いて 「圧 力 」 と表

現 した り （甲A141の1・16頁 ， 甲A141の2・36頁 以 下 ， 乙A

157・71～72頁 ） ，本件 地震 後 には， 予 定 され て い た海 溝i型分科 会

での議 論 を経 ない ま ま長期 評価 の見解 にお け る明治 三陸 地震 の津 波 マ グニ

チ ュー ドを 「8．2」 か ら本件 津 波 と同等 の 「8．6～9．0」 に単独 で

変 更 して しま うな ど （甲A186・40～43頁 ） ，客観 的 ・中立 的 な専

門家 の 見解 とい う観 点 か らは， その証 言 の一 般通 用性 ・信用 性 に疑 義 が あ

る とい わ ざるを得 ない。

（10） 都司嘉宣 ・公益財 団法人深 田地質研究所客員研 究員

都 司博 士 は ，平成14年7月31日 に地震 本 部 が公表 した長 期評 価 の見

解 にっ い て，長 期 評価 部 会海 溝型 分 科会 の委員 と して， 同評価 の策 定 に 関

わ った 地震 学者 で あ り， 特 に歴 史地震 学 を専 門 と してい る。

都 司博 士 も，長 期評 価 の見解 につ い て ，国 が設 置 した公 的機 関 にお け る

長 期評 価部 会海 溝 型 分科 会 にお いて ， 当時 の第一 線 の理 学者 達 の充 実 した

議 論 を経 て ，海 溝 寄 りの プ レー ト間 にお ける3つ の津波 地震 とそ の長期 評

価 にっ い て一 定 の結 論 を出 した もので あ る と証 言 して い るが （甲A180・

57頁 ， 甲A181・28頁 ，35頁 ， 甲A183・4頁 ，54頁 ） ， 地

震 本部 が 国の設置 した公 的機 関で あ る こ と以上 に，長期 評価 の見解 を裏支

えす る よ うな理学 的根拠 を示 してい ない。

この 点 ，都 司博 士 は ，津 波 地震 の発 生 メカ ニズ ム につ いて ，谷 岡 ・佐竹

論文 （丙B21） が示 した付加 体モ デル に賛 同 しつつ ，海 溝 寄 り領域 が 北
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か ら南 ま で 同 じ性 質 を有 して い る こ とを理 由に ，同領域 の どこで も津 波地

震 が発 生す る と して い るが （甲A183・50頁 ），海 底 実地 調査 の結果 ，

む しろ北部 と南部 で は地質構 造 が異 なっ てお り，福 島県 沖 を含 む南 部領域

で は津 波 地震 を引 き起 こす とされ て い る付 加 体 が存在 しな い こ とが客観 的

に確 認 され てい る こ とは前 述 した とお りで あ る。 そ もそ も，都 司博 士 は，

一 般 に付加 体 の発 達 が認 め られて い る南海 トラフ よ りも 日本 海 溝寄 り領 域

の方 が付加 体 の発 達 が認 め られ る と述 べ るな ど （甲A183・52頁 ） ，

地質構 造 の違 い につ い て十 分 な認 識 を有 して い ない可能性 が あ る。

また ，都 司博 士 は ，長 期評価 の見解 が 津波 地震 と して取 り扱 った3つ の

既 往 地震 の うち，1611年 に発 生 した慶 長 三 陸地震 につ い て は，そ の後 ，

津波 地震 で は な く正 断層 型 地震 で あ った とも主張 してお り， そ の意 味で長

期評 価 の見解 に異 論 を唱 えてい る （甲A183・54頁 以 下 ）。 長期 評価

の 見解 につ い て は， この よ うに今 なお確 率 計算 の前提 とな る知 見そ の もの

に疑義 が 呈 され てい る よ うな状 況 で あ り，本件 事 故 時点 でハ ー ド面 で の対

策 に具 体 的 ・確 定 的 に取 り入れ る こ とが で き る よ うな もの で は なか った の

で あ る。

10小 括

以 上 の とお り，海溝 寄 りの どこで も明治 三 陸地震 と同規模 の津波 地震 が 起

き る と した長 期 評価 の見解 は，そ もそ も対 象領 域 にお ける津波 地震 の発 生 回

数 が少 な く，そ の ま まで は国 民の 防災意 識 高揚 の見地 か ら有意 な地震 発生確

率 を示 す こ とが で きな か ったた め に，専 ら防 災行 政上 の見 地 か ら採 用 され た

もの で あ り，直 ちに既 存 の原 子力発 電 所 の安全 対 策 に決 定論 的 に取 り込 める

よ うな もの では なか っ た。 ま た，今 回起 きた津波 も長 期評 価 の示 した津 波地

震 が発 生 した もの では な く，そ の意 味 で長 期 評価 の見解 が正 しい か否 か は今

なお裏 付 け られ て い ない。
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この 点 につ い ては ，令 和 元年9月19日 に下 され た被 告東 京 電力役 員 の刑

事判 決 にお いて も， 以下 の とお り概 ね 同様 の評価 が され て い る。

・ 「長 期 評 価 」は，過 去 の地震 を評 価 した上 で次 の地 震 の発 生時期 や規 模 を

評 価 す る とい うもの で あっ て，領 域 に よって過 去 の地震 のデー タの 質及 び

量 は様 々 で あ り， これ に伴 い評 価方 法 に も様 々 な ものが混在 してい るか ら，

そ の信 頼 性 は領 域 に よって異 な る とみ る ほか ない。 この こ とは，後 に地震

本 部 自 らが領 域 ご とに評 価 の信 頼 度 を ラ ン ク付 け して い る こ とか ら も明

らか とい うべ きで あ る。

・ 保 安 院 は，平成21年3月 に公表 され た 「長期 評価 」の改訂版 につ いて ，

耐震 安 全 性 等 の評 価 へ の反 映 が必要 な 「新 知見 情報 」や 耐震安 全性 の再評

価 等 につ なが る可能 性 の あ る 「新知 見 関連 情報 」 とは扱 わず ，耐震 安 全性

評価 に 関連 す る 「参 考 情報 」 と して扱 っ てい る。 さ らに， 「長期 評価 」 の

海 溝 寄 り領 域 に 関す る審議 経過 をみ る と，過 去 の 地震 のデ ー タが ない又 は

少 ない た め よく分 か らない所 につ いて は ，震源 の 特定 よ りも：津波被 害 に対

す る警告 を優先 させ ，た とえ仮 置 きで あ って も何 らかの数 字 を示す べ き で

あ る との考 慮 が働 い た と考 え られ る場 面 も見受 け られ る。

・ 「長 期評 価jは ，上 記 の よ うな評 価 方 法 に よ り， この よ うな審議 経過 を

経 て策 定 され た もので あ るか ら，そ の信 頼性 を判 断 す るに当た って は， 作

成 主 体や 作成 過 程 の み な らず ， その 内容 を具 体 的 に考 察 す る必 要 が あ る。

・ 海 溝 寄 り領 域 を海 溝方位 が変化 す る北 緯38．1度 付 近 を境 に北側 領 域

と福 島 県沖 を含 む南 側領 域 に分 けた場合 ，両者 は海 底 地殻構 造 が異 な って

い る。す な わち， 北側領 域 で は ，海洋 プ レー トに海 溝軸 に平行 して等 間隔

で 隔て られ た地形 的 起伏 （ホル ス ト ・グ ラーベ ン構造 ） が発達 し，前弧 領

域 は滑 らか な地形 で あ り，太 平洋 プ レー トと陸 のプ レー トのバ ックス トッ

プ境 界 面 との間 に は模 状 堆積 ユ ニ ッ ト （付 加 体） が存 在す るの に対 し，南

側領 域 で は ，地形 が 不規 則 で あ り，周 囲の海 底 か ら数 キ ロメー トル盛 り上

が る孤 立 した海 山が存在 し，前弧領 域 の海 底 の地形 は複雑 な構 造 的特 徴 を
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有 してお り， プ レー ト境 界 には模状 堆積 ユ ニ ッ トは見 られず ， ほ ぼ一 定 の

厚 み を持 つ堆 積 ユ ニ ッ トが 陸側 の プ レー トと海 洋 プ レー トとの 問 の奥 ま

で広 が っ てい る とい う違 い が あ り，ま た，プ レー ト境 界 の カ ップ リング も，

深 さが10な い し13kmを 超 え る領 域 で は，北側 領域 の方 が南側 領域 よ

りもカ ップ リングが 強 い とい う違 い が あ る。

・ 津 波 地震 の発生 様 式 につ いて は，本件 地震発 生 当時， そ の全 体像 が明 ら

か に され るに は至 っ て い なか っ た もの の ，海 溝 軸 近 傍 に堆 積 物 （付 加 体 ）

が存在 し， この付 加 体 を断 ち切 る よ うに高角 の分 岐断層 が動 くこ と，付加

体 の未 固結 の堆積 物 が 跳 ね上 が る こ と，付加 体 の 剛性 率 が低 い た めすべ り

量 が大 き くな るこ と， これ らが海 底 地殻 変動 の上 下成分 を増加 させ て津 波

を隆起す る こ とが 指摘 され てい た。付加 体 が津 波 地震 の発 生 に影 響 を与 え

て い る こ とを指 摘 す る知 見 は，平成15年 当時 の研 究 で大 勢 を 占め てお り，

本 件 地震 発 生 当時 にお い て も津 波 地震 を説 明 す る代 表 的 な モ デル で あ る

付 加 体 の存 在 と津 波 地 震 の発 生 が 関連 して い る こ とは 地震 学者 の 間 で 広

く共有 され てい た。

・ そ うす る と， 明治 三陸 地震 と同様 のMt8．2前 後 の地震 が海 溝 寄 り領

域 内の どこで も発 生 す る可 能性 が あ る と した 「長期 評価 」 の見解 は，付 加

体 の存 在 が 津 波 地震 の発 生様 式 と関連 して い る と考 え られ て い た こ とに

照 らせ ば ，同領域 にお ける北側領 域 と南 側領 域 との海底 地 殻構 造 の違 い と

は整 合 しな かっ た もの とい わ ざるを得 ない。

・ それ に もかか わ らず ， 「長 期評 価 」 は，平成21年3月 に公 表 され た一

部 改訂 版 を含 め， この 点 に対す る応答 を示 して い な か った の で あ るか ら，

Mt8．2前 後 の津 波地 震 が海 溝寄 り領域 内 の どこで も発 生 す る可 能性 が

あ る と した こ とについ て ，本件 地震 発生 前 の 時点 に おい て，十 分 な根拠 を

示 して いた とはい い難 い。

・ 「長 期評 価 」 の策 定 に関わ った者 を含 む 専 門家 らの評価 は，様 々 で あっ

て ， 「長 期評 価 」 の手 法や 見解 には多 かれ 少 な かれ無 条件 には賛 同 し難 い
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点が あ る こ とを示 す もの とい え，本件 地震発 生 前 の 時点 にお い て，津 波地

震 が海 溝 寄 り領 域 内 の ど こで も発 生 す る可能 性 が あ る と した こ との根 拠

につ い て は ，十 分 で は ない とい う見方 が複数 の専 門家 の 間 にあ った もの と

認 め られ る。

・ 以上 の とお り， 「長 期評 価 」の見解 は，本件 地 震発 生前 の時点 にお いて ，

一般 防 災 に おい て は取 り入れ られず ，原子 力発 電所 の津波 対策 の場 面 にお

い て も，保 安 院 は 「参考 情報 」 として扱 い， これ を積 極 的 に取 り入 れ る よ

う求 めず ，基盤 機 構 も これ を取 り入 れ る よ う求 めた こ とは な く，他 の電力

会 社 が これ をそ の まま 取 り入 れ る こ ともない な ど，原 子 炉 の安全対 策 を含

む 防災 対策 を考 える に当た り，取 り入れ るべ き知 見 で あ る との評価 を一般

に受 けて い たわ け で はなか っ た とい わ ざるを得 な い。

第4長 期評価 の見解 を踏 まえた被告東京電力 の対応について

1長 期評価公表後の被告東京電力 の対応について

土木 学 会 は ，平成14年7月 に地震 本部 に よって公 表 され た長期 評 価 の見

解 が上記 の よ うな性質 の もので あ った こ とか ら，これ を直 ち に確 定論 的 に取

り入 れ て 「津 波評 価技 術 」を改訂 等 す るこ とはせ ず ，同手法 の後継 研 究 と し

て検討 を開始 した確 率論 的津 波 評価 手 法 の中で （具体 的 には ロジ ック ツ リー

に お け る分 岐 項 目の一 つ と して）取 り扱 ってい く こ とと した。そ して ，被 告

東 京 電 力 を含 む 電気 事 業者 らも，そ れ に足並 み を揃 える形 で長期 評価 の見解

を確 定論 的津 波評 価 に基づ く津 波 対策 に直 ちに取 り入れ るの で はな く，確 率

論 の研 究 の 中で検 討 を進 めて い くこ と とした。

こ うした被 告東 京 電力 を含 む 電気 事 業者 らの判 断 は，土 木学 会 は もち ろん，

原 告 らが依 拠 す る地 震本 部 です ら，一連 の長 期評 価 を踏 ま えて最終 的 に策 定

した 「全 国 を概観 した地震 動予 測 地 図」 におい て ，三 陸沖 か ら房総 沖 に か け
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て の長期 評価 の見解 を確 定論 として は取 り込 まず ，確 率 論 にお け る一 知 見 と

して採用 す るに留 ま って い るこ と （丙A227の1～3） と も合 致 す る もの

で あ り，何 ら不合 理 な もの では ない とい うべ き であ る。 そ して ，被 告東 京 電

力 は ，そ の よ うな方 針 につ いて ，長期評 価 の見解 と 「津 波評 価 技術 」双 方 の

策 定 に関 わ ってい た佐 竹 教授 の意 見 も聴 取 し，保 安 院 に報告 を してそ の 了承

を得 てい る ところで あ る （丙B67） 。

この点 ， この ときの被 告東 京電 力 と保 安 院 とのや り取 りにつ いて ，被 告 東

京 電力 の担 当で あ った 高尾誠 氏 が ，保安 院 の担 当者 で あった川 原修 司氏 か ら

長 期 評 価 の見 解 に基 づ く津 波 シ ミュ レー シ ョンの 実施 を指 示 され た の に対

し，事 後 に 「谷 岡 ・佐 竹 の論 文 を説 明す るな ど して ，40分 間 く らい抵抗 し

た」 とメー一ル で報 告 して い る こ と （丙B67） を殊 更取 り上 げ，長期 評価 の

見解 を決 定論 的 に取 り入 れ るの を不 合理 に 阻止 した か の よ うな指 摘 もあ る。

しか し，電気 事 業者 と して，規 制機 関 で あ る保 安院 に対 し， 当時 の知 見 の状

況や 長期 評価 の見解 の性 質等 につ い て正確 な理 解 を求 め，適 正 な規 制権 限の

行使 を要請 す るこ とは 当然 の対 応 で あ る。 この時 の状 況 につ い て は， 当 時 ，

被告 東京 電 力原 子 力技 術 部 土木 グルー プ （後 に組織 改 編等 に よ り名 称 は変 更

され てい るが，以 下 で は時 点 を限 らず 「土 木 グル ー プ」 と して表記 を統 一す

る。 ）課 長 であ った酒 井 俊 朗氏 も， 「（長 期評 価 の 見解 につ い て） ち ょっ と

乱 暴 だ な とは思 い ま した」 （丙B115の1・141頁 ） ， 「根 拠 が， …技

術 的 な こ とに基 づ いて とい うこ とは ない」 （同）， 「阿部 さんや 佐竹 さん は

土木 学会 に入 って て， で ，彼 らは， これ必 要 だ と言 わ なか っ たの だか ら， こ

れ は論 理 的 に は多 分 要 らな いん じゃ ない か とは率 直 に思 い ま した け ど。 で ，

逆 に言 うと， も しそ の両 先生 が ， も とも とこれ は本 当 に切迫 性 が 高い ， あ る

い は必 要 だ と思 った ら， 要す るに土木 学会 の場 で言 え ばいい わ けで ，地震 本

部 で こ うい う検 討 をや って て， だか ら， これ は， こっ ちの ほ うの設 計津 波 を

取 り込 むべ きです よ と。 それ は，普通 は ，本 当 にそ う思 っ た ら言 うん じゃ な

いか な と。で ，それ は一 切 言 わ なか ったの だ か ら，工学 的 な設 計 とい う話 と，

68



地 震本部 が扱 う調 査研 究 可能性 とい うとこ ろは，お二 人 の 中で は線 引 きを さ

れ て るの で は ない か とい うこ とは思 い ま した」 （同145頁 ） と証 言 してい

る。

そ して ，被 告東京 電 力 は ，保 安 院 の理解 も得 た上 で，長 期評 価 の見解 と津

波 評価 技術 の双方 の策 定 に関 わ った佐竹 教授 とコン タク トを と り，長 期評 価

の見解 と 「津 波評 価 技術 」 とで想 定 津波 に関す る評価 が異 な ってい る理 由を

確 認 した ところ，長期 評価 の見解 は あ くまで従来 の津 波 に関す る知見 を変更

す る もので は な く，理 学 的 に否 定 で きな い もの と して発 生確 率 を計算 した に

留 ま り，そ の 当否 は知 見 の進 展 を待 つ趣 旨で 出 され た に留 ま る こ とを確認 し

た。 そ こで ，被 告東 京 電力 は ，土木 学 会 の対応 とも足並 み を揃 え る形 で，直

ちに長 期 評価 の見解 を確 定論 に取 り入 れ るので はな く，後継 研 究 で あ る確 率

論 の検 討 の 中に取 り入 れ て研 究 を進 め てい くこ と と した もの で あ る。 そ して，

か か る被 告 東 京 電 力 の 対応 が長 期 評価 の 見解 の性 質 に照 ら して 何 ら不 合理

で なか っ た こ とは，繰 り返 し述 べ て い る とお りで あ る。

2確 率論 的津波評価手法の研究進展について

土木 学会 津 波評 価部 会 は， 平成14年2月 の 「津波 評価 技術 」 の策 定 に よ

り第1期 の活 動 を終 えた後 ，引 き続 き，津 波評 価 の更 な る高度 化 を図 るた め，

平成15年6月 か ら平成17年9月 まで の第H期 ，及び 平成19年1月 か ら

平成21年3月 ま での第 皿期 にお い て， 「津波 評価 技術 」 の後継 研 究 と して

確 率論 的 津波 ハ ザー ド解 析 手法 の研 究 を進 めてお り，被 告東 京 電力 もそれ に

積 極 的 に参加 し，知 見 の進 展 に寄 与 してい た。

平成16年 には ，土木 学会 津 波評 価部 会 は ロジ ックツ リー作 成 のた め に長

期評価 の見解 も取 り込 ん だ重 み付 けア ンケー トを行 い （甲A207， 丙B1

14の4・ 指 定弁 護 士提 示 資 料111， 同124） ， そ の結 果 を踏 ま えて ，

被告 東京 電 力 は 同年12月 に東 電設 計株 式会社 （以 下f東 電設 計 」とい う。）
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に委 託 して既設 プ ラ ン トに対 す る津波 ハ ザー ドの解析 を行 ってい る （丙B1

15の1・68～69頁 ，丙B115の2・194～198頁 ， 乙B6・ 別

添資 料 ）。その 結果 ，本件 原 発 におい て津波 が敷 地 高 を超 える年 超過確 率 は，

10万 年 か ら100万 年 に1回 との試 算 結果 が 出 てお り，津波 対策 につ いて

何 らか の見 直 しを検 討 しな けれ ば な らな い よ うな結 果 で は なか った 。 な お，

原 子 力安 全 委員 会 （当 時） は，平 成18年4月 に原子 力発 電所 の炉 心 損傷 頻

度 （CDF） の 目標 値 と して10の マイ ナ ス4乗 ，す なわ ち1万 年 に1回 と

い う指標 を示 し （甲A114） ，それ が本 件事 故 後 の新規 制 基準 にお け る議

論 の土 台 に も され てい る （た だ し，敷 地 高 まで津 波 が遡 上 した と して も直 ち

に炉 心損 傷 に至 るわ けで はな いた め，津 波 が敷地 高 を超 え る年超過 確 率 と炉

心損 傷頻 度 は必ず しもイ コール では ない こ とに留意 す る必 要 が ある。 ）。

ま た，被 告東 京 電力 は， 平成18年7月 に米 国 フ ロ リダ州 マイ ア ミで開催

され た第14回 原 子 力 工学 国 際会議 （ICONE－14） にお いて ，長 期評

価 の見 解 も取 り入 れ た確 率論 的津 波 ハ ザー ド評 価 手 法 を試 行 的 に 実 施 した

いわ ゆ る 「マ イ ア ミ論 文」 （甲A41の1～2） を発表 して い る。 な お， こ

の点 に 関 して ，国会 事 故調 （甲A1）92頁 で は，JNESが 設 計 基 準水位

以 上 の津 波 が到 達す る頻度 を再計 算 した ところ，約330年 に1回 程 度 とな

った こ とが指 摘 され てい るが， 同参 考資料1．2．5に も記載 され て い る よ

うに， 当該再 計 算 は 防波 堤 の外 で評価 して しま って お り，不 正確 な試 算結 果

となっ て い る。

平 成20年 に は，土 木 学会 は第 皿期 の確 率論 の研 究 の 中で改 めて重 み付 け

ア ンケ ー トを行 い （丙A76） ，平成21年3月 には確 率論 的津 波ハ ザ ー ド

解 析 の 方法 （案 ） を取 り纏 め た （丙A207） 。 そ れ を踏 ま えて，被 告東 京

電 力 も平 成21年10月 に は東 電 設 計 に対 して 既 設 プ ラ ン トに 関す る新 た

な津 波 ハ ザー ド解 析 を依 頼 してい た （丙B114の3・289頁 ） 。

この点 ，か か る確 率論 的ハ ザ ー ド研 究 につい て は，IAEAが 本件 事 故後

の平成23年11月 に発 表 した報告 書 にお い て も 「津波 ハ ザー ドを評 価 す る
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た め に各 国で 適用 され てい る現在 の 実務 で はな い。確 率論 的 アプ ローチ を用

い た津波 ハ ザ ー ド評価 の手法 は提案 され て い るが，標 準 的 な評価 手順 はま だ

開発 され て い ない。 」 と評 価 してい る よ うに （乙A6・61頁 ） ，本 件 事故

後 の今 な おそ の手 法 が確 立 して い る とはい えな いが ，そ うした 中で も，被告

東京 電 力 は， 土木 学会 や他 の原 子力 事 業者 とともに 同手法 の発 展 に寄与 して

きた もの で あ る。

3耐 震 バ ックチ ェ ックにお け る長 期評 価 の見解 を踏 ま えた検 討 につい て

（1） 新 耐震 指針 の策 定 と耐震 バ ックチ ェ ック の指 示

平成18年9月19日 ，原子 力 安全 委員 会 （当 時）は，昭和53年 の 旧

耐震 指 針 策 定以 降 の地 震 学 及 び 津 波 工 学 に関 す る知 見 の 蓄積 や 耐 震 設 計

技術 の 目覚 ま しい改 良及 び進 歩 を反 映 し， 同指針 を改 定 した新 耐震 指針 を

公表 した （丙A10の2） 。

新 耐震 指 針 は ，耐震 設計 の基 本 方針 と して， 「施設 の供 用期 間中 に極 め

てまれ で は あるが発 生す る可能性 が あ り，施 設 に大 きな影 響 を与 え るお そ

れ が あ る と想 定す る こ とが適 切 な地震 動 を適切 に策 定 し， この地震 動 を

前 提 と した 耐震 設 計 を行 うこ と等 に加 えて，地震 随伴 現 象 で あ る津 波 にっ

いて も， 「施 設 の供 用期 間 中に極 めて まれ で はあ るが発 生す る可能 性 が あ

る と想 定す る こ とが適切 な津波 に よって も，施設 の安全機 能 が 重大 な影 響

を受 け るお それ が ない こ と」 を求 め てい た。

平成18年9月20日 ，保 安 院 は，かか る新 耐震 指針 の公 表 を受 け ，原

子力 事業 者 等 に対 し，既 設 の発 電用 原子 炉施 設 につ いて ，新 耐震 指針 を踏

まえた 耐震 バ ックチ ェ ックを実施 し，そ の結果 報告 を求 め る と ともに，耐

震バ ックチ ェ ックの基本 的 な考 え方や 具 体 的評価 方 法 ，確認 基 準等 を示 し

たバ ックチ ェ ックル ール を公表 した （乙A5） 。 か か る耐震 バ ックチ ェ ッ
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ク は， あ くまで既設 発 電用原 子 炉施 設 につい て は従 来 の安全 審 査等 に よっ

て耐震 安 全性 が十分 に確保 され て い る こ とを前 提 に，安全性 に対 す る信頼

の一 層 の 向 上 を図 る こ とを 目的 と して指 示 され た も ので あ っ た が （乙A

5・1頁 ） ，地震 随伴現 象 で あ る津 波 の想 定 につ いて は， 「敷 地 周辺 の既

往 の津 波 の被 害状 況 ，プ レー ト境 界付 近及 び 日本 海東 縁部 にお け る津波 の

発 生 状 況 ，海 域 の活 断層 を考 慮 し，施 設 の供 用期 間 中に極 めて まれ で は あ

るが発 生す る可能 性 が あ る津 波 を想 定す る。 ま た， 日本近 海 の み で はな く

チ リ沖 な ど敷 地へ の影 響 が否 定 で きない遠 地 津波 も考慮す る」 こ と とされ

て い た （乙A5・ 別 添44頁 ）。

（2） 本 件 原発 のバ ックチ ェ ック に向 けた対応 方針 の検討

本 件 原発 の耐震 バ ックチ ェ ック は，被 告 東京 電 力本 店原子 力 ・立 地本 部

下 の原 子 力 設備 管理 部 新 潟 県 中越 沖地 震 対 策 セ ン ター 土木 グル ー プ が 所

管 し， 主 と して 同 グル ープ のマ ネー ジ ャー で あ った酒井 俊 明氏 （以 下 「酒

井GM」 とい う。 ） と， そ の部 下 で あ った 高尾誠 課 長 （以 下 「高 尾課 長 」

とい う。 ） が これ を担 当 した。

保 安院 が示 したバ ックチ ェ ックルー ル で は，バ ックチ ェ ッ ク実施 の前提

とな る津 波解 析 手法 につ い て ，決 定論 で あ る 「津 波評 価技 術 」 と同様 の手

法 を提 示 してお り （乙A5・ 別 添44～45頁 ， 甲A2・389頁 ） ，土

木 グル ー プで は， 当時 の最 新 の知 見 を反 映 させ て評価 す る とい うこ とで認

識 は一 致 して いた。 他方 で ，平成14年7月 に地震本 部 が公 表 した長 期 評

価 の見解 につ いて は ，当時 は まだ確 率論 的津 波評 価 手法 の 中 で研 究 が続 け

られ て い た もの の，そ の手 法 は なお確 立 して い る状況 に はな か った。 そ の

た め， バ ックチ ェ ック実施 に あた り，長 期 評価 の見解 を 「最新 の知 見」 と

して取 り込 んで評 価 を実施 す べ きか が課題 に なっ た （丙B115の1・6

頁 ）。
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グル ー プ マ ネ ー ジ ャー と してバ ックチ ェ ック手 続 を統 括 して い た酒 井

GMは ，長期 評価 の見 解 が三 陸沖 か ら房 総 沖 にか けて の海 溝 寄 り領 域 を一

体 と見倣 す こ とや ，同領域 の どこで も明治 三陸 地震 と同様 の津 波地 震 が発

生 す る と してい る こ とにつ い て， 当時 は少 な く とも海溝i寄 り領 域 を北 部 と

南 部 に分 け る とい う考 え方 が趨 勢 的 で あ る状況 で何 ら理 学 的論 拠 を伴 う

もの で はな く， 工学 的 に は取 り入 れ る必 要 がな い と考 えてい た （丙B11

5の1・86－2頁 ，127頁 ，丙B115の2・190頁 ）。 しか し他

方 で ，バ ックチ ェ ックの審査 担 当者 に は，長 期 評価 の見解 の策 定 に直 接 関

わ った地震 学 の権 威 で あ る阿部 教授 が お り，長 期評 価 の見 解 を全 く考慮せ

ず にバ ックチ ェ ック を行 った場 合 ，その積 極 的論拠 につ い て説 明 を求 め ら

れ る可能 性 が あっ た。 そ して ，理 学 的 に発 生 が否 定 で きな い との意 見 を覆

す の は事 実 上不 可能 で あ り， 万一 ，そ のま ま耐震 バ ックチ ェ ックが通 らな

か った場 合 ，最 終 報 告 まで に対策 が 立 て られ て い ない とプ ラ ン ト停止 とい

う最 悪 の事 態 に追 い込 まれ るこ とが危 惧 され た。 そ のた め， 土木 グルー プ

として は， バ ックチ ェ ックにおい て は，事 実上 ，長期 評価 の見解 も取 り入

れ て評価 せ ざるを得 な い と考 えてい た。 この時 の 心境 につ い て酒井GMは ，

「直感 的 に，先 方 が 明確 な根拠 を示 して いな い以 上 ， こち らか らまた それ

を覆 す根 拠 を出す のは非 常 に難 しい だ ろ うな とい うのが1点 目，それ か ら，

保安 院 のバ ックチ ェ ッ クを行 う委 員会 の 中で，地震 本 部 でか な り中 心 とな

って 評 価 結 果 を ま とめ て い た 当時 の東 大 の 地震 の 権威 の 阿 部 先生 が い ら

っ しゃ るの で，地震 本 部 の見解 を無 視 してバ ックチ ェ ック を行 うとい うこ

とは ，事実 上非 常 に難 しい とい うか ，なぜ採 用 しな いの か と言 われ た とき

に，答 えが ない だ ろ うな とは思 い ま した。」 （丙B115の1・16頁 ），

「も と も と地 震 学 的 に明確 な根 拠 を示 さず に どこで も起 き る とい う考 え

の人 た ち に対 して ， こ うだ か らここで しか起 きない んだ と言 って説得 す る

の は，やや 悪 魔 の証 明的 に非 常 に難 しいの で， これ はバ ックチ ェ ックの審

査 の 中で， これ を使 わ ない とき に，なん で使 わ ない んだ とい う根 拠 も難 し
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い し， これ は， だ か ら科 学 的 な とい う意 味合 い で の根 拠 が示 され てい る ，

根 拠 を示 して くれ れ ば ちゃ ん と議 論 で き る と思 うけれ ども，根拠 は示 され

て いな い の で難 しい けれ ども， これ は審 査 の中で覆 す の は， もっ と難 しい

か ら， これ は，取 り入 れ ざ るを得 な い」 （丙B115の2・165頁 ） ，

「審 査 の 中でぽ ん と高 くな る と，今 まで ，そ こま でや って た検討 が全 部 水

の泡 とい うか， に なっ て，手 戻 りが とてつ もな く発 生 して， だ か ら，相 当

程 度 の戦 え る根拠 がな い と， あん ま り低 く出 るの が分 か り切 って い るモデ

ル は使 い た くない。結 局 それ も社 内的 に も非 常 に時 間 も金 も，い ろん な も

のを ロ ス します か ら， だか ら，結 局 白黒 つ け られ ない以 上 は，安全 サ イ ド

とい うか ， そ っち でや る しか選 択肢 はな かっ た。 」 （同182頁 ） と証 言

して い る。

この 点 ，バ ックチ ェ ックにお い て どこま で の知 見 を取 り入 れ るか は他 の

原 子力 事 業者 とも足並 み を揃 え る必要 が あ るた め，被 告東京 電 力 は， 同 じ

日本海 沿 岸 に原 子 力発 電所 を有す る東 北 電力株 式 会社 ， 日本 原 子力発 電 株

式 会社 及 び 日本 原 子力 研 究 開発機構 （JAEA） とも この点 に 関す る四者

協議会 を 定期 的 に開 い てい た が，長 期評 価 の 見解 の取扱 いにつ いて は原 子

力事 業者 の 間で もス タ ンス が定 ま って い なか った。

（3） 今村 教 授 か らの聴 取

保 安 院 に よる耐 震 バ ックチ ェ ックの指 示 か ら約10か 月 が経 過 した 平

成19年7月16日 ，新 潟 県 中越 沖地震 が発 生 し，一部 の原 子 力発電 所 で

基 準地 震 動 を超 え る地 震動 が観 測 され た こ とで ，全 国 のプ ラ ン トで 耐震 性

の確認 や 安 全対 策 が急 務 とな り，保 安 院 の指示 に よ り更 な る調 査 ・解 析 が

全 国で 同 時 に実施 され る こ とにな った。 そ のた め，耐震 バ ッ クチ ェ ック の

ス ケ ジ ュール は大 幅 に遅延 す る こ とが不 可避 的 な状 況 に あっ た。

そ うした 中，高尾 課長 は，平成20年2月26日 に，阿部教 授 と同 じく
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保 安 院 のバ ックチ ェ ック審査 を担 当 して いた今 村教 授 の下 を訪 問 し，バ ッ

クチ ェ ッ クの 中 で長 期 評 価 の 見解 を ど う取 り扱 うべ きか サ ウ ンデ ィン グ

（意 見聴 取） を行 っ た。

これ に対 し，今村 教 授 は，福 島県 沖海 溝 沿い で大 地震 が発 生す る こ とは

否 定 で き ない ので ，波源 として 考慮 す るべ きで ある との見解 を述 べ た （丙

B114の4・ 指 定弁護 士提 示 資料63） 。 もっ とも， この時 の今村 教授

の真意 と して は，今村 教授 自身 が刑 事手 続や 東京 高裁 の証 人 尋 問手続 にお

い て繰 り返 し証 言 して い るよ うに，長 期 評価 の見解 を取 り入 れ てバ ックチ

ェ ックや 津波 対 策 を行 うべ き とまで考 えて いた わ けでは な く，長 期評 価 の

見解 に対 して は相 当の違和感 が あ り，そ のま ま取 り入れ る こ とはで きない

と考 えてい た ものの ，一応 は 国 の機 関 に よる提 言 で あ る以上 ，波 源 として

取 り入れ て試 算 だ けは行 って お き，社 内 で影 響 の度 合い だ けで も把 握 して

お くべ き とい うもの で あった （丙B77の1・83～85頁 ，丙B101

の1・79～80頁 ）。

しか し，今村 教授 の見解 を字句 どお り受 け取 った 高尾課 長 は ，そ の 旨を

社 内で報 告 した。 そ して，か か る報 告 を受 けた酒 井GMら は ，保 安 院 のバ

ックチ ェ ック審 査 を担 当す る専 門家 が 直接 「波源 として考 慮す べ き」 と考

えて い る以 上 ， もはや 長期評 価 の見解 を取 り入 れず にバ ックチ ェ ック を通

す こ とは不 可 能 で あ る と判 断 し，土 木 グル ープ の方針 と しては ，長 期評 価

の見解 も取 り入れ て津 波評価 を行 って い くこ とが確認 され た。 この 時 の状

況 につ い て ，酒 井GMは 「今村 先 生 は保 安 院 のバ ックチ ェ ックの審 査 に関

わ る先 生 です か ら，そ の方 が考慮 す べ きで あ る とい うふ うに， も う考慮せ

ざる を得 な い とい うふ うに考 えま した。 」 （丙B115の1・36頁 ） ，

「審査 す る人 が 入れ う と言 っ て るん だか ら入 れ ざるを得 ない 」（同37頁 ），

「今村 先 生 がや らな き ゃ駄 目だ と言 った ら， 土木調 査 の 中で ，や っぱ りや

め よ うぜ とい う話 に な るはず が ない」 （同47頁 ） と述 べ て い る。
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（4） 平成20年 試 算 につ い て

他 方 で ，被 告東 京 電 力 は， 今村 教授 との面 談 に先 立っ 平成20年1月1

0日 に， ひ とまず社 内で議 論 を行 う前提 として ，長 期評価 の見解 を取 り入

れ た場 合 に津波試 算 結 果 が どの程 度 に な るか を把 握 す るべ く，既 に東 電 設

計 に対 して長期評 価 の見解 を踏 ま えた本件 原 発 に係 る津 波評 価 を委 託 して

い た。 これ を受 けた東 電設 計 は，福 島県 沖 か ら房 総 沖 に かけ ての 日本海 溝

寄 りの領 域 に明治 三 陸地震 の 断層モ デル の位 置及 び走 向 を変化 させ た15

ケー ス を設 定 した概 略パ ラメー タス タデ ィを行 い ，そ の うち最 も高 い津 波

高 さが算 出 され た ケ ー スにつ いて ， さらに上縁深 さ，傾 斜 角 ，すべ り角 を

変化 させ た詳細 パ ラメー タス タデ ィを実施 し，そ の結 果 ，本件 原発 の敷 地

南側 （O．P． ＋10メ ー トル ） 前面 にお い て最 大15．7メ ー トル の 津

波 高 を算 出 した （い わ ゆ る 「平成20年 試 算」 。 丙B115の3・ 指 定 弁

護 士提 示 資料34～38） 。 そ して， 当該試 算 結 果 を， 高尾課 長 が今 村 教

授 を訪 問 した後 の平成20年3月18日 に土木 グル ー プ に報告 した。

も っ とも，か か る報 告 を受 けた酒 井GMは ， も とも と長 期評 価 の 見解 自

体 に地震 学 的 に根 拠 が な く， バ ックチ ェ ック を速 や か に通 した い，試 算 を

してお い た方 がバ ックチ ェ ック審 査 もス ムー ズ に行 くだ ろ うとい う考 え で

試 算 を依 頼 して い た に留 ま る上 ，酒井GMと して は， そ もそ も福 島県沖 に

明治 三 陸 地震 の波源 を移 動 させ て試算 す る こ と自体 が相 当程 度 の裕 度 を考

慮す る こ とを意 味す るた め ，それ に加 えてパ ラメー タス タデ ィま で実施 す

るの は 土木 学会 の解 析 手 法 に対 してか な りの乖離 が生 じて しま うの では な

い か と考 えてお り，東 電設 計 か ら試算 結 果 の報告 を受 けて も現 実 に それ ほ

どの津 波 が 来 る とは認 識 しなか った （丙B115の1・44頁 ，127頁 ，

丙B115の2・183頁 ） 。

な お ，土 木 グル ー プ では ，今村 教授 との 面談 結果 を踏 ま え，長期 評価 の

見解 を取 り入れ て 津波 評価 を した場 合 に は津 波 対策 は不 可避 で あ る と判 断
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し，平成20年4月 以 降 ，東 電設 計 と ともに，O．P． ＋10メ ー トル 盤

上 での 防潮 堤設 置 や ，沖合 防波堤 の設 置 な ど， ドライ サイ トコンセプ トの

範 囲 内で の対策 検 討 を進 めてい た （丙B114の1・85頁 ～110頁 ，

丙B115の1・58～75頁 ，丙B116の1・42～74頁 ）。また ，

O．P． ＋4メ ー トル盤 に設 置 され た 非 常用海 水 ポ ンプの津 波対 策 な どを

検討 して い た が （同） ， あ くまで 平成20年 試 算 にあ る よ うな津波襲 来 の

切迫 性 が現 に あ る とまで は考 えて い なか っ たた め， 本訴訟 で原 告 らが主 張

して い る よ うな ドライサ イ トコンセ プ トか らは必 ず しも導 かれ ない敷地 高

へ の津波 の遡 上 （ウェ ッ トサ イ ト） を前 提 に した重 要建 屋 の水 密化 や 高所

移 設 とい った検 討 は して い なか った。

（5） バ ックチ ェ ックにお ける会社 として の対応 方針 の決 定

平成20年7月31日 ，土木 グル ー プ は，それ ま で の検 討結 果 を踏 ま え ，

武 藤栄 副 本部 長 （以 下 「武 藤 副本部 長 」 とい う。 ） ら経 営 陣 へ の方 針説 明

を行 った。 当該 説 明 に あた り，酒 井GMら は武藤 副本 部長 らに対 して， そ

れ まで長 期 評価 の見解 は確 率論 の 中で 取 り扱 われ て きた が， 今 回のバ ック

チ ェ ックの 中で ど う取 り扱 うかが 問題 に な って い る こ と，長 期評 価 の見解

につ いて は これ を基 礎 付 け る理 学 的知 見 は な く，信 頼性 に乏 しい もの の，

バ ッ クチ ェ ックの審 査 担 当者 が今 回 のバ ックチ ェ ックにお い て取 り入 れ る

べ き と言 っ て い る こ とを特 に強調 して説 明 した （丙B115の1・61頁 ，

丙B115の2・187～188頁 ，204頁 ） 。

これ に対 し，酒 井GMの 説 明を受 けた武藤 副 本 部長 は，単 にバ ックチ ェ

ックをス ムー ズ に進 め る とい う形 式 論 の みで信 頼 性 の乏 しい長 期評価 の見

解 を取 り入 れ る こ とに疑 問 を呈 し，信頼 性 が ない とい うので あれ ば改 め て

学 会 で議論 を して も らって は ど うか ，学 会 で議 論 して も らい ， それ に よっ

て 出 され た知 見 に対 しては被 告東京 電 力 は確 実 に対応 を とる とい うこ とを
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審 査担 当者 に しっか りと説 明 し，理解 を得 て は ど うか との提 案 を行 った （丙

B115の1・86－2頁 ，95頁 ）。 かか る武 藤 副本 部長 の提案 にっ い

て は， 実務 レベ ル で検 討 を進 めて いた酒 井GMら と して も 「波 源 の モデ ル

を ど うす るか とい うの は， も とも とす ごい過 大認 識 を してい た ので ， まず

合 理 的 だ と思 い ま した。 …学 会 に おい て ，波源 の信 頼性 を確 認 した 上 で，

それ に基づ いて対 策 を とる と。 それ は，一 定 の合理 性 は あ る」 ， 「技術 的

に しっか りした モデ ル で ちゃ ん と評 価 を して 対策 を とる とい うの は，極 め

て合 理 的 」 （丙B115の2・204～208頁 ）と考 え られ た こ とか ら，

以後 はそ の よ うな対応 方針 を とるこ とが決 定 され た。

そ の後 ，被 告東 京 電 力 は， かか る方針 を四社 会 議 にお い て も報告 し，バ

ックチ ェ ックにお い て長期 評価 の見解 を直 ち に取 り入れ るの で はな く，津

波 評価 技 術 に よる津波 評価 で 対応 す る こ とを説 明 し，特 に異論 はな い との

回答 を得 た 。 そ して ，被 告東 京電 力 は ，平成20年9， 月10日 ，電気 事 業

連 合 会 土木 技術 委 員会 にお いて ， 土木学 会 に対 して電 力共 通研 究 と して 長

期評価 の見 解 の取 扱 い も含 む 「津 波 評価 技術 」 の高度化 を委託 す る こ とを

提案 し， 了承 され た （丙B114の4・ 指 定弁 護 士提 示資 料136～13

9） 。

（6）被告東京電力 の対応方針 に対す る専門家 の評価 について

上記 の とお り，被 告 東京 電力 は， バ ックチ ェ ック の対 応方 針 を検 討 す る

中で，長 期 評価 の見解 につ いて は これ を直 ちに取 り入 れ てバ ックチ ェ ック

や津 波対 策 を行 うので はな く， 専 門機 関 で あ る土 木学 会 にそ の 取扱 い にっ

い て審議 を委託 し，一 定の コンセ ンサ ス を得 た上 で対 応す る とい う方針 を

とっ た。 か か る被 告 東京 電力 の対応 は，長 期評 価 の 見解 の性 質 を踏 ま えれ

ば十分 に合 理 的 な もので あ り，社 内 の所 管部 署 で はバ ックチ ェ ックをス ム

ーズ に通 す とい う観 点 か ら様 々 な意見 が あ る中で，議 論 を重 ね，最 終 的 に
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社 と して経 営 判 断 を行 った もの で あ り，何 ら違 法 と評 価 され る よ うな もの

で はない。

実 際 ，被 告 東京 電 力 は， かか る対応 方針 につ いて複 数名 の専 門家 に報告

してい るが ， それ に対 して被 告東 京 電力 の対 応 で は不十 分 で あ る と述 べ ，

本 訴訟 で原告 らが 主 張 して い る よ うに長 期評 価 の見 解 を踏 ま えて 直 ち に対

策 を取 るべ きで あ る とか， 津波襲 来 の切 迫性 が あ るた め ドライ サ イ トコ ン

セ プ トを度外 視 して敷 地 高 へ の津波 遡上 （ウェ ッ トサ イ ト） を前提 に した

水密 化や 高 所配 置 等 の暫 定 的対 策 を取 るべ き と述べ た専 門家 は一 人 もいな

か った （丙B114の3・277～280頁 ） 。特 に，前 述 の とお り事 前

に被 告東 京 電 力か ら相談 を受 けて い た今 村 教授 は，平 成20年10月28

日に上 記対 応方 針 につ い て報告 を受 けた 際， 「推本 の津 波 につ い て は，今

回 のバ ックチ ェ ックで 波源 と して考慮 しな くて もよい。 バ ックチ ェ ックで

は扱 い に く く，か な り過 大 で ，非 常 に小 さい可 能性 を追 求す るの は ど うか。」

と長期 評価 の見解 を具 体 的 に取 り入れ る こ とにつ い て積極 的 に否 定 的見解

を述べ てお り （丙B114の4・ 指 定弁護 士提示 資 料145） ，今 村 教授

の真意 も当初 か らそ の よ うな もの であ った こ とが窺 え る。 ま た ，今村 教授

は，東 京 高裁 で行 われ た証 人尋 問 におい て も，被 告 東 京電 力 の対応 方 針 に

っ いて ， 「試 算 を し， 主要建 屋 の敷 地高 を超 え る水 位 が算 出 され た の に，

対策 を とって い なか った こ とが問題 の先 送 りで あっ たか の よ うな指 摘 が さ

れ てい る との こ とで す が ， 当時， 私 が津 波 工学者 と して ア ドバ イ ス を した

とお り，念 のた め に試 算 を して影 響 を把 握 してお くこ と と，具 体 的 に対 策

を取 るこ とは別 問題 で あっ て， この よ うな試 算 が あっ て も科 学 的 な コンセ

ンサ ス がな い もの で あ る以上 ，直 ちに この試 算 を前 提 に した津 波対 策 をす

べ きで あ った とは考 えて お りませ ん。 」 （丙B30・33頁 ） ， 「試 算 の

前 提 とした知 見 に科 学 的 な コンセ ンサス が ない 以上 ，複 数 の 専 門家 に調査

検 討 を依 頼 す るな ど して科 学 的な コンセ ンサ スの有 無 を詰 めて い く作業 を

す るべ きで， その 上 で試 算 結果 の前提 とな る知 見 に科 学 的 コ ンセ ンサ スが

79



得 られ た段 階 で具 体 的 な対策 の検 討 に入 っ てい くべ きで あ る と思 い ます 。」

（同） ， 「試 算 を把 握 した東京 電 力 が，直 ちに対策 をす る とい う方 向 に舵

を切 らず ，専 門家 に対 し， さ らな る調 査検 討 を依 頼す る方 向で動 い たの で

あれ ば， それ は先送 りで は な く， 工学 的 に は正 しい行 動 で あ った と評 価 さ

れ るべ きです 。 」 （同33～34頁 ） ， 「 （長 期 評価 の見解 につい て専 門

機 関 で あ る土木 学 会 に審議 を委託 した こ とにつ い て）妥 当だ った と思 い ま

す。 先 ほ どの津 波 小委 員 会 の評価 の ほ うの第1期 か ら第 皿期 まで のプ ロセ

ス とい うのが本 当 に必要 な もので あ りま した ので ，そ れ を踏 ま えて き ちん

と評価 をす べ きだ と思 っ てい ま した。 」 （丙B101の1・80頁 ） と繰

り返 し証 言 して い る。

また ，原 子 力 工学 の 専 門家 で あ る岡本 孝 司教 授 （以 下 「岡本 教授 」 とい

う。 ） も，本 訴 訟 の た めに提 出 した意 見 書 にお いて 「精 度 ・確度 が 高 くな

い ので あれ ば ，対 策 の必 要性 や緊 急性 を確 認 す るた め ，更 に専 門家 に検 討

を委 託 す るな ど して対 応 を検 討す るのが 原子 力 工学 の考 え方 で は合 理 的 で

あ る と考 えます 。 」 （丙B11・8頁 ） ， 「人 的資 源 の 問題や 時 間的 な 問

題 と して， 緊 急性 の低 い リス クに対 す る対策 に注力 した結 果 ，緊急 性 の 高

い リス ク に対 す る対 策 が後 手 に回 る とい った危 険 性が あ るた め，果 た して

そ の試 算 に よる安 全 対策 が必要 なの か ど うか ， また そ の緊急 性 が高 い も の

で あ るの か を確 認 しなけれ ば，そ の優 先順位 す らも判 断 で きない か らです 。」

（同8～9頁 ） と し，被告 東京 電 力 の対応 方針 の合 理性 を全面 的 に肯 定 し

て い る。

第5土 木学会津波評価部会 （第IV期 ）における審議経過 について

1土 木学会津波評価部会 （第IV期 ）では海溝寄 り領域 にっ いて北部 と南部で

区分す る方 向で議論 が進 め られ ていたこと
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土木 学会 津波 評価 部 会 は，被告 東 京電 力 を含 む電 事連 か ら審議 委託 を受 け

て ，平成21年11月24目 の第1回 会 合 よ り， 「津 波評価 技術 」 の 改訂 等

に向 けた第IV期 の審議 を開始 した。

ところで ，当該 時 点 まで には ，少 な く とも海溝 寄 り領域 の北 部 と南 部 とで

は地 体構 造 を異 に し，福 島 県沖 を含 む南 部領 域 で は津波 地震 を引 き起 こす と

され て い た海 底構 造 が存 在 しな い こ とが 実 地調 査 を もって確認 され てお り，

平成20年 の津 波評 価 部会 （第 皿期 ） で行 われ た重 み付 けア ンケー トにお い

て も， 「過 去 に発 生 例 が あ る三 陸沖 （1611年 ，1896年 の発 生領 域 ）

と房 総 沖 （1677年 の発 生領 域 ）で の み過 去 と同様 の様 式 で津波 地 震 が発

生 す る」 が40パ ーセ ン ト，F活 動 域 内 の どこで も津波 地 震 が発 生 す るが ，

北 部領 域 に比 べ南 部 で はすべ り量が 小 さい （北部 赤枠 内で は1896モ デル

を移 動 させ る。南 部 赤枠 内で は1677モ デル を移 動 させ る）」 が35パ ー

セ ン トを 占め てい た （丙A76） 。

土木学 会津 波 評価 部 会 は， こ うした知 見 の進 展 も踏 ま えて審議 を重 ねた 結

果 ，本 件 地震 発 生 直前 の平成22年12月7日 に行 われ た第2回 会 合 にお い

て ， 日本海 溝 寄 り領 域 に設定 す る波 源 モ デ ル につ き， 北部 と南部 を分割 し，

各領域の どこで も津波地震は発生す るが，南部では北部に比べ てすべ り量が

小 さいこ と，南部 については延宝房総 沖地震 を参考 に波源モデル を設 定す る

こ とが幹 事 団か ら提 案 され ，特 に異 論 は 出 され なか った （丙B114の4・

指 定 弁 護 士 提 示 資 料173～174） 。

この よ うに，本件 地 震 直前 の時 点 で は，既 に平 成20年 試 算 の前提 とな っ

た 「海溝 寄 りの どこで も明治 三 陸地震 と同程 度 の津 波地震 が発 生 す る」 との

長 期評価 の見解 は専 門家 の間で既 に支持 され な くな ってい た。 そ うで はな く，

同領 域 につ いて は 北部 と南部 とに区別 し，福 島県 沖 を含 む南 部 で は，仮 に津

波 地震 が発 生 す る と して も北部 に比 べ てす べ り量 が小 さい とい う方 向で 議

論 が進 め られ てい た ので あ る。

した が って ，本件 事 故 直前 の この よ うな検討 状 況 に も拘 らず ，原 告 らが平
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成14年7月 の長期 評 価 の見解 公 表後 ，速 や か に これ を取 り入 れ て原告 らが

主 張 す る よ うな具 体 的 な津 波 対策 を講 じるべ きで あ っ た と主 張 して い るの

は （原告 ら準備 書 面 （33） ， 同 （79） ， 同 （80） 等 ） ， この よ うな本

件事 故 以前 の専 門的 ・科学 的知 見 の状 況 か らあま りに も乖離 した主 張で あ り，

明 らか に失 当で あ る。

2海 溝寄 り領域南部 に関す る波源 モデルの検討状況 について

他 方 で， 土木 学会 にお いて は，海 溝 寄 りの南 部領 域 にお い て は，上記 の と

お り延 宝房 総 沖 地震 を参 考 に波源 モ デ ル を設 定す る方 向で 議 論 が進 め られ

て いた が， 実 際 に同地 震 を どの よ うに参 考 に して波 源 を設 定す るか につ いて

は， まだ議論 の途 上 に あ り，未 だ具 体 的な対 策 に取 り込 め る よ うな状 況 には

なか った。

延 宝房総 沖 地震 につ いて は，長 期評 価 の 見解 が公 表 され た平成14年 時 点

で は，ま だ波源 の位 置や そ の性 質等 が よ く分 か ってい なか っ た。 その 後 ，平

成17年 には， 中央 防 災会議 が推 定沿岸 津 波高 に基 づ いて延 宝 房総 沖 地震 の

イ ンバー ジ ョン解析 を行 い，波 源 モデ ル を試算 す るな ど して い たが （甲A2

00） ， 同年12H27日 ，延 宝 房総 沖地 震 の影 響 を最 も受 け る茨 城 県 は ，

沿岸 部 にお け る津 波 浸水想 定 区域 の検討 を行 うた め，三村 信 夫茨 城大 学 教授

を委員 長 ，今村 教授 を副 委員 長 ，佐竹 教 授 ほか3名 を委 員 とす る検討 委 員会

を設置 し，延 宝房 総 沖地震 を想 定震源 とす る調査 を実施 した （丙B122） 。

そ の結 果 ， 同委員 会 は，文 献調 査 に基 づ く沿岸 部 の被 害状況 か ら津 波 浸水 高

を推 定 し，中央 防 災会議 の上記 波源 モ デル のす べ り量 を1．2倍 にす る と沿

岸 部 の推 定浸水 高 を よ く説 明で き る として ，平成19年3月 に その調 査結 果

を学会 誌 で 報告 した （甲A200。 以 下 「茨城 県 波源 モデ ル 」 とい う。 ）。

か か る茨 城 県波源 モデ ル は，延 宝房 総 沖地 震 を上 下2つ の異 な る波 源 に よ

り再現 してお り，上側 の波源 は津波 地震 タイ プ （プ レー ト間地 震） と考 え ら
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れ る もの の， 下側 の波源 は海溝 寄 りで はな く陸寄 りで発生 してお り， 断層 幅

も広 い こ とな どか ら，通 常 の逆 断層地 震 タイ プで あ り，南 の フィ リピン海 プ

レー トの影 響 も受 けて い る と考 え られ た （丙B77の1・24頁 ，丙B10

1の1・24～26頁 ）。 もっ とも，か か る茨 城 県波源 モデ ル は，八 丈 島や

知 多 半 島 にお け る浸 水 高 ま で説 明 で き るか に つ い て は検 証 対象 と して い な

か っ た上 ，千葉 県 か ら福 島県 にか けて の沿岸部 の浸水 高 につ い て も十 分 に再

現 で き ない とい う問題 が あ った。

か か る平成19年3月 に発 表 され た茨城 県波源 モ デ ル は，延 宝房総 沖 地震

につ い て 当時 の最新 の研 究成 果 に基づ く知 見 で はあ った が，沿岸 部 の津 波痕

跡 か ら確認 され る浸水 高 を十 分 に再現 しきれ てお らず ，その適 用 に は さ らな

る検 証 が必 要 と され て いた。 それ に加 えて，特 に当該 波源 モ デル を参 考 に 日

本 海溝 の南 部領 域 にお け る波 源 モデル を検 討 す るに あた って は，地震 地体 構

造 の 同一 性 が 認 め られ ない フ ィ リピン海 プ レー トの影 響 を受 け て い る下側

の波源 は切 り分 け るの か， マ グニ チ ュー ドは ど うす るのか な ど， さらな る堆

積 物調 査や 理 学 的基礎 デー タの蓄積 と，それ らを踏 ま えた議 論 が必要 な状 況

に あった （丙B101の1・24～26頁 ，81～82頁 ， 丙B77の1・

87～88頁 ） 。

この点 ，被 告東 京 電 力 は，バ ックチ ェ ックの検討 を進 め る 中で ， あ くまで

内部検 討 の一環 と して，平 成20年3月 には茨 城 県波源 モ デル を用 い た津 波

評 価 を行 い，本 件原 発 立 地 点 におい てO．P． ＋4．7メ ー トル との評価 結

果 を得 て い た。 また ， その後 の平成20年7月31日 に は，津波 評価 技術 で

示 され て い た延 宝房 総 沖地震 の波源 モデ ル につ い て，最 新 の知 見で あ る茨 城

県 波源 モ デル を踏 ま えて浸 水 高 の再現性 を よ り高 め るた め，津 波評価 技術 の

波 源 モ デ ル を 北 に80キ ロ メー トル 延 長 したモ デ ル を用 い た 津 波試 算 を委

託 し，東 電設 計 は ，詳細 パ ラメー タ スタデ ィを行 っ た上 で敷 地南側 にお いて

O．P． ＋13．5メ ー トル との評 価 結果 を算 出 し，平成20年8月22日

に被 告東 京 電力 に報告 して いた （丙B114の4・ 指 定 弁護 士提示 資 料13
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1～134） 。

もっ とも，延 宝房 総 沖地 震 につ いて は ，今村 教授 も証 言す る とお り，平成

19年 以 降 に な って よ うや くこれ だ け の議 論 や 検 討 が 開 始 で き るだ けの 知

見 の集積 が あ った もの で あ り （丙B101の1・22～23頁 ） ，本件 事 故

の時点 で確 定論 的 に津波 対策 に取 り込 め る よ うな状況 には なか った。

3被 告東京 電力が土木 学会 にお ける審議 状況 を踏 まえて津波対策 の検討 を

開始 していた こと

他方 で，被 告 東京 電 力 も， 土木学 会津 波評 価 部会 （第IV期 ） の審議 結 果 が

最終 的 に 出 され るま で座視 して いた わ けで はな い。

被 告東 京 電 力 は， 平成19年7月 の新潟 中越 沖 地震 か ら得 られ た知 見 ・教

訓 を発 電所 の安全 対 策 に反 映すべ く，同年10月 に原 子力 ・立 地本 部 内 に 「新

潟 県 中越 沖地 震 対策 セ ンター」を設置 し，免震 重要 棟 の設 置や 消 防車 の配備 ，

建屋 送 水 口の設 置 とい った 安全 向上 対策 を水平 展 開 してい た が，平成21年

11． 月24日 よ り：津波評 価 部会 にお け る審議 が開 始 され て 以 降， その審 理 状

況 を踏 ま え て 速 や か に対策 検 討 を行 え る よ う，上 記 セ ン ター を主 体 と した

「津 波対 策 ワー キ ン ググル ー プ」 を社 内に新 た に設置 した。

そ して， か か る 「津 波対 策 ワー キ ンググル ー プ」 では ，土木 学 会津 波評 価

部会 で の審 議 状況 を踏 ま え，平成18年 の溢 水勉 強会 以 降 に研 究 を進 めて い

たO．P． ＋4メ ー トル盤 の非 常用海 水 ポ ンプの水密 化 につ い て， そ の検討

を 引き継 ぎ，具 体 的 な検 証 を進 めてい た。 ま た，上記 の とお り本 件 地震発 生

直前 の 平成22年12月7日 に行 われ た第2回 土 木 学会 津波 評 価 部 会 で は，

日本 海 溝 寄 り領 域 の 南 部 で は延 宝房 総 沖地 震 を参 考 に波源 モ デ ル を設 定 す

る こ とが幹 事 団 か ら提 案 され ，特 に異 論 は 出 され なか った こ とか ら，設定 す

る波源 モデ ル は 引 き続 き検討 す るこ ととされ て は いた もの の， 「津波 対策 ワ

ー キ ング グル ー プ」 で は，そ の後 の 平成23年2． 月14日 に行 われ た 打 ち合
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わせ にお いて ，上記 の よ うな土木 学会 津波 評価 部会 にお け る審議 状 況 を踏 ま

え，既 存 の防波 堤 の 嵩上 げや護 岸 上 で の防潮 堤 の新 設 といっ た ドライ サ イ ト

対策 の検 討 を開始 して いた。 （以 上 ，甲A328・37頁 ，丙B114の2・

167～170頁 ， 丙B114の3・282～283頁 ，丙B114の4・

指 定弁護 士提 示172， 同178～179）

他 方 で ，被 告東 京 電力 は，前 記 のバ ックチ ェ ック にお ける対応 方針 を決 め

る中で ，阿部 教授 や 今村 教授 とい っ た専 門家 か ら福 島県 沿岸 部 にお け る：津波

堆 積物 調 査 の実 施 を勧 奨 され た こ とか ら，土木 学会 へ の審議 委託 と並行 して

福 島県 沿岸5箇 所 に お け る大 規模 な津波 堆積 物調 査 を実施 した が，本件 原 発

の位 置 す る南部 （富 岡～ い わ き）で は津 波堆積 物 を確認 す る こ とは で き なか

った （甲A328・22頁 ）。

この よ うに，被 告東 京 電力 は，長 期評 価 の見解 の取扱 い につ い て専 門機 関

で ある土 木学 会 に審 議 を委 託 しただ けで な く， 自らも知 見 の進展 に積 極 的 に

寄 与す る とと もに，社 内 で は 「津波 対 策 ワー キ ン ググル ー プ」 を設 け， 土木

学会 の審 議 状況 も踏 ま え，科 学 的 ・客観 的 な科 学 的知 見や根 拠 を踏 ま えて適

切 に 対応 す る との姿 勢 に基 づ い て 対 策 検討 及 び 自 らの調 査 を行 っ て い た も

の で あ る。

第6本 件事故前 の時点で，原告 らの主張するよ うな結果回避義務 を義務付 ける

よ うな客観 的状況にはなかった こと

原告 らの主張は，かか る被告東京電力の対応では極 めて不十分 であ り，長

期評価 の見解 を直 ちに取 り入れ て具体 的な津波対策 を講 じるべ きで あった

とい うものである。

しか しなが ら，長期評価 の見解 の科学的知見 としての成熟度や その公表 さ

れた 目的や性質，本件事故前の知見の進展状況 に照 らせ ば，被告東京電力が

長期評価 の見解 の公表 後 にこれ を直 ちに確 定論 的津波評価 の対象 として取
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り入れ るの では な く，確 率論 の 中で取 り扱 うこ とと し，バ ックチ ェ ック を巡

る対応 方針 の決 定 にお い て も，専 門家 の間 で も意 見 が定 ま って い ない長 期評

価 の 見解 の取 扱 い につ い て は 専 門機 関 で あ る土 木 学 会 に審 議 を委 託 して専

門家 意 見 の集 約 を求 め ， そ の結論 を得 た 上 で適 切 に対 応す る と した こ とは，

本 件 事故発 生 以 前 の専 門 的 ・科 学 的知 見 の状況 か らすれ ば何 ら不合 理 で はな

い。 む しろ，各原 子 力 発 電所 にお ける 「津 波評 価 技術 」 に基 づ く津 波対 策 が

十分 な裕 度 を もって講 じ られ て い る と考 え られ てお り （保安 院 が指 示 した耐

震 バ ックチ ェ ック も，前述 の とお り既 設発 電用 原 子炉施 設 につ いて は従来 の

安 全 審 査 等 に よ っ て 安 全 性 が 十 分 に確 保 され て い る こ と を前 提 に して い

た 。） ，かつ 福 島県沖 海溝 寄 り領域 につ い ては波源 モデル も策 定 され てお ら

ず ，長期 評価 の見解 に基 づ く確 定論 的津波 対 策 を講 じるべ き との専 門 的意見

も明確 に提 示 され て い な い 中に あって ，ま ず は専 門的知 見 の整 理 ・集 約 を行

っ て対 応 す る と した こ とは 十分 合 理 的 な経 営 判 断 の枠 内 に あ る もの で あ っ

て ，かか る判 断 をす る こ とを もって，被 告 東京 電力 に法律 上 の注意 義務 違 反

が あ った と評 価 す るこ とは到底 で きない もので あ る。

と りわ け，原告 らは，被 告東 京電 力 が取 るべ きで あ った とす る具体 的津 波

対策 と して ，長 期評 価 の見解 を踏 ま えれ ば ，防潮 堤や 防波 堤 な どを建 設 して

い る余裕 は な く，本 件 事 故後 に取 られ てい るよ うな敷地 高へ の津波遡 上 （ウ

ェ ッ トサイ ト） を前 提 に した水密 化や 高所 配 置等 の対策 を直 ち に取 るべ き義

務 があ った と してい るが （原 告 ら準備 書面 （33） ，同 （79） ，同 （80）

等 ） ，本件 事故 前 にそ こまで の津波 襲 来 の具体 的 ・現 実的 可能 性 ，切 迫 性 を

指 摘 してい た者 は専 門家 も含 めて誰一 人 と して い なか った。 実 際，被 告東 京

電力 が 土木学 会 津波 評 価 部会 （第IV期 ） にお け る審議 状況 を踏 ま えて 「津 波

対策 ワー キ ング グル ー プ」 で検討 してい た津 波対 策 も，上 記 の とお りあ くま

でO．P． ＋4メ ー トル盤 の非 常用海 水 ポ ンプ の水密化 や ，既 存 防波 堤 の 嵩

上 げ，防潮 堤 の新設 とい った ドライ サイ ト対 策 に と どま り，そ れ を超 えて本

訴 訟 で原 告 らが 主 張 して い る よ うな敷 地高 へ の 津波 遡 上 （ウ ェ ッ トサイ ト）
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を前 提 に した津波 対 策 は，検討 はお ろか議 論 の姐 上 に も上が って い なか った。

ま た， そ れ では 時機 を失 す る とか， 上記 の よ うな津 波対策 では著 しく不十 分

で あ り，本 訴 訟 で原 告 らが 主張 して い る よ うな津 波 対策 を一刻 も早 く講 じる

べ き とい った対 外 的指摘 も一切 な か った （丙B114の3・347～348

頁 ）。

そ して ，津 波 よ りも地震 の被 害 が圧 倒 的 に多 い 日本 で は，本 件 事故 発 生 以

前 の 時期 にお いて は ，地震 対策 が最優 先 事 項 と され ，昭和56年 に策 定 され

た 旧耐 震 指針 につ い て は平 成13年 か ら改 訂作 業 が行 われ ，平成18年9月

19日 に は，そ れ まで の地震 学 及び 地震 工 学 に 関す る新 た な知 見 の蓄積 や耐

震 設 計技 術 の著 しい進 歩 を反 映 し， 旧耐震 指針 を全面 的 に見直す との趣 旨か

ら新 耐震 指針 が策 定 され た。 そ して ， これ を受 けて保 安院 は原 子力 事 業者 に

対 し耐震 バ ックチ ェ ック を指 示 し，各 事業 者 で は これ に人的 ・物 的資源 を注

力 して い る状 況 に あ った ところ，そ うした 中で平 成19年7E16日 には新

潟 中越 沖 地震 が発 生 し， これ を受 けて保 安 院 は，被 告東京 電 力 を含 む 電 力事

業者 に対 し，同地震 か ら得 られ る知見 もバ ックチ ェ ック評 価 に適切 に反 映 さ

せ て耐震 安 全 性 を行 うよ う指示 し，全 国的 に耐震 対 応 が喫緊 の課題 となっ て

い る よ うな状 況 に あ った。

か か る本件 事故 前 の客観 的状 況 下 ，長期 評 価 の 見解 を直 ち に確 定論 的 に取

り入れ ， ドライ サ イ トコンセ プ トか らは必 ず しも導 かれ ない津 波遡 上 （ウェ

ッ トサイ ト） を前提 に した各種 対策 を，地 震対 策 を差 し置 い てで も実施 す べ

き法律 上 の義務 が生 じてい た との原 告 らの 主張 は ，ま さに本件 事故 の結果 を

知 って い る今 だ か らこそ言 える後 知恵 にほ か な らず ，本件 事故 発生 以 前 にお

け る長期 評 価 の見 解 に係 る前 述 の とお りの 専 門的 ・科学 的 な評価 の状 況 （前

述 の とお り， 平成22年12月 に は，土 木学 会 に おい て長 期 評価 の 見解 を取

り入れ な い方 向で審 議 の方 向性 が示 され て い た。） を踏 ま えて も，長 期評 価

の見 解 に基 づ く対 策 を講 ず べ き一 義 的 な法 律 上 の義 務 が 生 じて い た な ど と

は到底 言 え る状 況 に は なか った。長 期評 価 の見解 は原告 らが主 張 して い る よ
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うな一 義 的 な結 果 回避 措 置 を講 じるべ き法律 上 の措 置 義 務 を被 告 東 京 電 力

に課 す程 度 の予 見 可能 性 や 切迫 性 を提 示 した もので はな か っ た もの で あ る。

この点 につい て は，原 子 力 工学 の専 門家 で あ る岡本 教 授 も 「：津波 よ りも地

震 の被 害 が圧 倒 的 に多 い 日本 で は，平成18年 か らの耐 震バ ックチ ェ ックや ，

平成19年 の新 潟 中越 沖地 震 の発 生 を踏 ま え，地震動 に対す る安 全 対策 が緊

急 かつ最 優 先 の もの で した ので ，当時 ，地震 動 に対す る対策 を遅 らせ てで も，

そ の試 算 に対す る対策 をす るた めに は相 当 な精 度 ・確 度 が あ る試 算 であ る必

要 が あ った と思 います 。 」 （丙B11・9頁 ）， 「当時 の状況 と して は，設

計 想 定 を超 え る：津波 に対 す る安 全 対策 を行 うべ き必 要 性 や 緊 急 性 が十 分 で

なか った 一方 ，設 計想 定 を超 え る地震 動 に対す る安 全 対策 につ いて は最優 先

事 項 と して行 うべ きで あ った た め， 本件 事故 前 に 『設 計想 定 の津波 』 を超 え

る津 波 を想 定 した対 策 を講 じて い な か った こ とが 不合 理 で あっ た とは言 え

な い と考 えます 。」 （同11頁 ） ， 「本 件 事故 前 に 『設 計想 定 の津 波』 を超

え る津 波 を想 定 した 対策 や 米 国 同様 の シ ビア ア ク シデ ン ト対 策 を優 先事 項

として行 お うと した場合 ， 当時の喫 緊 の課題 であ った設 計想 定 を超 え る地震

動 に対す る安全 対策 の遅延 を来す こ とにな るわ けで， 仮 に， 現実 的 な危 険が

あっ た地震 動 に対 す る安全 対 策 を遅 らせ た が故 に，新 た に発 生 した基 準地 震

動 を超 え る地震 に よ って事故 が起 きた とす れ ば，それ こそ が原子 力 工学 の観

点か らあ って はな らない事 態 です。 」 （同12頁 ） としてい る。

原告 らは，長 期評 価 の見解 が政府 とい う公 的機 関 の示 した公 的 見解 で あ る

こ とを こ とさ ら強調 し，そ うで あ る以 上 ，それ に従 っ て直 ちに結果 回避 措置

を とるべ き義務 が基 礎 付 け られ る と主張す るが， ここま で に繰 り返 し述 べ て

きた とお り，公 的 見解 とい って もそ の性質 や色 合 い は千差 万別 で あ り，少 な

く とも地 震 本 部 が 全 国 地震 動 予 測 地 図 の 作成 過 程 にお い て平 成14年 に公

表 した長期 評価 の見解 は， 国民 の防 災意識 を促 す とい う専 ら防 災行政 上 の見

地 か ら， 当時 の通説 的見解 や 当時既 に確認 され てい た地 体構 造 の評価 結果 に

す ら反 して ，海 溝寄 り領域 を一括 りに して発 生確 率 を計 算 した ものに留 ま り，
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ソフ ト面 で の対 策 に は取 り入れ る こ とがで きて も，沿岸 部 の構造 物 にお ける

ハ ー ド面 で の対 策 に取 り入 れ られ る よ うな もので は なか った。 実 際，長期 評

価 の見解 を公 表 した地 震本 部 自身 ， 同見解 の信 頼度 は低 い と し，最 終 的 に作

成 され た 全 国地 震 動予 測 地 図 にお い て も，確 定 論 的手 法 に基づ く地震予 測 地

図で は基礎 資料 と して取 り入 れ られ てい ない の で あ る。長 期評 価 の見解 につ

いて ，そ の 目的 ，見解 自体 に記 載 され て い る留 保 を無 視 して，政府 の公 的機

関 に よ り公 表 され た故 に これ に従 うべ きで あ る とい うので あれ ば， 中央 防災

会 議 も全 閣僚等 か ら構 成 され る公 的組 織 で あ る と ころ， 同会議 の専 門調査 会

が平成18年1月 に行 っ た答 申 （これ に基づ き， 同年2月 に 内閣総理 大 臣 は

地震 防 災対 策 の推 進 地域 の指 定 を行 ってい る） は ，長 期 評価 以 上 に尊 重 すべ

き もの で あ る とこ ろ，同答 申作成 に あた り，長期 評価 を明確 に防 災対策 の対

象 か ら除外 してい る こ とを重視 す べ きで あ る。

また ，少 な く とも本件 事 故 直前 の平成22年12月7日 には ，土木 学会津

波評 価 部 会 （第IV期 ） 第2回 会 合 にお い て， 日本海 溝 寄 り領域 を北部 と南部

に分 け， 当該 領 域 の ど こで も津波 地震 は発 生 す るが ，南部 で は北部 に比べ て

す べ り量 が小 さい こ と，南部 につ い ては延 宝房 総 沖 地震 を参 考 に波源 モデ ル

を設 定す る こ とが確認 され て い る と して，そ の 時点 で直 ちに本件 原発 の運 転

を停止 す べ きで あ った との意見 もあ るが，南 部領 域 におい て設 定す べ き波源

モデ ル もま だ議論 の途 上 に あっ た こ と，少 な く とも原子 力発 電 所 の停 止 ま で

要 す る ほ どに切 迫 性 が あ る とは 専 門家 も含 め て誰 一 人 と して考 えて い な か

った こ とは 上述 した とお りで あ り，そ の よ うな指摘 も本件 事故 の結果 を知 っ

てい る今 だ か ら こそ言 え る結 果論 に過 ぎない。

この点 につ い て は，被告 東京 電 力 の役 員 らに係 る刑 事判 決 にお い て も，「結

果 の重 大 性 を強調 す るあ ま り， その発 生 メカ ニ ズ ムの全容 解 明が今 なお 困難

で ，正確 な予知 ，予 測 に限界 のあ る津波 とい う自然 現象 につ いて ，想 定 し得

るあ らゆ る可能性 を， そ の根 拠 の信頼 性や 具 体性 の程度 を問 わず に考慮 して

必 要 な措置 を講 じる こ とが義務 付 け られ る とす れ ば ，法令 上 ，原子 力発 電所
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の設 置 ，運転 が認 め られ てい るに もか か わ らず ，原子 力 発電 所 の運転 はお よ

そ不 可 能 とい うこ ととな り，原 子力 発 電所 の設 置 ，運転 に携 わ る者 に不 可能

を強 い る結 果 とな る」， 「津波 襲来 の可能性 が あ る とす る根 拠 の信 頼性 ，具

体性 の程 度 につ いて は， 結局 の ところ，前記 の よ うな本 件 にお け る結果 回避

義務 の内容 ，性 質 等 を踏 ま え，原子 炉 の安 全性 につ いて の 当時 の社 会 通念 を

中心 と して， 平成23年3月 初旬 の 時点 ま で にお いて， どの よ うな知 見 が あ

り，本件 発 電 所 の安 全対 策 と して どの よ うな取組 が行 われ ，本 件発 電 所 が ど

の よ うな施 設 と して運 用 され て きたの か な ども考慮 した上 で， これ を決 す る

ほか な い とい うべ き で あ る。 そ して， 上記 の社 会通 念 は，法令 上 の規 制 や そ

れ を補 完 す る国の安 全 対策 にお け る指針 ，審 査 基準 等 に反 映 され てい る と考

え るほか ない ので あ るか ら，その よ うな法令 上 の規 制や そ れ を補 完 す る指針 ，

審 査 基 準等 におい て ，原子 炉 の安全 性確 保 が どの よ うに考 え られ てい た のか

を検 討 してい く こ とにな る。 」 と した上 で ， 「平 成23年3月 初 旬 の時 点 に

お い て， 「長期 評価 」 は，Mt8．2前 後 の津 波 地震 が海 溝 寄 り領 域 内の ど

こで も発 生 す る可能 性 が あ る とす る こ とにつ い て ，具 体 的 な根拠 を示 さず ，

海 溝 寄 り領 域 内の海 底 地殻 構造 の違 い に対 す る有効 な応 答 も示 して お らず ，

そ のた め，地 震 学や 津 波 工学 の専 門家 ，実務 家 ， さ らに 内閣府 に よって疑 問

が示 され ， 中央 防 災会議 や 地方 自治 体 の防 災計 画 に も取 り込 まれず ，保 安 院

に よ る安 全 審 査や 基盤 機 構 に よ る ク ロス チ ェ ッ ク解 析 に も取 り込 ま れ な か

った もの で あ る。 そ して，東京 電 力 の土木 グルー プ担 当者 ，他 の関連 グル ー

プ の担 当者 だ けで な く，東京 電力 以外 の原 子 力事 業者 か らも，直 ちに これ に

対応 した 対策 工事 を実施 し，対策 工事 が完 了す るまで は原 子 炉 を停止 す る必

要 が あ る との認識 が示 され る こ とは なか った。 さらに，本件 発電 所 の津 波 ハ

ザー ド解 析 の結果 も，「長期 評価 」の信頼性 が高 い こ とを示す もの とは い え な

い。 そ うす る と，平 成23年3月 初 旬 の時 点 にお い て， 「長期 評価 」 の 見解

が 客観 的 に信 頼 性 ，具 体性 のあ った もの と認 め る には合 理 的 な疑 い が残 る。」

と して い る ところで あ る。
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したが っ て ，長 期 評価 の見解 を踏 ま えれ ば，本件事 故発 生 以前 の時点 にお

いて ，本件 原 発 の運 転 を停 止す る義 務 があ る との意 見 は無論 の こ と，原 告 ら

の 主張 す る よ うな ドライ サ イ トコ ンセ プ トか らは乖 離 した 措 置 を講 じる義

務 があ り， これ に違 反 した との原 告 らの主 張 には理 由が ない。

第7被 告東京 電力の主張のま とめ

以 上 に述 べ て きた とお り，地震 本 部 が平成14年7． 月31日 に公表 した長

期評価 の見 解 は，全 国地震 動予 測 地 図 の作成 に 向けて ， 日本 全 国98の 活 断

層等 につ い て何 らかの評 価 を行 うこ とが求 め られ る 中で，国民 の防 災意識 を

促 す こ とを考 慮 の上 で ，防 災行政 の見 地 か ら海溝 寄 り領域 を一括 りに して発

生確 率 を計 算 した もので あ り，地震 地 体構 造 の見地 か らの裏 付 けを伴 うもの

では な く， この ため ，長期 評価 の見解 は 内外 か ら 「誤 解 を与 えかね な い」 と

の批判 に さ らされ ，それ を きっ かけ に信頼 度評 価 が付 され た り留意 文言 が付

され た りす るな どの各種 配 慮 が な され ，中央 防災会議 の防 災計 画 で も採 用 さ

れ ず ，長 期 評 価 の最 終 目標 で あ る全 国地震 動 予測 地 図 におい て も確 定論 的予

測地 図 で も基礎 資 料 と して は取 り入 れ られ ず ，確 率論 的 な津 波評価 の観 点 か

ら継続 的 に研 究 が行 われ て い た とい う実情 にあっ た。本件 事 故直 前 の土 木学

会津 波評 価 部 会 （第IV期 ）にお い て も，長 期評価 の見解 をそ のま ま取 り入れ

る とい う考 え方 は取 られ ず ，海 溝 寄 り領 域 につ いて は南 北 に分 け，福 島沖 を

含 む 南 部 に つ い て は延 宝房 総 沖 地 震 を参 考 に波 源 モ デル を設 定す る方 向で

議 論 が進 め られ て いた。

この よ うな長 期 評 価 の 見解 につ い て は ， 国 民 に対 して ソフ ト面 で の 対 策

（避難 用 品の 常備 等 の 日々 の備 え） を促す よ うな場 面 で はそ の有 用性 が認 め

られ る と して も，それ を超 えて ，原 子力発 電 所 のハー ド面 で の対 策 にそ の ま

ま取 り込 め る よ うな もので は なか っ た。

そ して ，被 告東 京 電力 は，か か る長期 評価 の見解 につ い て， 土木学 会 とと
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もに確 率論 の研 究 に取 り入 れ て継続 的 にそ の研 究 を進 め，マ イ ア ミ論 文 の公

表 に見 られ る とお り，知 見 の 向上 に寄 与 して きた。 また ，新 耐震 指針 に基づ

くバ ックチ ェ ックの 中でそ の取扱 い が 問題 に なっ た際 には，社 内や 専 門家 の

意 見 も踏 ま えて議 論 を重 ね た結果 ， 単 にバ ックチ ェ ックをス ムー ズ に通 した

い とい う形 式 論 のみ で安 易 に長 期 評 価 の 見解 を取 り入 れ る とい うので は な

く，専 門家 の間 で も意 見 が定 ま ってい ない長 期評 価 の見解 につ いて は， 専 門

機 関で あ る土木 学会 に審議 を委 託 し，その 専 門的判 断 を得 た上 で対応 す る と

い う方針 を とる こ とと した。 また ，それ と並行 して社 内 に津 波 対策 ワー キン

ググル ー プ を設 け，津 波評 価部 会 にお ける審議 状 況 も踏 ま えなが ら津波 対策

の検 討や 必 要 な堆積 物 調 査 を 自 ら実施 す るな ど してい た もので あ る。

こ うした被告 東 京 電力 の 対応 は，本件 事 故 前 の客観 的状 況 の下 にお い て何

ら不合 理 な もの で は な く，本件 事 故 以前 の科 学 的知 見 の状 況 の下 にお い て ，

法 律 上 の義務 に違 反 す る違 法 な対応 で あ った な ど とは評 価 し得 ない。原告 ら

は，津 波対 策 を漫 然 と放 置 した と主 張す るが ，あ ま りに も皮相 な主 張で あ り，

明 らか に誤 りで あ る。

第8裁 判例 につ い て

本件 事故 に関 して は，現 時点 まで に各 地 の 同種 訴 訟 で第1審 判 決 が下 され

て い る ところ， そ の うち本件 事 故 の発生 につ い て被 告東 京電 力 に故 意又 は こ

れ に準 じる重過 失 ま で あ る と判 断 したの は，前 橋 地裁 平成29年3月17日

判決1件 のみ で あ る。

これ に対 し，そ れ以 外 の判 決 は全 て被 告 東京 電 力 の故意 重過 失 を否 定 して

い るが， その 中 で も，以 下 の千i葉地裁 平成29年9月22日 判 決， 千葉 地裁

平 成31年3． 月14日 判 決 ，福 島地裁 い わ き支部 平 成30年3月22日 判決 ，

及 び名 古屋 地裁 令 和 元年8月2日 判 決 ，及 び 山形 地裁令 和 元年12月17日

判 決 の5件 につ い て は，過 失 の評価 につ い て本 件事 故 前 の客観 的状 況 や知 見
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の進 展状 況 等 を踏 ま えて概 ね正 当な判 断 を してい る。

以 下 ， それ ぞれ の判 決 の説 示 のポイ ン トを掲 げ る。

1千 葉 地裁 平成29年9． 月22日 判 決

・ 違 法性 の考 慮 要素 た る結 果 回避 義務 との 関係 で，予 見 可能性 の程 度 は 当然

に影 響 し得 る ところで あ り，仮 に，専 門研 究者 間で 正 当な見解 と して通説 的

見解 とい え るま での確 立 した知 見 に基 づ い た，精 度 及 び確度 が十 分 に信頼 す

る こ とが で き るほ どに高 い試算 が 出 され た ので あれ ば ，設計 津波 と して考慮

し，直 ちに これ に対 す る対策 が と られ るべ きで あるが ，規制 行政 庁や 原 子力

事 業者 が 投 資 で き る資金 や人材 等 は有 限で あ り，際 限な く想 定 し得 る リス ク

の全 て に資源 を費や す こ とは現 実 には 不可 能 で あ る上 ，緊急性 の低 い リス ク

に対す る対 策 に注力 した結果 ，緊急 性 の高 い リス クに対す る対策 が後 手 に 回

る とい っ た危 険性 もあ る以 上 ，予 見 可能性 の程 度 が 上記 の程 度 ほ どに高 い も

の で ない の で あれ ば，当該 知 見 を踏 ま えた今 後 の結 果 回避 措 置 の 内容 ，時期

等 につ い て は，規 制行 政庁 の専 門的判 断 に委 ね られ る とい うべ きで あ る。

・ この 点 ，本 件 事故 以前 の知 見 の下 で は，地 震対 策 が喫 緊 の課 題 とされ ，平

成13年 か ら耐震 設 計審 査指針 の改訂 作 業 が 開始 され ，平成18年9月19

日に これ が 改正 され た の を受 けて ，耐震 バ ックチ ェ ックが進 め られ ， これ に

資源 を傾 け注 力 を して い たの で あ り，津波 対 策 は地震 対 策 に比 し早急 に対 応

すべ き リス ク と して の優 先 度 を有 してい な かっ た とい え る。

・ 長期 評 価 につ い て は，種 々の異論 も示 され ，デー タ と して用 い る過 去 地震

に関す る資料 が十 分 に ない こ と等 に よ る限 界が あ る こ とか ら，評価 結果 で あ

る地 震 の発 生 確 率 や 予想 され る次 の地 震 の規模 の数 値 に は誤 差 を含 ん で お

り，防 災対策 の検討 な ど評価 結果 の利 用 に 当た って は， この点 に十分 留意 す

る必 要 が あ る 旨指摘 され ，そ の精度 ・確 度 は必 ず しも高 い もので は なか った。

そ のた め ，原 告 らが 主張 す る平成18年 ま で に，様 々採 り得 る規制 措置 ・手
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段の うち，本件事故後 と同様の規制措置 を講ずべき作為義務 が一義的に導か

れ る と もい えず ，そ の精度 ・確度 を高 め，対策 の必 要性 や 緊急 性 を確認 す る

た め，更 に専 門家 に検討 を委託 す るな どして対 応 を検討 す る こ ともや む を得

ない とい うべ きで あ る。

・ 本 件 事故 前 の知 見 を前 提 に，被 告東 京電 力 の試 算 を用 い た津波 対策 を施 す

場 合 で も， ドライ サ イ トを維 持す るた めに防潮 堤 を作 る とい うのが 工学 的見

地 か ら妥 当 な発 想 で あ り， この場 合 ， ウェ ッ トサイ トを前提 と した結果 回避

措置 を採 るべ き とはい え ない。

2千 葉 地裁 平 成31年3月14日 判 決

・ 原 子 力発 電所 の操 業 の安全 上 考慮 すべ き リス クには，地震 や火 災 等多種 多

様 な もの が あ り，そ れ らの 対策 を講 ず るた め に必 要 な人 的 物 的資源 には 限 り

が あ るか ら，それ ら リス クの発 生 の確 実性 （予 見 可能 性 の程 度 ）や 発 生 した

場合 の影響 の大 き さ，あ るい は対策 を講 じるのに要 す る時 間等 に応 じて，優

先 順位 を付 けつつ 実 現 して い くこ とはや む を得 ず ，特 に 緊急 性 が高 い とい え

ない リス クにっ い て ， どの よ うな結果 回避 措置 を，い つ 頃 まで に講 じるか の

判 断 は ，規 制行 政庁 の専 門的判 断 にかか って い る とい うべ きで ある。

・ 本件 では ，津 波 地震 に よ り福 島第 一原発 の施 設 が浸 水 し，シ ビア ア クシデ

ン トが発 生 す る こ とが予 見 可能 で あ った と して も，長 期 評 価 で示 され た予 測

は，そ の よ うな津波 を惹起 し得 る地震 が発 生す る確 率 は30年 以 内で20パ

ー セ ン ト程度 ，50年 以 内 で も30パ ーセ ン ト程度 とい うもの （しか も， こ

れ 自体 な い しそ の前 提 とな る事 象 の評 価 等 につ い て も異 な る評 価 が あ った）

で あ る こ とも考 慮す る必 要 が あ る。

・ 本件 事故 前 にお け る原 子 力発 電所 のシ ビア ア クシデ ン ト対策 の 中心 は，津

波 対策 で は な く，地 震 対策 で あ り，現 に原 子 力安全 委 員 会 は ，平 成18年9

月19日 ，昭和56年 の 旧指針 策 定以 降現 在 まで にお け る地 震 学及 び地震 工
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学 に 関す る新 た な知 見 の 蓄積 並 び に発 電 用軽 水 型 原 子 炉 施 設 の耐震 設 計 技

術 の著 しい 改 良及 び進 歩 を反 映 し， 旧指 針 を全 面 的 に見直 す との趣 旨か ら，

耐震 設 計審 査 指針 を改 訂 して ，地震 に関す る最 新 の知 見 を反 映 し，原子 力発

電所 の よ り一 層 の耐 震 安全 性 の確保 を図 った。

・ 耐震 バ ッ クチ ェ ックに津波 に対 す る安全 性評 価 も含 ま れ てい た こ とか らす

れ ば ，津波 対 策 の必 要性 が 高ま って いた こ とは確 か で あ るが，耐 震バ ックチ

ェ ック の作 業 が進 め られ て い た平 成19年7E16日 に新 潟 中越 沖地 震 が

発 生 した こ とを踏 ま え，経 済産 業大 臣は， 同月20日 ，被告 東京 電 力 を含む

電力 会社 に対 して ，同地震 か ら得 られ る知 見 を耐震 安全 性 の評 価 に適切 に反

映す るな ど して ，国 民 の安 全 を第一 に した耐震 安全 性 の確認 な どを指示 して

お り，原 子 力 発 電所 の安全 対策 にお け る当面 の課題 は，津波 対策 よ りも地 震

対 策 で あ る こ とが経 済 産 業 大 臣及 び被 告 東 京 電 力 を含 む 電 力会 社 の共 通認

識 で あ った。

・ そ うす る と，長 期評 価 の見解 に基 づ き，福 島第一原 発1号 機 な い し4号 機

に ，敷 地 高 さで あ るO．P． ＋10．0メ ー トル を超 え る津波 が到 来す る こ

とにつ いて ，予 見可 能性 が認 め られ る と して も，一 刻 も早 い原 子力 発 電所 の

地震 対策 が求 め られ てい る状況 の下で ，地震 対 策 を さ しおい て，相 当な不 確

実性 を有す る長期 評 価 の見解 に従 い，今後30年 以 内 の発 生確 率 は20パ ー

セ ン ト程度 ，今 後50年 以 内の発 生確 率 は30パ ー セ ン ト程 度 と推 定 され る

津 波 地 震 に対 す る津 波 対策 を優 先 させ る こ とが合 理 的 な判 断 で あっ た とは

認 め られ ない。

・ 福 島第 一原 発1号 機 ない し4号 機 に，敷 地 高 さで あ るO．P． ＋10．0

メー トル を超 え る津 波 の予 見可 能性 につ い て ，なお発 生 す る事象 の特 定 や発

生 の確 度 が必 ず しも十 分 で ない ことや ，本 件事 故 当時 ドライサ イ トの考 え方

に基づ く防護 措 置 を優 先 させ る こ とには いま だ合 理性 が あ った こ とか ら，本

件 事故 当時 ま で に，原 告 らが主 張す る各 防護 措置 の考 え方 に基 づ き，本 件 事

故 を防止 で き る具 体 的 な防護 措置 を取 る こ と （ない し本件 事故 時 まで に 間 に
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合 わせ る こ と） が 可能 で あっ た とは認 め られ な い。

3福 島 地裁 い わ き支部 平成30年3月22日 判 決

・ 被 告東 京 電力 は，遅 く とも平成20年4， 月頃 には，福 島第一原 発 に おい て ，

平 成20年 津波 試 算 にお け る想 定 ：津波 と同程 度 の津 波 が到 来 す る可 能 性 が

あ る こ とを認 識 して いた もの と認 め られ る ところ， これ につ き，被 告東 京 電

力 は，① 平 成14年 長 期評 価 の取扱 い につ い て は，評 価 方法 が確 定 して お ら

ず ，直 ち に設計 に反 映 させ る レベル の もので は ない と思料 され るの で，当該

知 見 につ い て は，電 力 共通 研 究 と して土木 学会 に検討 して も らい ， しっか り

と した結 論 を出 して も ら う，② そ の結 果 ，対策 が必 要 となれ ば， きちん とそ

の対策 工事 等 を行 う，③ 耐震 バ ックチ ェ ック は， 当面 ，平成14年 の津 波評

価 技術 に基 づ いて 実施 す る とい う方 針 を決 定 し，④ 土木 学会 の委員 を務 め る

有 識 者 に以 上 の方針 につ い て 理解 を 求 め る とい う対 応 をす る に と どま っ て

い る こ とを認 め る こ とが で き る。

・ この よ うな対応 の当否 又 は適否 につ いて検討 す るに，① 土木 学会 ・津波 評

価部 会 が平成16年 に実施 した地震 学者 等 に対 す るア ンケー ト調査 で は ，当

時 ， 日本海 溝 沿 い の領 域 で発 生す る津 波地 震 につ き地震 学者 の 間で も見解 が

分 かれ てい た こ と，② 日本 海溝 千 島海 溝調 査会 の北海 道 ワー キ ン ググル ー プ

では ，平 成14年 長 期 評価 の公 表 以 降 に得 られ た最 新 の科学 的知 見 も加 えて

昭 和 三 陸 地 震 の震源 領 域 の 南 側 で発 生す る地 震 につ いて検 討 が され た もの

の，そ の よ うな地震 につ い ては，防 災対策 の対 象 とすべ き地震 か ら除外 され

た こ と，③ 土木 学 会 ・津波 評価 部会 が第II期 （平成15年 か ら平成18年 ま

での 間） にお い て研 究 した確 率論 的津 波 ハ ザー ド解 析 の手法 は，当時 ，開 発

途 上 の段 階 に あ り，標 準 的 な評 価 手順 は確 立 してい なか った こ と，④被 告 東

京 電 力 がマ イ ア ミ論 文 を公 表 した 頃 に行 っ た確 率 論 的 津波 ハ ザー ド解 析 で

は，福 島第 一原 発1号 機 か ら4号 機iにつ い て，O．P． 十10mを 超 え る津
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波 が到 来 す る確 率 は10万 年 か ら100万 年 に1回 の確 率 で あ る と算 出 し

て いた こ と，⑤ 土木 学 会 ・津 波評 価 部会 が第 皿期 （平成18年 か ら平 成21

年 まで の間） にお いて 実施 し，地震 学者 の比重 を4倍 と した ア ンケー ト調 査

で は， 「過去 に発 生 例 が あ る三 陸沖 … と房 総沖 …で のみ過 去 と同様 の様 式 で

津波 地震 が発 生す る」 とい う見解 が有 力 で あった こ とな どの諸 事 情 が認 め ら

れ る。

・ この よ うな諸 事 情 に照 らせ ば ，本件 事 故発 生 前 ，被 告東 京 電 力 にお い て，

平成20年 津 波 試 算 にお け る想 定 津 波 の よ うな津 波 が到 来 す る可 能性 は完

全 に は否 定 で きない ものの ，その よ うな津波 が到 来 す る可能 性 は極 めて低 く，

現 実的 な可 能性 はな い と認 識 してい た もの と して も，著 しく合 理性 が欠 け る

とま では認 め られ ず ，ま た，上記 の認 識 に基 づ く対応 につ いて も，著 しく合

理 性 が欠 け る とまで は認 め られ な い。

・ したが って ，被 告 東京 電 力 にお い て，本件 事故 の発 生 につ い て認識 し， か

つ ， これ を認 容 してい た とい う故意 が あっ た と認 め る こ とは で きず ， また ，

被 告 東京 電 力 に故 意 と同視 す べ き重過 失 が あ った と認 め る こ ともで き ない。

4名 古屋地裁令和元年8月2目 判決

・ 結果 回避 義 務 との関係 では ，予見 可能 性 が認 め られ たか らとい って 直 ち に

結 果 回避 義 務 が生 ず る もの で はな く，予見 可能性 の程度 に よっ て，求 め られ

る結果 回避 義務 が異 な る とい うべ きで ある。す なわ ち，精 度及 び確 度 の高 い

知 見 に基 づ いた試 算 が 出 され た場合 に は，直 ち に結 果 回避 措置 を採 る こ とを

法 的 に義務 付 け る こ とが で き る一方 で，規 制行 政 庁や 原子 力 事 業者 が投 資 で

きる資金 や 人材 等 は有 限 で あ る以 上 ，精度 及 び確 度 のそれ ほ ど高 くない知 見

に基 づ く試 算 しか得 られ な い場合 には ，直 ち に結 果 回避措 置 を採 る こ とを法

的 に義務 付 け るこ とはで きず ，今 後 の結 果 回避 措 置 の 内容 ，時期等 につ い て

は，規 制行 政 庁 の専 門的判 断 に委 ね られ る とい うべ きで あ る。
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・ 長 期評 価 を公 表 した推 進本 部 は被 告 国が法 律 に基 づ いて設 置 した公 的機 関

で あ り，長 期評 価 は公 的見解 を示 した もの とい えるか ら，単 な る一 専 門家 の

論 文 等 とはそ の性 格 が異 な る もの で あ り，異論 はあ る として も，当時 の地震 ・

津波 の 専 門家 の共 通 的 な見解 を示 した もの と して，そ の信頼 性 は一 定程 度認

め られ る とい え，長期 評 価 の見解 につ いて も，理学 的 に否 定で きない もの で

あ る とい え る。

・ 一方 で，長期 評 価 の見解 にお い て，M8程 度 の地 震 が発 生 し得 る とされ た

日本海 溝 付 近 の領 域 につ い て は，当該領 域 で過 去 に発 生 した と され る3つ の

津波 地震 が発 生 した正確 な位 置 は不 明で あ り，慶長 三 陸地 震及 び延 宝房 総 沖

地震 につ い て は，震源 域 が明 らか で ない とす る見解 もあ り，津 波 地震 で は な

い 可能 性 も指 摘 され て い た こ と，三 陸沖 か ら房 総 沖 まで の 日本 海溝 沿 い とい

う領 域 設 定 につ い て，陸側 のプ レー トに太 平洋 プ レー トが沈 み込 ん でい る点

で構 造 が 同 じで あ る とい う理 由で一つ の領 域 を設 定 して い る点 につ き，それ

ほ ど強 い根 拠 が あ るわ けで はな い とか，地震 学 の考 え方 と して は異質 で あ る

との指 摘 もあ った こ と，北部 と南 部 とで は，地震 の発 生 に影響 を及 ぼす プ レ

ー ト間 の 固着 の強 さや 堆 積 物 の量 に違 いが あ るこ とが指 摘 され てい た こ と，

当該領 域 内で過 去 に発 生 した地震 は3つ と少 な く，過 去 の地 震 のデ ー タ が少

ない こ とな どか ら，領 域 内 の どこか で発 生す る と考 え られ るが ，想 定震源 域

を特 定 で きず ， これ を公 表 した推 進 本部 自身 が ，発 生領 域 の評価 及 び発 生確

率 につ い て，信 頼 度 を 「C： やや 低 い」 としてお り，そ の頭 書 にお いて ， 「な

お，今 回 の評価 は，現在 まで に得 られ てい る最 新 の知 見 を用 い て最 善 と思 わ

れ る手 法 に よ り行 った もの で は あ るが ，デ ー タ と して用 い る過 去 地震 に関す

る資 料 が十 分 にな い こ と等 に よる限界 が あ る こ とか ら，評価 結 果 で あ る地震

発 生確 率や 予想 され る次 の地震 の規 模 の数値 には誤 差 を含 ん で お り，防 災対

策 の 検討 な ど評 価 結 果 の利 用 に あた っ て は こ の点 に十分 留 意 す る必 要 が あ

る。 」 と付記 して い るこ とが認 め られ る。 ま た，長 期評 価 の見解 は， 中央 防

災 会議 で採 用 が採 用 され なか っ た もので あ り，これ に対す る専 門家 の評 価 も，
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専 門家9人 中7人 が 「地震 又 は津波 の 専 門家 の統 一的 な見解 や 最大 公約 数 的

見解 とは言 い難 い 」， 「理 学 的根拠 か ら発 生 が うか がわれ る とい う科 学 的 コ

ンセ ンサ スが得 られ てい る津波 で あ る とは考 え られ てい なか った 」， 「直 ち

に対策 を取 らせ る よ うな説 得力 の あ る見解 とは考 え られ てい なか った 」，「実

際の防 災対策 を して い く上 で，明治 三 陸 地震 と同 じよ うな津 波地 震 が福 島沖

で発 生 す る と考 え る こ とは難 しい と考 え られ る」な どとい う否定 的 な もの で

あ る。

・ この よ うに ，長 期 評価 の見解 は， 一 定程 度 の信 頼性 は認 め られ る もの の，

そ の根 拠 となっ たデ ー タ の少 な さや理 学 的根 拠 の不 十分 さな どか ら，専 門研

究者 間で 正 当 な見解 と して通 説 的 見解 とい え るほ ど確 立 した 知 見 で あ っ た

とはい えず ，予 見 可能 性 の程度 は高 度 な もので はな か った とい うこ とが で き

る。

・ 被 告 東京 電 力 は ，長 期評 価 の見解 を受 けて，そ の根拠 が不 十分 で あ る こ と

か ら，確 定論 と して取 り入 れ るこ とはせず ，確 率論 に基 づ く安 全 対策 の 中で

取 り入れ てい くこ とと し，その 旨保 安 院 に報告 した こ とが認 め られ る。 この

よ うに，被 告東 京 電力 は，長 期評価 の見解 を受 け て何 ら対策 を とって い なか

った わ けでは な く，確 率 論 に基 づ く安 全 対 策 の 中で取 り入れ よ うと してい た

とい え るが，前記 の とお り，長期 評価 の見解 はそ の根 拠 とな ったデ ー タ の少

な さや 理 学 的根 拠 の 不 十分 さな どか ら信 頼性 が必 ず しも高 くなか った こ と

に鑑 みれ ば ，長 期評 価 の 見解 を確 定 論 で は な く確 率論 に基 づ く安全 対 策 の 中

で取 り入 れ る とい う方針 は一定 の合 理性 を有す る もので あっ た とい え る。

・ 被 告 東京 電 力 は ，2008年 推 計 の結果 を把 握 した後 ， 土木 学会 に対 し，

長期 評価 の見解 の 取扱 い に 関す る検 討 を委 託 し，平成24年10月 を 目処 に

結論 が 出 され る予 定 の 土木 学会 の検 討 結果 如何 で は，津 波対 策 を講 じる予定

で ある として い た こ とが認 め られ る。 この よ うに，被 告東 京 電力 は，長 期評

価 の見解 につ い て全 く対応 を とらなか った わ けで はな く，長 期評 価 の見解 を

どの よ うに取 り扱 うか につ いて検討 を重 ね て いた もの とい える。
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・ 被 告 東京 電 力 が何 らの対策 も講 じて い なか った わ けで はな く， 自己 の利 益

を優 先 す るた め に あえ て対策 を遅 らせ た とい った 事情 は認 め られ ない か ら，

本 件 事故 の発 生 につ き，故 意 又 は これ に 匹敵す る重 大 な過失 が あった とい う

こ とはで き ない。

5山 形 地裁 令 和元 年12月17日 判 決

・ あ る事 象 が発 生す る こ との予 見 可能 性 の判 断 は，あ る事象 が発 生 す るこ と

を予 見 して い たか ど うかの判 断 と異 な り，単純 にあ った か なか ったか の二 者

択 一 に な る もので はな く，予見 可能 性 の程 度 が問題 とな り得 る。予見 可能 性

の程 度 ，換 言 す れ ば，予 見対 象 を予 見 すべ きで あった とい え る程度 に応 じて ，

執 るべ きで あ った とい え る措 置 の 内容 も異 なって くる し，その よ うな措置 を

執 らな かっ た こ との合理性 の程 度 も大 き く変 わ って くる。

・ 被告 東 電 が原 子 炉施設 を安 全 に保 つ た めに検討 すべ き事項 には ，津 波へ の

対応 だ けで な く多種 多様 な ものが あ る と認 め られ る こ と，被告 東 電 は，本 件

長 期評 価 につ いて ，決 定論 的 な検討 で は採 用 しない が，確 率 論 的津波 ハ ザ ー

ド解析 の 中で検 討す る こ と と し，そ の後 ，土木 学会 の津 波評 価部 会 と協 力 し

て確 率 論 的 津波 ハ ザ ー ド解 析 の 開発 に取 り組 ん で き て そ の過 程 で マイ ア ミ

論 文 を発 表 す るな どして お り，一 定 の対策 を講 じて きて いた こ と，また ，新

耐震 指 針 が公 表 され た後 に は耐 震 バ ックチ ェ ックを進 め て きて い た こ とな

どを踏 ま え る と，仮 に，被 告東 電 に過 失 が あ った と して も， これ を故意 と同

視 で き る重 過 失 に 当た る とまで い うこ とはで きな い。

他方 で ，そ の余 の判決 につ い て は，被告 東京 電力 の故意 ない し重過 失 は否

定 しつ つ ，過 失 （法的 義務 違反 ） まで は認 定 してい る ところ，重 過失 を認 め

た前 橋 地裁 判 決 を含 め，求 め られ る結 果 回避 措置 の 内容 は予 見 可能性 の程 度

に よって異 な り得 る とい う視 点 を見落 とし，長期 評価 の見解 が知 見 と して の
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成 熟 度 に乏 しい もの で あ った こ とを無視 して ，長 期 評価 の見解 が政府 の公 的

機 関に よ り公 表 され た とい う点 と，原告 らの主 張す る津波 対策 が本 件事 故前

か ら技術 的 には可 能 で あ った とい う点 を安 易 に結 びつ けて，本 件事 故発 生 以

前 の 時 点 で長 期 評 価 の見 解 に基 づ く確 定論 的津 波 対 策 を講 じ るべ き法律 上

の 作為 義務 が あ った な ど とい う極 めて 非現 実 的 な認 定 を して しま っ てい る

もので あ り，失 当で あ る。判 決 の 中に は，長期 評価 の見解 につ いて政府 の公

的機 関 に よ り公 表 され た もので あ る こ とを指摘 す る論調 が見 受 け られ るが ，

そ の よ うな論調 が失 当で あ る こ とは前述 した とお りで あ る。 長期 評価 の 目的

や 見解 自体 に記 載 され て い る留保 を無 視 して 政府 の公 的機 関 に よ り公 表 さ

れ た故 に これ に従 うべ きで あ る とい うので あれ ば ， 中央 防 災会議 も全 閣僚等

か ら構 成 され る公 的組 織 で あ る ところ， 同会議 の専 門調 査会 が平成18年1

月 に行 った答 申 （これ に基 づ き，同年2月 に内閣総 理 大 臣 は地 震 防災 対策 の

推 進 地域 の指 定 を行 っ てい る） は，長期 評価 以 上 に尊 重す べ き もの で ある と

ころ， 同答 申作成 に あ た り，長期 評価 を明確 に防 災対 策 の対象 か ら除外 して

い るこ とを重視 す べ きで あ る。

被 告東 京 電 力 に よ る法 律 上 の義務違 反 の有 無 につ い ては ，本 件 事故 発生 以

前 の時 点 にお い て広 く受 け入 れ られ て い る科 学 的 知 見 や原 子 力 安全 確 保 の

考 え方 に基 づ い て ，本件 事 故発 生 以前 の時 点 にお いて いか な る 「法 律 上の行

為 義務 」 が課 され てい た か が判 断 され るべ きで あ り，本 準備 書 面 で も述 べ た

長 期評 価 の見 解 を巡 る専 門 的評 価 の状 況 か らす れ ば ，本 件 事故 発 生以 前 にお

い て，長期 評 価 の見 解 に基 づ い て直 ちに確 定論 的津 波評 価 を行 って これ に基

づ く津 波 対 策 を講 じるべ き一 義 的 な法律 上 の行 為 義 務 が生 じて い た とは解

す るこ とがで き ない。 そ して，被 告東京 電 力 が，長 期 評価 の見解 につ い て は

確 率論 的津 波評 価 の 対象 と して対応 につ い ての検 討 を行 い つつ ，確 定論 的津

波評価 の観 点 か らは長期 評 価 の見解 に係 る専 門的 ・科 学 的知 見 の状況 が定 ま

って い ない とい う状 況 を踏 ま えて，科学 的知 見 の整 理 を行 っ て も ら うた めに

土木学 会 に審議 委 託 を し，そ の結果 を踏 ま えて対 応 す る と した こ とを捉 えて，
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被告東京 電力に本件事故発生以前 に課 され ていた法律 上の行為義務 に違反

す るものであったな どとは解 し得ないのである。

第9結 論

本件事故 に よる原子力損害 の発生 につ き被告東京電力に過失又 は重 過失

があ り，これ が慰謝料増額事 由に当たるとす る原告 らの主張はいずれ も失 当

で あ る。

以 上
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